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㻌

㻌 㻌

䛆㠃ㄯ⪅䛇㻌

㼁㼘㼞㼕㼏㼔㻌㻸㼑㼎㼑㼞㼕㼑 Ặ㻌

Ḣᕞ〇⣬⏘ᴗ㐃ྜ㻌ཎᮦᩱᢸᙜ㒊㛗㻌

ྂ⣬䚸䝟䝹䝥䚸䝏䝑䝥䜢ᢸᙜ䛧䛶䛔䜛䚹㻌

䛆㠃ㄯ⪅䛇㻌

㻸㼕㼟㼍㻌㻷㼞㼑㼠㼟㼏㼔㼙㼍㼚㼚 Ặ䚸Ḣᕞᑒ⟄ᕤᴗ⤌ྜ㻌ྲྀ⥾ᙺ㻌

Ḣᕞᑒ⟄ᕤᴗ⤌ྜ䛿 㻱㻼㻾㻯 䛾䝯䞁䝞䞊⤌ྜ㻌
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䐟 㻱㼁 䛷䛿 㻯㼕㼞㼏㼡㼘㼍㼞㻌 㻱㼏㼛㼚㼛㼙㼥 䛸䛔䛖⪃䛘᪉䛻䜒䛸䛵䛝䚸㞠⏝䛾☜ಖ䚸ᣢ⥆ⓗ⤒῭ᡂ㛗䜢┠ᣦ䛧䚸䝸䝃䜲䜽䝹

䜢᥎㐍䛧䛶䛔䜛䚹㻌 〇⣬ᴗ⏺䛻ㄢ䛫䜙䜜䛯ㄢ㢟䛿䠎䠌䠎䠌ᖺ䜎䛷䛻⏕ྍ⬟ྂ⣬䛾ᇙ䜑❧䛶䠌䚸ྂ⣬䝸䝃

䜲䜽䝹⋡（䠙㻔ᇦෆ⏝㔞䠇ᇦእ㍺ฟ㔞㻕㻛㻌ᇦෆ⣬ᯈ⣬ᾘ㈝㔞）㻣㻠㻚㻜㻑（㻞㻜㻝㻣 ᖺ䛾ᐇ⦼䛿 㻣㻞㻚㻟䠂）䛻䛩䜛䛣

䛸䛷䛒䜛䚹㻌

㻌

䐠 ྂ⣬㍺ฟධ䛿 㻞㻜㻝㻣 ᖺᐇ⦼䛷䛿ᇦእ䜈䛾㍺ฟ 㻝㻜㻚㻡 ⓒ 㼀㻘ᇦእ䛛䜙䛾㍺ධ䛿⣙ 㻞㻚㻜 ⓒ 㼀䚹㍺ฟ䛾⣙䠐

䠌䠂䛿䜲䜼䝸䝇䛛䜙䚹ᚋᇦෆ䛾⏝ቑ䛿⌧Ⅼ䛷䛿 㻠㻚㻜 ⓒ 㼀㻛ᖺቑ䛘䜛ぢ㎸䜏䚹㻌 㻌

㻞㻜㻝㻤 ᖺ䛿㍺ฟ㔞䛜 㻢䡚㻣㻑ῶᑡ䛧䚸ྂ⣬䝸䝃䜲䜽䝹⋡䛿๓ᖺ䛾 㻣㻞㻚㻟㻑䛛䜙పୗ䛩䜛ぢ㎸䜏䚹㻌 㻞㻜㻞㻜 ᖺ┠

ᶆ 㻣㻠㻚㻜㻑䛻䛿㛫ⓗ䛻వ⿱䛜䛒䜚䚸ᚋᇦෆ䛷䛾ᾘ㈝䜢ቑ䜔䛧䛶䛔䛝䛯䛔ពྥ䚹㻌

㠃䚸㍺ฟ䛾ᛴ⃭䛺ⴠ䛱㎸䜏䜒䝸䝃䜲䜽䝹⋡పୗ䛻䛴䛺䛜䜚䚸ᠱᛕᮦᩱ䛷䛿䛒䜛䚹㻌

㻌

Ḣᕞ（㻱㼁㻙㻞㻤）䛛䜙䛾ྂ⣬㍺ฟ㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 （䇻㻜㻜㻜㼀）㻌

㍺ฟඛ㻌 㻞㻜㻝㻣㻔㼍㻕㻌 㻞㻜㻝㻤（㏿ሗ）㻔㼎㻕 ๓ᖺẚ䠂㻌 㻔㼎㻛㼍㻕㻌

⥲㍺ฟ㔞㻌 㻝㻝㻘㻞㻟㻜 㻝㻜㻘㻡㻟㻣 㻥㻟㻚㻤㻌

主
な
輸
出
先 

୰ᅜ㻌 㻣㻘㻝㻝㻟 㻟㻘㻠㻠㻟 㻠㻤㻚㻠㻌

䜲䞁䝗䝛䝅䜰㻌 㻣㻤㻢 㻝㻝㻡㻞 㻝㻠㻢㻚㻢㻌

䜲䞁䝗㻌 㻤㻟㻜 㻞㻜㻞㻝 㻞㻠㻟㻚㻡㻌

䝍䜲㻌 㻞㻣㻜 㻡㻟㻢 㻝㻥㻤㻚㻡㻌

ྎ‴㻌 㻞㻝㻡 㻞㻤㻝 㻝㻟㻜㻚㻣㻌

㻌

䐡 ୰ᅜ䛾ရ㉁つไ䛜ᐇ䛥䜜䛶௨㝆䚸ရ㉁䛾Ⰻ䛔䜒䛾䛜㧗್䛷䜰䝆䜰䛾♫䛻䜘䛳䛶㈙䜟䜜㍺ฟ（≉䛻

୰ᅜ）䛥䜜䛶䛔䜛䚹㻌 ရ㉁䚸ᕷἣ䛾Ᏻᐃ䚸ᣢ⥆ⓗ䛺ᇦෆ䛷䛾ྂ⣬䛾⏝ቑ䜢ᅗ䜛䛯䜑䚸㍺ฟ䜢⚗Ṇ䚸ไ

㝈䛩䜉䛝䛸䛔䛖ពぢ䜒䛒䜛䛜䚸㼃㼀㻻 ຍ┕ᅜ䛸䛧䛶䚸ἲ௧䛿䛷䛝䛺䛔䚹㻌

㻌

䐢 㻯㻱㻼㻵 䛿ᐙᗞ䛛䜙䛾ྂ⣬ᅇ᪉ἲ䛸䛧䛶䚸㻿㼑㼜㼍㼞㼍㼠㼑㻌㻯㼛㼘㼘㼑㼏㼠㼕㼛㼚 䜢᥎㐍䛧䛶䛔䜛䚹ຍ┕ᅜ䛾ከ䛟䛿䚸ྂ⣬ရ

㉁ྥୖ䛾䛯䜑䚸䛣䛾㞟᪉ἲ䜢᥇⏝䛧䛶䛔䜛䛜䚸᭱䛾ྂ⣬㍺ฟᅜ䛾䜲䜼䝸䝇䛿䚸䛔䜎䛰 㻯㼛㼙㼕㼚㼓㼘㼑㼐㻌

㻯㼛㼘㼘㼑㼏㼠㼕㼛㼚 䛜య䚹㻌 ⤖ᯝ䜲䜼䝸䝇䛾ྂ⣬䛿ዃ㞧≀䛜ከ䛟䚸୰ᅜ䛾ྂ㍺ධつไ䛻క䛔䠡䠱ᇦෆ䜈䛾㍺ฟ

䜒ቑ䜔䛧䛶䛔䜛䛜䚸ᇦෆ䛷䛿ཷ䛡ධ䜜䜢ᣄྰ䛩䜛♫䛜ฟ䛶䛝䛶䛔䜛䚹㻌 㻌

㻌

䐣 㻯㻱㻼㻵 䛿 㻝㻥 䛾ᴗ⏺ᅋయ䛸༠ຊ䛧䚸㻱㻼㻾㻯㻩㻱㼡㼞㼛㼜㼑㼍㼚㻌㻼㼍㼜㼑㼞㻌 㻾㼑㼏㼥㼏㼘㼕㼚㼓㻌㻯㼛㼡㼚㼏㼕㼘 䛸䛔䛖༠ᴗ⤌⧊䜢⤖ᡂ䚹

㞟᪉ἲ䜢㆟ㄽ䛩䜛⤌⧊䛷䛿䛺䛟䚸䝸䝃䜲䜽䝹䛾ᢏ⾡ⓗ䛺ၥ㢟䜢᳨ウ䛩䜛⤌⧊䚹䝸䝃䜲䜽䝹䛾㞴᫆䜢〇ရ

䛤䛸䛻ホ౯䛧䛶䛔䛟సᴗ䜢䛧䛶䛔䜛䚹㻌 ᑗ᮶ⓗ䛻ホ౯䛻ྜ䜟䛫䛶⏕⏘⪅䚸ຍᕤᴗ⪅䛻䝸䝃䜲䜽䝹㈿ㄢ㔠

䛾䜘䛖䛺ㄢ㔠ไᗘ䜢ᣦྥ䛧䛶䛔䛟ᶍᵝ䚹㻌 ⌧⾜䛾 㻼㻸 ἲ䜢䛥䜙䛻ᘏ㛗䚸ᣑ䛩䜛ἲ䛜᳨ウ䛥䜜䛶䛔䜛䚹㻌

（㻱㼤㼠㼑㼚㼐㼑㼐㻌㻼㼞㼛㼐㼡㼏㼑㼞䇻㼟㻌㻸㼕㼍㼎㼕㼘㼕㼠㼥）㻌

㻌

㻌

㻌

㻌

㻌

㻌

せᅜ䛷䛿䛚䛚䜐䛽ᾐ㏱䛧䛶䛝䛶䛔䜛䚹䛰䛜᭱䛾ྂ⣬㍺ฟᅜ䛷䛒䜛䜲䜼䝸䝇䛰䛡䛿䛔䜎䛰 㻯㼛㼙㼕㼚㼓㼘㼑㼐㻌

㻯㼛㼘㼘㼑㼏㼠㼕㼛㼚㻌 㻔㈨※䛤䜏䜢୍ᣓ䛧䛶ᅇ㻕䜢⥅⥆䚹㠀ᖖ䛻␗≀䛜ከ䛟䚸㍺ฟඛ䛿୰ᅜ䛛䜙䚸䠡䠱ᇦෆ䛚䜘䜃

䜲䞁䝗䚸䜲䞁䝗䝛䝅䜰䛺䛹䜈䝅䝣䝖䛧䛶䛔䜛䚹䛧䛛䛧䚸పရ㉁ᨾ䛻ᇦෆ䛷䛿䜲䜼䝸䝇䛾ᐙᗞྂ⣬䛾ཷ䛡ධ

䜜䜢ᣄྰ䛩䜛䝴䞊䝄䞊䛜⌧䜜䛶䛔䜛䚹㻌

㻌

䐡 㻿㼑㼜㼍㼞㼍㼠㼑㻌㻯㼛㼘㼘㼑㼏㼠㼕㼛㼚 䛷䛿䚸㈨※≀➼䛸䛾ศ㞳䛻䜘䜚ዃ㞧≀䛿ᑡ䛺䛔䚹䛯䛰䚸䛒䛟䜎䛷᪂⪺䚸㞧ㄅ䚸ẁ

䝪䞊䝹䚸ᯈ⣬䛜↓ศู䛻ΰ䛦䛳䛯 㻹㼕㼤 ྂ⣬䛷䛒䜚䚸⏕䛥䜜䜛〇ရ䜒㝈ᐃ䛥䜜䛶䛔䜛䚹㻌

ゼၥ䛧䛯䝯䞊䜹䞊䛷䛿䚸✚ᴟⓗ䛻 㻹㼕䡔ྂ⣬䜢⏝䛧ᯈ⣬䚸ẁ䝪䞊䝹ཎ⣬䜢⏕⏘䛧䛶䛔䛯䛜䚸〇ရ䛾ᙉ

ᗘ䛿᫂䜙䛛䛻ᙅ䛟䚸ప⣭ရ䛻ศ㢮䛥䜜䛶䛔䜛䛸᥎ᐹ䚹㻌 䜎䛯ຍ౯್䜢䛴䛡䜛䛯䜑䛻䛝䛺タഛᢞ㈨

䜢䛧䛶䛔䜛䛾䛷䛿䛸⪃䛘䜙䜜䜛䚹㻌

㻌

䐢 䠡䠱䛾㈨※ᅇᨻ⟇䛿䚸ໟᗫᲠ≀䛾ᅇ䛸䝸䝃䜲䜽䝹䛾┠ᶆ್䚸ᇙ䜑❧䛶ฎศ㔞䛾๐ῶ┠ᶆ್䛚

䜘䜃୍⯡ᗫᲠ≀䛾䝸䝃䜲䜽䝹┠ᶆ್䜢タᐃ䛧䚸ຍ┕ᅜ䛻⩏ົ䛡䜛ᨻ⟇䜢䛸䛳䛶䛔䜛䚹ྂ⣬䛻䛴䛔䛶

䛿䚸㻱㼁 ෆ䛷䛿 㻞㻜㻞㻜 ᖺ䜎䛷䛻ྂ⣬䛾䝸䝃䜲䜽䝹⋡䜢 㻣㻠㻑䛻䚸⏕ྍ⬟ྂ⣬䛾ᇙ䜑❧䛶䜢䠌䛻䛩䜛䛣䛸

䛜ไᐃ䛥䜜䛶䛔䜛䚹㻌 㻯㻱㻼㻵 䛜୰ᚰ䛻䛺䛳䛶䚸䝸䝃䜲䜽䝹ྍ⬟ရ䛾◊✲䛜ᴗ⏺ᅋయ䛾༠ᴗ䛾䜒䛸㐍䜣䛷

䛔䜛䛜䚸䜘䜚ྂ⣬䛾ຍ౯್䜢㧗䜑䜛䛯䜑䛾ᅇ᪉ἲ䛻䛴䛔䛶䛾᳨ウ䛜䚸᪥ᮏ䛾ᵝ䛺ศูฟ䛾⪃

䛘᪉䛿䛺䛟 㻿㼑㼜㼍㼞㼍㼠㼑㻌 㻯㼛㼘㼘㼑㼏㼠㼕㼛㼚 䛾᥎㐍䛷Ṇ䛧䛶䛧䜎䛳䛶䛔䜛䛸ឤ䛨䛯䚹㻌

㻌

䐣 㻱㼁ᇦෆ䛷䛾ྂ⣬㟂⤥䛿䚸ᅇ 㻡㻣ⓒ䝖䞁䚸䛖䛱ᇦෆ⏝ 㻠㻤ⓒ䝖䞁䚸㍺ฟ 㻝㻜ⓒ䝖䞁䚸㍺ධ䠎ⓒ

䝖䞁䚹ᅇ㔞䛻ᑐ䛩䜛㍺ฟẚ⋡䛿⣙ 㻞㻜㻑䚸㍺ฟᩘ㔞䛾䛖䛱 㻢㻞㻑䛿୰ᅜྥ䛡䛷䛒䛳䛯䚹୰ᅜ௨እ䜈䛾ᅜ

䜈䛾㍺ฟ䛜ᖜ䛻ቑ䛘䛶䛔䜛䛣䛸䛛䜙䚸䠎䠌䠍䠔ᖺ㏻ᖺ䛷䛿䚸㍺ฟ㔞䛿䛭䜜䜋䛹䛾ⴠ䛱㎸䜏䛿䛺䛔ぢ

㎸䜏䚹㻌

୍᪉䚸㍺ฟ䛜ᛴቑ䛧䛶䛔䜛ᅜ䚻䛷䛾ᚋ䛾ရ㉁つไ䛜䛹䛖䛺䜛䛛䚸ሗ㊊䛸䛸䜒䛻ᠱᛕᮦᩱ䛸䛺䛳

䛶䛔䜛䚹㻌

㻌

䠏䠊㻌 䝭䞊䝔䜱䞁䜾䚸⪺䛝ྲྀ䜚ෆᐜ㻌

䠘 㻯㻱㻼㻵㻌㻛㻌Ḣᕞ〇⣬⏘ᴗ㐃ྜ㻌䠚㻌

㻌

㻌

㻌

㻌

㻌

㻌

䠘 㻱㼡㼞㼛㼜㼑㼍㼚㻌㻱㼚㼢㼑㼘㼛㼜㼑㻌㻹㼍㼚㼡㼒㼍㼏㼠㼡㼞㼕㼚㼓䇻㼟㻌㻭㼟㼟㼛㼏㼕㼍㼠㼕㼛㼚㻌㻛㻌Ḣᕞᑒ⟄ᕤᴗ⤌ྜ㻌䠚㻌

㻌

㻌

㻌

㻌

㻌

㻌 㻌

䛆㠃ㄯ⪅䛇㻌

㼁㼘㼞㼕㼏㼔㻌㻸㼑㼎㼑㼞㼕㼑 Ặ㻌

Ḣᕞ〇⣬⏘ᴗ㐃ྜ㻌ཎᮦᩱᢸᙜ㒊㛗㻌

ྂ⣬䚸䝟䝹䝥䚸䝏䝑䝥䜢ᢸᙜ䛧䛶䛔䜛䚹㻌

䛆㠃ㄯ⪅䛇㻌

㻸㼕㼟㼍㻌㻷㼞㼑㼠㼟㼏㼔㼙㼍㼚㼚 Ặ䚸Ḣᕞᑒ⟄ᕤᴗ⤌ྜ㻌ྲྀ⥾ᙺ㻌

Ḣᕞᑒ⟄ᕤᴗ⤌ྜ䛿 㻱㻼㻾㻯 䛾䝯䞁䝞䞊⤌ྜ㻌
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䠘㻱㼡㻾㻵㻯㻌㻛㻌Ḣᕞ䝸䝃䜲䜽䝹༠䠚㻌

㻌

㻌

㻌

㻌

㻌

㻌

㻌

䐟 ᪥ᮏ䛾ᐙᗞྂ⣬䛾㞟᪉ἲ䛻䛴䛔䛶ᴫ␎䜢ㄝ᫂䛧䛯䚹㻯㻱㻼㻵 䛜㐍䜑䛶䛔䜛⣬䞉ᯈ⣬䛾䝸䝃䜲䜽䝹ရ䛾ホ

౯䜢ᚋἲไ䛩䜛ሙྜ䛻ἲᚊ䛾ᩚഛ䜢䛩䜛⤌⧊䚹ྂ⣬ᅇ㔞䛾䜰䝑䝥䛻ྥ䛡䛶䛿䚸䝗䜲䝒䛷Ⓨ㊊䛧䛯

㻰㻿㻰㻔㻰㼡㼍㼘㼑㼟㻌 㻿㼥㼟㼠㼑㼙㻌㻰㼑㼡㼠㼟㼏㼔㼘㼍㼚㼐㻕䜢ཧ⪃䛻（〇㐀⪅䚸㈍⪅➼䛻㈐௵䜢㈇䜟䛫䜛）䚸ཝ䛧䛔ἲไ䛜ᚲ

せ䛸䛾⪃䛘䚹㻌

㻌

䐠 㻯㻱㻼㻵 䛜ᥦၐ䛧䛶䛔䜛ྂ⣬ᅇ᪉ἲ䛾 㻝 䛴䛻 㻿㼑㼘㼑㼏㼠㼕㼢㼑㻌㻯㼛㼘㼘㼑㼏㼠㼕㼛㼚 䛜䛒䜚䚸⣬䛾✀㢮䛤䛸䛻㞟䛩䜛᪉

ἲ䚹᪥ᮏ䛾ศูᅇ䛻ఝ䛶䛔䜛䛸ᛮ䜟䜜䜛䛜䚸㻯㻱㻼㻵㻘㻌 㻱㼡㻾㻵㻯 䛸䜒䚸ᐙᗞ䛛䜙䛾ᅇ䛷䛹䛾⛬ᗘᐇ䛥䜜

䛶䛔䜛䛛䜟䛛䜙䛺䛔ᶍᵝ䚹㻌 䛤䛟୍㒊䛷ᐇ䛥䜜䛶䛔䜛䛛䜒䛧䜜䛺䛔䛜䚸㻯㻱㻼㻵 䛾⤫ィ䛷䛿 㻿㼑㼜㼍㼞㼍㼠㼑㻌

㻯㼛㼘㼘㼑㼏㼠㼕㼛㼚 䛻ໟᣓ䛥䜜䛶䛔䜛䚹㻌

㻌

䐡 ୰ᅜ䛾ྂ⣬㍺ධつไ䛻ᑐ䛧䚸⌧≧ලయ⟇䛿䛺䛔䚹䛹䛖䛻䜒䛺䜙䛺䛡䜜䜀䚸ᇙ䜑❧䛶䜢䛧䛺䛡䜜䜀䛺䜙䛺

䛔䚹㻌

㻌

䠘㻯㻼㻵㻌㻛㻌ⱥᅜ〇⣬༠䠚㻌

㻌

㻌

㻌

㻌

㻌

㻌

㻌

㻌

䠘㼀㼔㼑㻌㻾㼑㼏㼥㼏㼘㼕㼚㼓㻌㻭㼟㼟㼛㼏㼕㼍㼠㼕㼛㼚㻌㻸㼕㼙㼕㼠㼑㼐㻘㼁㻷㻌㻛㻌ⱥᅜ䝸䝃䜲䜽䝹༠䠚㻌

㻌

㻌

㻌

㻌

㻌

㻌

㻌

㻌

㻌

䛆㠃ㄯ⪅䛇㻌

㻱㼙㼙㼍㼚㼡㼑㼘㻌㻷㼍㼠㼞㼍㼗㼕㼟 Ặ㻌

Ḣᕞ䝸䝃䜲䜽䝹༠㻌ྂ⣬ᢸᙜ㒊㛗㻌

䛆㠃ㄯ⪅䛇㻌

㻿㻵㻹㻻㻺㻌㼃㻱㻿㼀㻻㻺 Ặ㻌

ⱥᅜ〇⣬༠㻌ཎᮦᩱ㒊㛗㻌

䛆㠃ㄯ⪅䛇㻌

㻿㼕㼙㼛㼚㻌㻱㼘㼘㼕㼚 Ặ㻌

㼀㼔㼑㻌㻾㼑㼏㼥㼏㼘㼕㼚㼓㻌㻭㼟㼟㼛㼏㼕㼍㼠㼕㼛㼚㻌㻸㼕㼙㼕㼠㼑㼐㻘㼁㻷㻌

ᑓົ㻌
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᪂⪺ṧ⣬䚹䜹䝷䞊༳ๅ䛷䛿䛒䜛䛜䚸ရ㉁Ⰻዲ䚹㻌

ᒇ᰿䛝⨨䛝ሙ䛻ᅾᗜ䛧䛶䛔䜛䚹㻌

ẁ䝪䞊䝹ྂ⣬䚹୰ᅜ௨እ䛾㍺ฟྥ䛡䚹㻌

ⓑ䜢ྵ䜑䛯Ⰽẁ䝪䞊䝹䛜┠❧䛴䚹㻌 ᶍ㐀ྂ⣬㻌

䐟 䜲䜼䝸䝇䛾⣬䞉ᯈ⣬䛾ᕷሙ䛿ᅜෆ⏕⏘㻟㻚㻤ⓒ䝖䞁䚸㍺ධ㻡㻚㻢ⓒ䝖䞁䚹㻌 ᅜෆ䛾〇⣬ᴗ䛿ᯈ⣬⏕⏘䛜

య䛷䚸䛺㍺ධ౫Ꮡᆺ䚹㻌 ྂ⣬䛾ᅇ㔞䛿 㻣㻚㻣 ⓒ䝖䞁䛷䝸䝃䜲䜽䝹⋡䛿㧗䛔䚹㻌 ᅇྂ⣬䛾䛖䛱㍺ฟ

䛿 㻠㻚㻢 ⓒ䚸䛭䛾䛖䛱୰ᅜྥ䛡䛜 㻟㻚㻡 ⓒ䝖䞁䛷୰ᅜྥ䛡䛾౫Ꮡ䛜㧗䛔䚹㻌 ୰ᅜ䛾㍺ධつไ䛻䜘䜛ⴠ䛱

㎸䜏䛿䛝䛔䛜⌧ᅾ䛿䜰䝆䜰ㅖᅜ䜈䛾㍺ฟ䛻䜚ศ䛡䛶䛔䜛䛾䛜⌧≧䚹㻌 ౪⤥ඖ䛿୰ᅜྥ䛡䛻㐺ྜ

䛩䜛ᑐ⟇䛿䛸䛳䛶䛔䛺䛔䚹㻌

㻌

䐠 ᐙᗞ䛛䜙䛾ᅇ䛿䚸㻯㼛㼙㼕㼚㼓㼘㼑㼐㻌㻯㼛㼘㼘㼑㼏㼠㼕㼛㼚 䛜䜋䛸䜣䛹䚹㻌 䛧䛯䛜䛳䛶ዃ㞧≀䛜㠀ᖖ䛻ከ䛔䚹㻌

㻌

䐡 ྂ⣬䛿㍺ฟྜ䛜 㻢㻜䠂䛸ᅽಽⓗ䛻㧗䛟䚸䛧䛛䜒୰ᅜྥ䛡䛿㍺ฟ䛾 㻣㻢䠂䜢༨䜑䛶䛔䜛䚹⌧≧䚸୰ᅜ䛾㍺

ධつไ䛻䛴䛔䛶䛿䚸ྂ⣬䛾⾜䛝ሙ䛜䛺䛟䛶ᅔ䜛䜋䛹䛾ᙳ㡪䛿䛷䛶䛔䛺䛔䛜䚸ᚋ䚸୰ᅜྥ䛡䛛䜙䝅䝣䝖

䛧䛯㍺ฟඛ䛷䛾ရ㉁つไ䛜䛹䛖䛺䜛䛛㠀ᖖ䛻ᠱᛕ䛧䛶䛔䜛䚹㻌

㻌

䐢 䝸䝃䜲䜽䝹༠䛛䜙䛿䚸ศู㞟䛩䜛䛻䛿㈨㔠䛜㊊䜚䛺䛔䛸䛔䛖ኌ䛜⪺䛣䛘䛯䚹㻌 䛭䛾㈝⏝䜢⏕⏘⪅䛻

ㄢ㔠䛩䜛᪉ἲ䜒⪃䛘䜙䜜䛶䛔䜛䛸䛾䛣䛸䚹㻌 （䜔䛿䜚 㻼㻸ἲ䜢ᘏ㛗䚸ᣑ䛧䛯䜒䛾䛻䛺䜛䛾䛷䛿䚹）㻌

㻌

䠘㻯㻿㻌㻾㼑㼏㼥㼏㼘㼕㼚㼓㻪㻌

䐟 䝻䞁䝗䞁㏆㑹䛻 㻠 䛛ᡤ䝲䞊䝗䜢ᒎ㛤䛩䜛ྂ⣬♫䜢ゼၥ䚹㻌

㻌

䐠 ⏘ᴗ⣔ྂ⣬䛾ᢅ䛔䛜ከ䛔䛾䛷䚸㞟Ⲵ䛥䜜䛯ྂ⣬䛿䛚䛚䜐䛽ရ㉁䛿Ⰻ䛔䚹ከ䛟䛿㍺ฟ䛥䜜䛶䛔䜛䛾䛷䛿

䛸᥎ᐃ䚹㻌 ୰ᅜྥ䛡䛿ရ㉁Ⰻ䛟䚸䛭䛾ᅜྥ䛡䛿䚸እほ䛺䛜䜙≧ែ䛿䛭䜜䜘䜚ⴠ䛱䜛䚹㻌

䝲䞊䝗䛷䛾㑅ูసᴗ䜢䛹䛾⛬ᗘ䛧䛶䛔䜛䛛᫂䚹㻌 సᴗဨ䛻䜘䜛┠ど᳨ᰝ㑅ู䛧䛛᪉ἲ䛜䛺䛔䛜䚸ゼၥ

䛻䛿సᴗဨ䛿䛔䛺䛛䛳䛯䚹ᐙᗞ䛛䜙䛾ᅇྂ⣬䛿䜋䛸䜣䛹䛺䛔䚹㻌

㻌

㻌

㻌

㻌

㻌

㻌

㻌

㻌

㻌

㻌

㻌

㻌

㻌

㻌

㻌

㻌

㻌

㻌

⏘ᴗ⣔䛾ẁ䝪䞊䝹（ရ㉁Ⰻዲ）䚹㻌

ᜍ䜙䛟୰ᅜྥ䛡䚹㻌

䠘㻱㼡㻾㻵㻯㻌㻛㻌Ḣᕞ䝸䝃䜲䜽䝹༠䠚㻌

㻌

㻌

㻌

㻌

㻌

㻌

㻌

䐟 ᪥ᮏ䛾ᐙᗞྂ⣬䛾㞟᪉ἲ䛻䛴䛔䛶ᴫ␎䜢ㄝ᫂䛧䛯䚹㻯㻱㻼㻵 䛜㐍䜑䛶䛔䜛⣬䞉ᯈ⣬䛾䝸䝃䜲䜽䝹ရ䛾ホ

౯䜢ᚋἲไ䛩䜛ሙྜ䛻ἲᚊ䛾ᩚഛ䜢䛩䜛⤌⧊䚹ྂ⣬ᅇ㔞䛾䜰䝑䝥䛻ྥ䛡䛶䛿䚸䝗䜲䝒䛷Ⓨ㊊䛧䛯

㻰㻿㻰㻔㻰㼡㼍㼘㼑㼟㻌 㻿㼥㼟㼠㼑㼙㻌㻰㼑㼡㼠㼟㼏㼔㼘㼍㼚㼐㻕䜢ཧ⪃䛻（〇㐀⪅䚸㈍⪅➼䛻㈐௵䜢㈇䜟䛫䜛）䚸ཝ䛧䛔ἲไ䛜ᚲ

せ䛸䛾⪃䛘䚹㻌

㻌

䐠 㻯㻱㻼㻵 䛜ᥦၐ䛧䛶䛔䜛ྂ⣬ᅇ᪉ἲ䛾 㻝 䛴䛻 㻿㼑㼘㼑㼏㼠㼕㼢㼑㻌㻯㼛㼘㼘㼑㼏㼠㼕㼛㼚 䛜䛒䜚䚸⣬䛾✀㢮䛤䛸䛻㞟䛩䜛᪉

ἲ䚹᪥ᮏ䛾ศูᅇ䛻ఝ䛶䛔䜛䛸ᛮ䜟䜜䜛䛜䚸㻯㻱㻼㻵㻘㻌 㻱㼡㻾㻵㻯 䛸䜒䚸ᐙᗞ䛛䜙䛾ᅇ䛷䛹䛾⛬ᗘᐇ䛥䜜

䛶䛔䜛䛛䜟䛛䜙䛺䛔ᶍᵝ䚹㻌 䛤䛟୍㒊䛷ᐇ䛥䜜䛶䛔䜛䛛䜒䛧䜜䛺䛔䛜䚸㻯㻱㻼㻵 䛾⤫ィ䛷䛿 㻿㼑㼜㼍㼞㼍㼠㼑㻌

㻯㼛㼘㼘㼑㼏㼠㼕㼛㼚 䛻ໟᣓ䛥䜜䛶䛔䜛䚹㻌

㻌

䐡 ୰ᅜ䛾ྂ⣬㍺ධつไ䛻ᑐ䛧䚸⌧≧ලయ⟇䛿䛺䛔䚹䛹䛖䛻䜒䛺䜙䛺䛡䜜䜀䚸ᇙ䜑❧䛶䜢䛧䛺䛡䜜䜀䛺䜙䛺

䛔䚹㻌

㻌

䠘㻯㻼㻵㻌㻛㻌ⱥᅜ〇⣬༠䠚㻌

㻌

㻌

㻌

㻌

㻌

㻌

㻌

㻌

䠘㼀㼔㼑㻌㻾㼑㼏㼥㼏㼘㼕㼚㼓㻌㻭㼟㼟㼛㼏㼕㼍㼠㼕㼛㼚㻌㻸㼕㼙㼕㼠㼑㼐㻘㼁㻷㻌㻛㻌ⱥᅜ䝸䝃䜲䜽䝹༠䠚㻌

㻌

㻌

㻌

㻌

㻌

㻌

㻌

㻌

㻌

䛆㠃ㄯ⪅䛇㻌

㻱㼙㼙㼍㼚㼡㼑㼘㻌㻷㼍㼠㼞㼍㼗㼕㼟 Ặ㻌

Ḣᕞ䝸䝃䜲䜽䝹༠㻌ྂ⣬ᢸᙜ㒊㛗㻌

䛆㠃ㄯ⪅䛇㻌

㻿㻵㻹㻻㻺㻌㼃㻱㻿㼀㻻㻺 Ặ㻌

ⱥᅜ〇⣬༠㻌ཎᮦᩱ㒊㛗㻌

䛆㠃ㄯ⪅䛇㻌

㻿㼕㼙㼛㼚㻌㻱㼘㼘㼕㼚 Ặ㻌

㼀㼔㼑㻌㻾㼑㼏㼥㼏㼘㼕㼚㼓㻌㻭㼟㼟㼛㼏㼕㼍㼠㼕㼛㼚㻌㻸㼕㼙㼕㼠㼑㼐㻘㼁㻷㻌

ᑓົ㻌
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䠘㻮㻵㻾（㻮㼡㼞㼑㼍㼡㻌㼛㼒㻌㻵㼚㼠㼑㼞㼚㼍㼠㼕㼛㼚㼍㼘㻌㻾㼑㼏㼥㼏㼘㼕㼚㼓）㻌 㻛㻌ᅜ㝿䝸䝃䜲䜽䝹㐃ྜ䠚㻌

㻌

㻌

㻌

㻌

㻌

㻌

㻌

㻌

㻌

䐟 㻮㼍㼤㼕 Ặ䛿䜲䞁䝗ே䛺䛜䜙䝻䞁䝗䞁ᅾ 㻡㻜 ᖺ䚹⮬㌟䜒䝸䝃䜲䜽䝸䞁䜾♫䜢⤒Ⴀ䚹㻌 ⱥᅜ䛷Ⓨ⏕䛩䜛⏕㈨※䜢㻌

䛻䜲䞁䝗䚸䝞䞁䜾䝷䝕䝑䝅䝳䚸䝟䜻䝇䝍䞁ඪ䛻㍺ฟ䛧䛶䛔䜛䚹㻌

㻌

䐠 〇⣬♫䛿ရ㉁䛾ຎ䜛ప౯᱁䛾ྂ⣬（䛘䜀 㻹㻵㼄 ྂ⣬）䜢䛔䛣䛺䛩䜉䛝䛷䛿䛺䛔䛛䚹⌧ᐇ䛻୰ᅜ௨እ

䜈䛾ྂ⣬䛾㍺ฟ౯᱁䛿Ᏻ౯䛷䛒䜚䚸䛣䛣䜢≺䛖䜉䛝䛷䛿䛺䛔䛛䚹䝁䝇䝖๐ῶ䛻䜒䛴䛺䛜䜛䛿䛪䛷䛒䜛䚹㻌

㻌

䐡 䜲䞁䝗䛸䛔䛖ᅜ䛻䛴䛔䛶䚸䝉䜽䝅䝵䝘䝸䝈䝮䛜ᙉ䛟䚸⎔ቃ䜔᐀ᩍ➼䛾┦㐪䛛䜙᪉㔪䛜Ỵ䜎䜛䜎䛷䛻㛫䛜䛛

䛛䜛䛣䛸䚸䜎䛯䚸⌧ᅾ䛾〇⣬♫䛿ෆ㝣㒊䛻䛒䛳䛶䚸㍺ධྂ⣬䛻䛸䛳䛶䛿㍺㏦䛻䛝䛺⤒㈝䚸ᡭ㛫䛜䛛䛛

䜛䛣䛸䜢ᙉㄪ䛧䛶䛔䛯䚹㻌

㻌

㻌

䠘㼂㻰㻼㻌㻛㻌 䝗䜲䝒〇⣬㐃ྜ㻪㻌

㻌

㻌

㻌

㻌

㻌

㻌

䠘㻿㼙㼡㼞㼒㼕㼠㻌㻷㼍㼜㼜㼍㻪㻌

㻌

㻌

㻌 㻌 㻌 㻌

㻌

㻌

㻌

㻌

䐟 䝗䜲䝒䛿䝸䝃䜲䜽䝹ඃ➼⏕䛸ゝ䜟䜜䜛ᅜ䛷䚸㻿㼑㼜㼍㼞㼍㼠㼑㻌㻯㼛㼘㼘㼑㼏㼠㼕㼛㼚 䛿ᾐ㏱䛧䛶䛔䜛䚹䛯䛰䚸ᐙᗞ䛛䜙䛾㞟

ྂ⣬䛿䚸✀䚻㞧ከ䛾 㻹㼕㼤 ရ䚹㻌

㻌

䛆㠃ㄯ⪅䛇㻌

㻾㻭㻌㻹㼍㼞㼠㼕㼚㻌㻰㼞㼑㼣㼟 Ặ㻌

䝗䜲䝒〇⣬㐃ྜ㻌 ཎᩱ㒊㛗㻌

䛆㠃ㄯ⪅䛇㻌

㻴㼑㼚㼞㼕㻌㼂㼑㼞㼙㼑㼡㼘㼑㼚 Ặ㻌

㻿㼙㼡㼞㼒㼕㼠㻌㻷㼍㼜㼜㼍㻌 䜸䝷䞁䝎㥔ᅾ㻌

ྂ⣬ᢸᙜ♫㛗㻌

䛆㠃ㄯ⪅䛇㻌

㻾㼍㼚㼖㼕㼠㻌㻿㻚㻮㼍㼤㼕 Ặ㻌

ᅜ㝿䝸䝃䜲䜽䝹㐃ྜ㻌㛗㻌

㻮㻵㻾 䛿௨๓ཎ㐃䜒ຍ┕䛧䛶䛔䛯㻌

䝸䝃䜲䜽䝸䞁䜾䛾ᅜ㝿ᅋయ䚹㻌
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䐠 䝗䜲䝒〇⣬㐃ྜ䛾ぢ㎸䜏䛷䛿ྂ⣬䛿㊊䚹䛭䛖䛔䛳䛯≧ἣୗ䛷䜒䚸䜰䝆䜰ྥ䛡䛻㍺ฟ䛥䜜䛶䛔䜛䚹㻌

⤫ィୖ㍺ฟ㔞䛿ከ䛟䛺䛔䛜䚸䝧䝹䜼䞊䚸䜸䝷䞁䝎䜈ᦙ㏦䛥䜜䚸୧ᅜ䛛䜙䛾㍺ฟ䛸䛺䜚䚸䝗䜲䝒䛛䜙䛾㍺ฟ

ᩘ㔞ᐇែ䛾ヲ⣽᫂䚹㻌 㻌 䝗䜲䝒䛾〇⣬䝯䞊䜹䞊䛸䛧䛶䛿䚸ᚲせ㔞䜢⮬ᅜෆ䛷☜ಖ䛷䛝䛪䚸៧៖䛧䛶䛔䜛䚹㻌

㻌

䝗䜲䝒䛾ྂ⣬㟂⤥㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 （㻹㼕㼘㼘㼕㼛㼚㻌 䝖䞁）㻌

㻌 㻞㻜㻝㻢 ᖺ㻌 㻞㻜㻝㻣 ᖺ㻌 㻞㻜㻞㻞 ᖺ㻌

⣬䞉ᯈ⣬㟂せ㔞㻌 㻞㻜㻚㻢 㻞㻜㻚㻠 㻝㻥㻚㻥㻌

ྂ⣬㞟Ⲵ㔞（㼍）㻌 㻝㻡㻚㻞 㻝㻡㻚㻟 㻝㻡㻚㻟㻌

ྂ⣬ᾘ㈝㔞㻔㼎㻕㻌 㻝㻢㻚㻥 㻝㻣㻚㻝 㻝㻥㻚㻞㻌

ྂ⣬䜼䝱䝑䝥㻔㼍㻙㼎㻕㻌 䕦㻝㻚㻣 䕦㻝㻚㻥 䕦㻟㻚㻤㻌

㻌

䐡 䜲䜼䝸䝇䛛䜙䛾 㻹㼕㼤 ྂ⣬䛿␗≀䚸ዃ㞧≀䛜ከ䛟䚸ཷ䛡ධ䜜ᣄྰ䛩䜛♫䛜䛒䜛䚹㻌

㻌

㻌

䠘〇⣬ᕤሙゼၥ䠚㻌

䠘㻰㻿㻌㻿㼙㼕㼠㼔䠚㻌 㻌

䜲䜼䝸䝇䛾ᡭᯈ⣬䝯䞊䜹䞊䚹ྂ⣬ㄪ㐩㒊㛛䜢ᣢ䛴䚹㻌

ྂ⣬䛾ᢅ䛔㔞䛿⮬ᐙ⏝䚸♫㈍䛚䜘䜃㍺ฟ㻌

ྵ䜑䛶⣙ 㻡ⓒ䝖䞁㻛ᖺ䚹㻌

㻌

㻌

㻌

㻌

䐟 Ᏻ౯䛺ྂ⣬䜢✚ᴟⓗ䛻⏝䛧䚸㓄ྜෆヂ䛿 㻻㻯㻯㻤㻜㻑䚸㻹㼕㼤㻞㻜㻑䚹㻌 㻹㼕㼤 ྂ⣬䛻䛿␗≀䛜ከ䛟䚸㻯㼛㼙㼙㼕㼚㼓㼘㼑㻌

㻯㼛㼘㼘㼑㼏㼠㼕㼛㼚 䛾ᐇ䛜ᇉ㛫ぢ䛘䛯䚹㻌

ྂ⣬䛾ཷ䛡ධ䜜ရ㉁༊ศ䛷䛿䝥䝷䝇䝏䝑䜽ྵ᭷⋡䛿 㻟㻚㻜㻑䜎䛷チᐜ䚹㻌 ධⲴ䛧䛯䜒䛾䛿䝧䞊䝹䛛䜙䝃䞁䝥

䝹᥇ྲྀ䛧䚸Ỉศ䚸⅊ศ䚸䝥䝷䝇䝏䝑䜽䜢 ᐃ䚹㻌

䝇䜴䜵䞊䝕䞁䛾䝯䞊䜹䞊䛾 ᐃჾ䜢䛔䚸ᦙධ䝖䝷䝑䜽䛤䛸䛻䝃䞁䝥䝹䜢ᩘⅬ䚸䝗䝸䝹䛾䜘䛖䛺䜒䛾䛷Წ≧䛻㻌

᥇ྲྀ䚹䝃䞁䝥䝹᥇ྲྀ䛸ྠ䛻⤖ᯝ䛜ุ᫂䛩䜛䛸䛾䛣䛸䚹㻌

㻌

䐠 㻝㻜 ᖺ๓䛻タഛᨵၿᢞ㈨䜢ᐇ䚹䝇䜽䝸䞊䞁䚸ΰධ䝥䝷䝇䝏䝑䜽䛾㝖ཤタഛ䜢ቑᙉ䛧䛯䚹䝇䜽䝸䞊䞁㻌䛻䜘䜚

ฟ䛥䜜䛯⧄⥔ศ䛿ᗘᢳฟ䛧ཎᩱ䛻䚸䝥䝷䝇䝏䝑䜽➼䛿䚸ᅛᙧ䛧ᕤሙෆ䛷⇞ᩱ䛸䛧䛶⏝䚹䜎䛯Ỉ

䛿䜋䜌䠌䚸䝊䝻䜶䝭䝑䝅䝵䞁ᕤሙ䛸䛺䛳䛶䛔䜛䚹㻌 㻌

㻌

䐡 䝇䜽䝸䞊䞁䛿 㻟 ᒙ௨ୖ䛾」ᒙ䚸䜎䛯⇞ᩱ䛻⏝䛥䜜䛶䛔䜛䝥䝷䝇䝏䝑䜽➼䛻䛿⧄⥔ศ䛾╔䛜ከ㔞䛻ぢ

ཷ䛡䜙䜜䛯䚹タഛ䜈䛾䛝䛺ᢞ㈨䚸䜎䛯⧄⥔Ṍ␃䜎䜚䛜Ỵ䛧䛶㧗䛟䛺䛔䛾䛷䛿䚸䛸᥎ᐹ䛥䜜䜛䚹㻌

㻌

㻌

㻌

䛆㠃ㄯ⪅䛇㻌

㻳㼡㼥㻌㻸㼍㼏㼑㼥 Ặ㻌

㻰㻿㻌㻿㼙㼕㼠㼔㻌ḟୡ௦ᢏ⾡ྲྀ⥾ᙺ㻌

䠘㻮㻵㻾（㻮㼡㼞㼑㼍㼡㻌㼛㼒㻌㻵㼚㼠㼑㼞㼚㼍㼠㼕㼛㼚㼍㼘㻌㻾㼑㼏㼥㼏㼘㼕㼚㼓）㻌 㻛㻌ᅜ㝿䝸䝃䜲䜽䝹㐃ྜ䠚㻌

㻌

㻌

㻌

㻌

㻌

㻌

㻌

㻌

㻌

䐟 㻮㼍㼤㼕 Ặ䛿䜲䞁䝗ே䛺䛜䜙䝻䞁䝗䞁ᅾ 㻡㻜 ᖺ䚹⮬㌟䜒䝸䝃䜲䜽䝸䞁䜾♫䜢⤒Ⴀ䚹㻌 ⱥᅜ䛷Ⓨ⏕䛩䜛⏕㈨※䜢㻌

䛻䜲䞁䝗䚸䝞䞁䜾䝷䝕䝑䝅䝳䚸䝟䜻䝇䝍䞁ඪ䛻㍺ฟ䛧䛶䛔䜛䚹㻌

㻌

䐠 〇⣬♫䛿ရ㉁䛾ຎ䜛ప౯᱁䛾ྂ⣬（䛘䜀 㻹㻵㼄 ྂ⣬）䜢䛔䛣䛺䛩䜉䛝䛷䛿䛺䛔䛛䚹⌧ᐇ䛻୰ᅜ௨እ

䜈䛾ྂ⣬䛾㍺ฟ౯᱁䛿Ᏻ౯䛷䛒䜚䚸䛣䛣䜢≺䛖䜉䛝䛷䛿䛺䛔䛛䚹䝁䝇䝖๐ῶ䛻䜒䛴䛺䛜䜛䛿䛪䛷䛒䜛䚹㻌

㻌

䐡 䜲䞁䝗䛸䛔䛖ᅜ䛻䛴䛔䛶䚸䝉䜽䝅䝵䝘䝸䝈䝮䛜ᙉ䛟䚸⎔ቃ䜔᐀ᩍ➼䛾┦㐪䛛䜙᪉㔪䛜Ỵ䜎䜛䜎䛷䛻㛫䛜䛛

䛛䜛䛣䛸䚸䜎䛯䚸⌧ᅾ䛾〇⣬♫䛿ෆ㝣㒊䛻䛒䛳䛶䚸㍺ධྂ⣬䛻䛸䛳䛶䛿㍺㏦䛻䛝䛺⤒㈝䚸ᡭ㛫䛜䛛䛛

䜛䛣䛸䜢ᙉㄪ䛧䛶䛔䛯䚹㻌

㻌

㻌

䠘㼂㻰㻼㻌㻛㻌 䝗䜲䝒〇⣬㐃ྜ㻪㻌

㻌

㻌

㻌

㻌

㻌

㻌

䠘㻿㼙㼡㼞㼒㼕㼠㻌㻷㼍㼜㼜㼍㻪㻌

㻌

㻌

㻌 㻌 㻌 㻌

㻌

㻌

㻌

㻌

䐟 䝗䜲䝒䛿䝸䝃䜲䜽䝹ඃ➼⏕䛸ゝ䜟䜜䜛ᅜ䛷䚸㻿㼑㼜㼍㼞㼍㼠㼑㻌㻯㼛㼘㼘㼑㼏㼠㼕㼛㼚 䛿ᾐ㏱䛧䛶䛔䜛䚹䛯䛰䚸ᐙᗞ䛛䜙䛾㞟

ྂ⣬䛿䚸✀䚻㞧ከ䛾 㻹㼕㼤 ရ䚹㻌

㻌

䛆㠃ㄯ⪅䛇㻌

㻾㻭㻌㻹㼍㼞㼠㼕㼚㻌㻰㼞㼑㼣㼟 Ặ㻌

䝗䜲䝒〇⣬㐃ྜ㻌 ཎᩱ㒊㛗㻌

䛆㠃ㄯ⪅䛇㻌

㻴㼑㼚㼞㼕㻌㼂㼑㼞㼙㼑㼡㼘㼑㼚 Ặ㻌

㻿㼙㼡㼞㼒㼕㼠㻌㻷㼍㼜㼜㼍㻌 䜸䝷䞁䝎㥔ᅾ㻌

ྂ⣬ᢸᙜ♫㛗㻌

䛆㠃ㄯ⪅䛇㻌

㻾㼍㼚㼖㼕㼠㻌㻿㻚㻮㼍㼤㼕 Ặ㻌

ᅜ㝿䝸䝃䜲䜽䝹㐃ྜ㻌㛗㻌

㻮㻵㻾 䛿௨๓ཎ㐃䜒ຍ┕䛧䛶䛔䛯㻌

䝸䝃䜲䜽䝸䞁䜾䛾ᅜ㝿ᅋయ䚹㻌
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䝭䝑䜽䝇ྂ⣬㻌

㻹㼕㼤 ྂ⣬䚹ぢ䛘䛻䛟䛔䛜䚸㣧ᩱ䝟䝑䜽䞉㻌

ẁ䝪䞊䝹䞉䝡䝙䞊䝹ΰධ䛜┠❧䛴䚹㻌

ཷ䛡ධ䜜୰䛾ẁ䝪䞊䝹ྂ⣬㻌

ᕤሙෆ 㻰㻵㻼 ⏝ྂ⣬⨨䛝ሙཬ䜃㎸䜏ሙ㻌

ྂ⣬䛿䚸ᶵᐦྂ⣬（䝅䝳䝺䝑䝎䞊）䞉ୖⓑ䞉ᶍ㐀

㻌

㻌

㻌

㻌

㻌

㻌

㻌

㻌

㻌

㻌

㻌

㻌

㻌

㻌

㻌

㻌

㻌

㻌

㻌

㻌

㻌

䠘㻹㼍㼥㼞㻙㻹㼑㼘㼚㼔㼛㼒㻌㻷㼍㼞㼠㼛㼚㻌㻪㻌 㻌

㻌 䝗䜲䝒䛾〇⣬♫㻌

㻌

㻌

㻌

㻌

㻌

㻌

䐟 ⏕⏘ရ䛿㍍㔞䝁䞊䝖⏕䝷䜲䝘䞊䛷ᖺ㛫⣙䠎ⓒ䡐䚸䝟䝑䜿䞊䝆㒊㛛ᖺ㛫⣙䠔䠌䡐䚹㻌 ⏝ྂ⣬䛿ᐙᗞ䛛

䜙䛾ẁ䝪䞊䝹ΰධ䛾 㻹㼕㼤 ྂ⣬ 㻝㻜㻜䠂䚹⾲ᒙ䛻ୖ≀ྂ⣬䛛㉎ධ 㻮㻯㼀㻹㻼（Ꮫ䝃䞊䝰䝯䜹䝙䜹䝹䝟䝹䝥）

䜢⏝䚹䝁䞊䝍䞊䛿䚸㻻㼚㻌㻙㻸㼕㼚㼑㻌㻯㼛㼍㼠㼑㼞 䜢タ⨨䚹䝶䞊䝻䝑䝟䛷䛿䛣䛖䛔䛳䛯㍍㔞䝁䞊䝖⏕䝷䜲䝘䞊䛜ᕷሙ䛾

୍ゅ䜢༨䜑䛶䛚䜚䚸᪥ᮏ䛸䛾ᕷሙᵓ㐀䛾┦㐪䜢ឤ䛨䛯䚹㻌

㻌

䐠 ᕤሙ❧ᆅ䛜㒔ᕷ㏆㑹䛾䛯䜑䚸୍㒊䝞䝷䛷ྂ⣬䛜ᦙධ䛥䜜䛶䛔䜛䚹㻿㼑㼜㼍㼞㼍㼠㼑㻌㻯㼛㼘㼘㼑㼏㼠㼕㼛㼚 䛜ᚭᗏ䛥䜜䛶䛔䜛

䛯䜑䚸ᐙᗞ䛛䜙䛾ྂ⣬䛿ዃ㞧≀䛜ᑡ䛺䛛䛳䛯䚹㻌

㻌

䐡 㻌 ᙜᕤሙ䛷䛿䜲䜼䝸䝇䛛䜙䛾 㻹㼕㼤 ྂ⣬䛿ရ㉁䛜ᝏ䛔䛣䛸䛛䜙ཷ䛡ධ䜜ᣄྰ䛧䛶䛔䜛䚹㻌

㻌

㻌

䛆㠃ㄯ⪅䛇㻌

㻿㼠㼑㼒㼍㼚㻌㻴㼑㼚㼚㼕㼓㼟 Ặ㻌

㻹㼍㼥㼞㻙㻹㼑㼘㼚㼔㼛㼒㻌㻷㼍㼞㼠㼛㼚㻌ཎᩱᢸᙜ㒊㛗㻌
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ᐙᗞ䛛䜙䛾ᅇ䛧䛯䝞䝷䛾ྂ⣬䜢㎸䜐䝷䜲䞁

（䝭䝑䜽䝇ྂ⣬）㻌

ྂ⣬⨨䛝ሙᬒ（⏝㔞䛾⣙㻝䛛᭶ศ䛾ᅾᗜ）

ẁ䝪䞊䝹ྂ⣬䛸䛔䛖䜘䜚䝭䝑䜽䝇⣔య㻌

ྂ⣬䛾䝟䝹䝟䞊䜈䛾ᢞධ㻌

䝟䝹䝟䞊䚹䝭䝑䜽䝇ྂ⣬䛺䛾䛷䚸ฟ䛥䜜䜛

䝡䝙䞊䝹㢮䛜ከ䛔䚹㻌

㻌

㻌

㻌

㻌

㻌

㻌

㻌

㻌

㻌

㻌

㻌

㻌

㻌

㻌

㻌

㻌

㻌

㻌

㻌

㻌

㻌

㻌

䠐䠊㻌ᡤឤ㻌

䐟 ᐙᗞ䛛䜙䛾ྂ⣬ᅇ䛻䛴䛝 㻯㻱㻼㻵 䛜୰ᚰ䛻䛺䜚䚸㻿㼑㼜㼍㼞㼍㼠㼑㻌㻯㼛㼘㼘㼑㼏㼠㼕㼛㼚 䛜᥎㐍䛥䜜䛶䛔䜛䚹䛯䛰᭱䜒䛭䛾ᅇ

䛜ᚭᗏ䛥䜜䛶䛔䜛䝗䜲䝒䛷䜒䚸㻹㼕㼤 ྂ⣬䛷䚸⏕䛷䛝䜛〇ရ䛜㝈䜙䜜䜛䚹㻌 䝧䞊䝹ရ䜢ぢ䜛㝈䜚䚸≉ᐃရ✀

䜢㑅ู䛩䜛䛣䛸䛿䚸⭾䛺䝁䝇䝖䜢䛛䛡䛶䜒ྍ⬟䛷䛿䛺䛔䛛䛸ᛮ䜟䜜䜛䚹᪥ᮏ䛾ᵝ䛻Ⓨ⏕ඖ䛷ศู䚸䛭䛧

䛶ᅇ䛩䜛䝅䝇䝔䝮䛜䛔䛛䛻ษ䛛䚸③ឤ䛧䛯䚹㻌

㻌

䐠 ౯᱁ⓗ䛻᭷䛺㻹㼕㼤ྂ⣬䜢᭷ຠ䛻⏝䛧䛶䛔䛯䚹㻌 䛯䛰⏕⏘ရ┠䛜㝈䜙䜜䚸ຍ౯್䜢䛴䛡䜛䛯䜑䛾タഛ

䛻䛝䛺ᢞ㈨䛜ᚲせ䛷䛿䛸ᛮ䜟䜜䛯䚹㻌 ༙㠃䚸䛭䛖䛔䛳䛯〇ရ（ప౯᱁ရ）䛜ᕷሙ䜢ᵓᡂ䛧䛶䛔䜛䛣䛸䛻䚸䝶

䞊䝻䝑䝟䛸᪥ᮏ䛾⣬䚸ᯈ⣬ᕷሙ䛾┦㐪䜢ឤ䛨䛯䚹㻌

㻌

䐡 ୰ᅜྥ䛡䛾㍺ฟ䛜ရ㉁つไ䛻䜘䜚ᖜ䛻ῶᑡ䚸䛣䜜䜎䛷䛾㍺ฟ⪅䛿䚸䜰䝆䜰ㅖᅜ（≉䛻䜲䞁䝗䚸䜲䞁䝗䝛

䝅䜰）䜈䚸䜚ྥ䛡䛶䛔䜛≧ἣ䚹㻌 ୰ᅜྥ䛡䛿䚸㈙䛔ᡭ䛜Ⰻရ䜢㑅ู㉎ධ䛧䛶䛔䜛䛰䛡䛷䚸䛭䛾ᅜ䜈䛿䚸

⌧≧䛾䜎䜎䛾䜒䛾䜢䜚ྥ䛡䛶䛔䜛䚹㻌 䛭䜜䜙䛾ᅜ䚻䛷ᚋཷ䛡ධ䜜ᇶ‽䛾ぢ┤䛧䚸ཝ᱁䛜ண䛥䜜䜛

䛜䚸㻱㼁 ෆ䚸≉䛻䜲䜼䝸䝇䛷᪩ᛴ䛺ᑐ⟇䛜䛸䜜䜛䛛䛹䛖䛛䚸ၥ䛷䛒䜛䚹㻌 䛭䛖䛺䛳䛯ሙྜ䚸ရ㉁㠃（ศู䚸ప

␗≀ྵ᭷）䛷ඃ䜜䛶䛔䜛᪥ᮏရ䜈䛾㟂せ䛜㧗䜎䜛ྍ⬟ᛶ䛿䛒䜛䚹㻌

䜎䛯䚸㍺ฟ⪅䛾༙䛿እᅜ⣔䛾ၟ♫䛷䚸⤖ᯝ䛸䛧䛶ရ㉁䛻㛵䛧䛶䛿ᇦእ䛻䜚ᅇ䛥䜜䛯䛸䛾Ⓨゝ䛜䛒䛳䛯

䛾䛜༳㇟ⓗ䛷䛒䛳䛯（㻼㻝㻜 䛾 㻮㼛㼤䠍㻌 㻯㻱㻼㻵㻌㻼㼞㼑㼟㼟㻌㻾㼑㼘㼑㼍㼟㼑 ཧ↷）䚹㻌

㻌

䝭䝑䜽䝇ྂ⣬㻌

㻹㼕㼤 ྂ⣬䚹ぢ䛘䛻䛟䛔䛜䚸㣧ᩱ䝟䝑䜽䞉㻌

ẁ䝪䞊䝹䞉䝡䝙䞊䝹ΰධ䛜┠❧䛴䚹㻌

ཷ䛡ධ䜜୰䛾ẁ䝪䞊䝹ྂ⣬㻌

ᕤሙෆ 㻰㻵㻼 ⏝ྂ⣬⨨䛝ሙཬ䜃㎸䜏ሙ㻌

ྂ⣬䛿䚸ᶵᐦྂ⣬（䝅䝳䝺䝑䝎䞊）䞉ୖⓑ䞉ᶍ㐀

㻌

㻌

㻌

㻌

㻌

㻌

㻌
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1 EU（Ḣᕞ㐃合） 

ձ 回収量と用量はᶓばい 
2016年のྂ紙回収量は5,700万トン、ᅜ内(ᇦ内)用量は、約4,800万トンでした。10年間の推移をみると、

回収量とᾘ費量はࡰᶓばいで推移しています。回収率で推移をみると2008年の65.9%から2016年には70.1%
にቑ加しています。用率は、2008 年の50.0%からᚤቑで推移し、2016年には53.2%となっています。EU 加

┕ᅜの中には、EU の資源化目標್を㐩ᡂしていないᅜもあることから、ᙜ㠃ྂ紙回収率はቑ加するものと推 

されます。 
ղ 回収量の20%が輸出 

2016年のྂ紙回収量5,700万トンのうࡕ、約4,800万トン（80.7%）がᅜ内(ᇦ内)用で、ྂ 紙回収量の約20%
の輸出ඛを確保する必要があります。輸出ඛをみると、中ᅜが 877 万トンで、⥲輸出量の 75.9%を占めており、

インドとインドࢿシアが、それࡒれ5.0%となっています。 
ճ 中ᅜ、インド、インドࢿシア 

10 年間のྂ紙輸出ືྥをみると、2008 年から 2016 年までは中ᅜ、インド、インドࢿシアの 3 ࣨᅜで⥲量の

80%を上回って推移していましたが、2017 年は中ᅜྥけの輸出量がῶ少したため初めて 76.3%にῶ少していま

す。中ᅜྥけのῶ少分をインド、インドࢿシア、ベトࢼムなどがཷ─となるというᵓ図です。 
մ 紙・板紙の生産量とᾘ費量はῶ少ഴ  ྥ
紙・板紙の生産量は、2008年の9,700万トンからῶ少ഴྥを㎺り、2016年には9,090万トンまでῶ少してい

ます。ᾘ費量も同ᵝです。 
յ 製紙ᕤ場数とᢒ紙機数はῶ少ഴ  ྥ

CEPIのデータによると、製紙ᕤ場数とᢒ紙機数は、ῶ少しています。2008年の製紙ᕤ場数は、1,080ᕤ場で

したが、2016年には903ᕤ場になっています。またᢒ紙機は、1,552基から1,264基にῶ少しています。 
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1.1 マテリアルフロー（2016） 
 

 
  

‘000トン

ேཱྀ: 515,056,402ே

一人あたりの紙・板紙ᾘ費量:141.8kg

ྂ⣬ ୖ3䞄国

中ᅜ 8,774 (75.9%) 1
インドࢿシア 574 (5.0%) 3

インド 573 (5.0%) 2

䛭䛾 1,636 (14.2%)

ྜィ 11,557 (100.0%)

䖁 ᕤሙ:903(パルプ153ᕤሙ䚸⣬䞉ᯈ⣬750ᕤሙ) ẁボール ୖ3䞄国

䖁 ᢒ⣬ᶵ:1,264ྎ 中ᅜ 6,696 (83.8%) 1
インドࢿシア 331 (4.1%) 2

#N/A 257 (3.2%) 3

䛭䛾 706 (8.8%)

ྜィ 7,990 (100.0%)

ୖ㉁⣔ ୖ3䞄国

中ᅜ 119 (58.6%) 1

スイス 32 (15.7%) 2

インド 18 (8.7%) 3

䛭䛾 35 (17.0%)

ྜィ 204 (100.0%)

᪂⪺䞉㞧ㄅ ୖ3䞄国

中ᅜ 426 (37.9%) 1

スイス 183 (16.3%) 2

㡑ᅜ 91 (8.1%) 7

䛭䛾 424 (37.7%)

ྜィ 1,125 (100.0%)

䛭䛾 ୖ3䞄国

中ᅜ 1,533 (68.5%) 1

インド 215 (9.6%) 2
インドࢿシア 148 (6.6%) 3

䛭䛾 343 (15.3%)

ྜィ 2,239 (100.0%)

ᅇ㔞䠇㍺ධ㔞

ᅇ 57,058

㑅ู (MRFs)

㍺ධ 1,373

59,900 (100.0%)

48,343 11,557
国ෆ（ᇦෆ）⏝

(80.7%) (19.3%)
㍺ฟ

⏕⏘ 90,932

㍺ධ 51,774

ᾘ㈝ 142,706 (100.0%)

国ෆ（ᇦෆ） ㍺ฟ

81,382 (57.0%) 61,324 (43.0%)

インド

ὀ1:ྂ 紙回収量、ᅜ内ᾘ費量、紙・板紙生産量、ᅜ内紙・板紙ᾘ費量は、ルクࢭ

ンࣈルクを除いた27かᅜ(RISIデータ)です。 
ὀ2:ྂ 紙の輸入量、輸出量はGlobal Trade Atlas、その他の量(ྂ 紙回収量、ᅜ内

用量、紙・板紙生産量、紙・板紙輸入量、紙板紙輸出量)はRISIデータを

使用しています。 
ὀ3:人ཱྀは、EU28ࣧᅜの合ィ್です。ルクࢭンࣈルク以እは、RISI、ルクࢭン

 。ルクは、同ᅜ⤫ィᒁ（2017年12月）のデータを使用していますࣈ
ὀ4:一人あたりの紙・板紙ᾘ費量は、ルクࢭンࣈルクを除くEU 加┕ᅜ27 ࣨᅜ

のᖹᆒ್（RISIデータ）です。 
出: RISIࠗ RISI Annual Review  ࠘

Global Trade Atlas 
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1.2 ྂ紙の輸出量の推移(2008㹼2017) 
 

 
          ༢:トン

ᅜ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
合ィ 11,575,483 13,268,495 10,183,096 11,147,897 11,201,500 9,983,615 9,913,815 11,250,251 11,556,665 11,236,058
中ᅜ 7,903,465 9,302,413 7,034,855 8,294,546 8,519,774 7,602,654 7,355,766 8,590,743 8,774,054 6,956,962
インド 917,751 1,196,974 763,368 564,243 452,892 500,768 673,912 648,475 573,497 830,421
インドࢿシア 906,395 1,309,911 999,830 988,203 1,049,957 772,219 726,538 585,356 573,612 786,798
ベトࢼム 60,525 43,329 39,747 49,044 34,149 34,129 62,109 65,582 84,912 513,241
トルコ 81,799 79,523 110,984 58,023 20,455 40,709 103,458 191,330 234,652 511,649
スイス 166,800 141,391 173,204 279,228 336,138 360,920 325,333 329,680 382,646 388,580
タイ 267,912 146,307 101,200 75,861 135,669 76,367 96,409 125,357 106,791 270,297
ྎ‴ 301,894 168,927 94,304 67,114 65,464 49,207 51,164 19,088 60,703 216,419
㡑ᅜ 191,018 244,334 216,475 180,212 162,784 110,181 76,075 126,711 208,454 173,642
30,796 42,543 44,862  ࢼクライ࢘ 29,278 54,776 77,752 137,654 116,890 134,313
その他 777,924 590,524 606,586 560,627 394,940 381,685 365,299 430,275 440,454 453,736
Source: Global Trade Atlas 
 
1.3 ẁ࣎ールの輸出量の推移(2008㹼2017) 
 

 
         ༢:トン

ᅜ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
全体ィ 6,828,605 8,244,129 6,515,880 7,204,877 7,446,984 6,918,766 6,730,143 7,813,318 7,989,811 7,940,260
中ᅜ 5,123,779 6,367,773 5,174,113 5,976,977 6,276,114 5,910,693 5,591,081 6,629,976 6,695,963 5,490,103
インドࢿシア 415,711 640,020 508,256 538,818 600,132 468,106 460,401 329,576 331,240 468,622
インド 361,780 471,785 273,920 182,630 141,026 169,355 259,497 298,506 256,566 450,192
ベトࢼム 33,715 26,401 27,345 33,855 17,505 23,034 46,759 49,183 58,015 409,447
トルコ 39,922 62,220 56,533 14,567 3,257 12,630 46,150 126,758 168,578 328,606
タイ 219,272 129,731 69,312 58,012 102,493 67,883 72,355 91,353 86,868 211,019
ྎ‴ 245,001 134,671 65,427 46,744 56,754 38,311 46,343 16,478 53,114 158,946
㡑ᅜ 46,688 99,804 53,978 37,566 64,013 25,379 27,946 58,009 99,851 123,777
3,742 5,550 9,985 469 ࢼクライ࢘ 2,932 10,548 15,647 46,878 52,710 79,801
スイス 24,027 43,898 45,151 44,130 35,408 25,993 34,786 37,551 48,718 53,747
その他 318,241 257,841 236,295 267,836 147,350 166,834 129,178 129,050 138,188 166,000

Source: Global Trade Atlas 
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1.4 上㉁⣔の輸出量の推移(2008㹼2017) 
 

 
          ༢:トン

ᅜ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
全体ィ 426263 396,362 242,988 577,988 563,814 201,827 159,352 139,854 203,704 262,040
中ᅜ 189,545 139,538 88,884 434,988 422,662 74,919 49,713 45,455 119,461 167,714
スイス 18,000 12,256 17,039 36,773 71,676 71,742 49,630 28,150 31,896 27,356
インド 88,701 127,376 56,003 47,338 22,540 33,878 34,831 30,089 17,714 17,915
シコ 300 860 2,027 6,120࣓࢟ 10,761 3,222 1,147 2,622 3,846 14,224
ࣔンテࢢࢿロ     634 3,641 8,531
スタン 1,693 2,774 3,784 2,657࢟ࣃ 1,380 2,450 5,306 10,971 9,090 5,486
ルビア 2,554 2,497 3,189 1,402ࢭ 1,524 3,348 3,088 4,375 4,311 3,724
インドࢿシア 47,142 49,724 25,268 16,064 8,210 2,982 5,450 5,373 4,951 3,447
ベトࢼム 4,426 1,074 19 640 225 112 2,363 1,320 692 2,798
㤶  5,032 742 0 168 100 952 172 554 39 2,244
その他 68,870 59,521 46,775 31,838 24,736 8,222 7,652 10,311 8,063 8,601
Source: Global Trade Atlas 
 
1.5 新⪺・㞧ㄅの輸出量の推移(2008㹼2017) 
 

 
          ༢:トン

ᅜ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
全体ィ 2,063,809 1,925,665 1,562,410 1,761,118 1,498,551 1,080,695 989,077 1,139,694 1,124,551 958,011
中ᅜ 1,151,063 1,011,354 683,902 885,886 772,454 501,696 394,749 524,405 426,025 311,938
スイス 29,500 19,912 50,220 118,926 96,012 68,328 132,530 160,355 183,065 172,598
インドࢿシア 309,088 358,100 264,308 279,138 247,519 159,893 118,741 89,281 89,480 94,277
インド 182,727 262,540 212,684 144,331 119,657 127,894 125,828 81,325 84,565 79,620
ー 17,337 26,430 66,969 62,573࢙࢘ルࣀ 57,099 61,445 71,380 51,833 76,903 77,390
ルビア 3,348 0 14,376 13,319ࢭ 12,387 11,779 15,562 33,637 57,893 53,018
㡑ᅜ 96,080 89,144 116,363 119,056 84,255 61,352 29,959 57,971 91,497 43,200
トルコ 21,717 10,076 15,581 10,567 4,272 8,534 13,318 27,172 28,463 37,815
タイ 14,386 4,970 16,183 9,003 17,671 2,819 14,523 14,287 6,826 17,491
マࣞーシア 79,122 56,813 51,253 35,823 27,053 61,445 32,668 52,490 46,653 16,912
その他 159,441 86,326 70,571 82,496 60,172 15,510 39,819 46,938 33,181 53,752
Source: Global Trade Atlas 
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1.4 上㉁⣔の輸出量の推移(2008㹼2017) 
 

 
          ༢:トン

ᅜ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
全体ィ 426263 396,362 242,988 577,988 563,814 201,827 159,352 139,854 203,704 262,040
中ᅜ 189,545 139,538 88,884 434,988 422,662 74,919 49,713 45,455 119,461 167,714
スイス 18,000 12,256 17,039 36,773 71,676 71,742 49,630 28,150 31,896 27,356
インド 88,701 127,376 56,003 47,338 22,540 33,878 34,831 30,089 17,714 17,915
シコ 300 860 2,027 6,120࣓࢟ 10,761 3,222 1,147 2,622 3,846 14,224
ࣔンテࢢࢿロ     634 3,641 8,531
スタン 1,693 2,774 3,784 2,657࢟ࣃ 1,380 2,450 5,306 10,971 9,090 5,486
ルビア 2,554 2,497 3,189 1,402ࢭ 1,524 3,348 3,088 4,375 4,311 3,724
インドࢿシア 47,142 49,724 25,268 16,064 8,210 2,982 5,450 5,373 4,951 3,447
ベトࢼム 4,426 1,074 19 640 225 112 2,363 1,320 692 2,798
㤶  5,032 742 0 168 100 952 172 554 39 2,244
その他 68,870 59,521 46,775 31,838 24,736 8,222 7,652 10,311 8,063 8,601
Source: Global Trade Atlas 
 
1.5 新⪺・㞧ㄅの輸出量の推移(2008㹼2017) 
 

 
          ༢:トン

ᅜ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
全体ィ 2,063,809 1,925,665 1,562,410 1,761,118 1,498,551 1,080,695 989,077 1,139,694 1,124,551 958,011
中ᅜ 1,151,063 1,011,354 683,902 885,886 772,454 501,696 394,749 524,405 426,025 311,938
スイス 29,500 19,912 50,220 118,926 96,012 68,328 132,530 160,355 183,065 172,598
インドࢿシア 309,088 358,100 264,308 279,138 247,519 159,893 118,741 89,281 89,480 94,277
インド 182,727 262,540 212,684 144,331 119,657 127,894 125,828 81,325 84,565 79,620
ー 17,337 26,430 66,969 62,573࢙࢘ルࣀ 57,099 61,445 71,380 51,833 76,903 77,390
ルビア 3,348 0 14,376 13,319ࢭ 12,387 11,779 15,562 33,637 57,893 53,018
㡑ᅜ 96,080 89,144 116,363 119,056 84,255 61,352 29,959 57,971 91,497 43,200
トルコ 21,717 10,076 15,581 10,567 4,272 8,534 13,318 27,172 28,463 37,815
タイ 14,386 4,970 16,183 9,003 17,671 2,819 14,523 14,287 6,826 17,491
マࣞーシア 79,122 56,813 51,253 35,823 27,053 61,445 32,668 52,490 46,653 16,912
その他 159,441 86,326 70,571 82,496 60,172 15,510 39,819 46,938 33,181 53,752
Source: Global Trade Atlas 
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1.6 その他ྂ紙の輸出量の推移(2008㹼2017) 
 

 
          ༢:トン

ᅜ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
全体ィ 2,256,804 2,702,339 1,861,817 1,603,913 1,692,149 1,782,326 2,035,241 2,157,382 2,238,597 2,075,745
中ᅜ 1,439,077 1,783,748 1,087,955 996,694 1,048,544 1,115,344 1,320,221 1,390,906 1,532,604 987,206
インド 284,542 335,273 220,759 189,944 169,667 169,639 253,754 238,554 214,650 282,693
インドࢿシア 134,452 262,066 201,997 154,181 194,095 141,236 141,945 161,125 147,939 220,450
トルコ 17,425 4,599 35,090 28,446 12,681 19,497 43,172 36,696 37,012 144,745
スイス 95,272 65,323 60,792 79,397 133,040 194,855 108,385 103,622 118,966 134,877
ベトࢼム 13,449 9,201 4,894 7,100 2,770 4,035 7,343 6,986 16,479 85,362
ྎ‴ 44,573 26,406 17,784 12,242 3,509 2,907 2,699 1,294 7,326 52,769
26,471 26,471 34,222 26,188 ࢼクライ࢘ 26,065 42,885 57,152 83,461 59,495 46,558
タイ 27,392 8,885 6,488 6,488 9,815 4,766 8,930 17,012 12,338 40,281
スタン 25,061 20,666 17,499 17,499࢟ࣃ 20,496 18,037 21,913 28,756 20,615 21,391
その他 149,373 151,950 182,088 85,451 71,467 69,125 69,727 88,970 71,173 59,413
Source: Global Trade Atlas 
 
1.7 ྂ紙の回収量、用量と紙・板紙生産、ᾘ費量の推移(2008㹼2016) 
 

 
༢: ´000トン

༊分 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
回収量(A) 57,876 55,736 56,112 56,182 56,194 55,749 55,744 57,005 57,058
用量(B) 48,607 44,893 48,559 47,879 47,296 47,964 48,008 48,245 48,343
紙・板紙生産量(C) 97,258 87,279 94,621 93,184 92,083 91,200 91,148 90,933 90,932
紙・板紙ᾘ費量(D) 87,870 78,837 83,475 81,950 80,231 79,366 80,432 81,746 81,382
回収率(A/D) 65.9% 70.7% 67.2% 68.6% 70.0% 70.2% 69.3% 69.7% 70.1%
用率(B/C) 50.0% 51.4% 51.3% 51.4% 51.4% 52.6% 52.7% 53.1% 53.2%

༢: ´000トン

༊分 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

紙・板紙 
輸入 55,296 49,438 52,238 51,111 50,220 49,373 50,383 52,111 51,774
輸出 64,684 57,881 63,384 62,345 62,073 61,206 61,099 61,298 61,324

Source: RISI 
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1.8 製紙会社数、ᕤ場数及びᢒ紙機数 
 

 
ὀ: CEPI加┕13ࣨᅜ 
 

༢:ᕤ場、ྎ

༊分 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
製紙会社数 756 702 683 655 640 636 628 633 623
製紙ᕤ場数 1,080 1,020 998 993 959 941 920 917 903

 
193 ࣉルࣃ 175 173 172 170 164 159 154 153
紙・板紙 887 845 825 821 789 777 761 763 750

ᢒ紙機数 1,552 1,449 1,413 1,381 1,331 1,300 1,283 1,288 1,264
Source: CEPI 
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2 ⱥᅜ 

ձ回収量と用量はῶ少ഴ  ྥ
ྂ紙回収量は、2008年（876万トン）からῶ少ഴྥで推移し、2016年は780万トンでした。10年間で90万

トン㏆くῶ少しています。用量も同ᵝのഴྥを示しています。これは紙・板紙のᾘ費量のῶ少と関㐃している

と⪃えられます。 
ղྂ紙の約60%が輸出ྥけ 

2016年のྂ紙のᅜ内用量と輸出量をみると、輸出量（486万トン）がᅜ内用量（302万トン）を上回って

います。輸入量は、わࡎかに6.8万トンでした。 
ճ中ᅜྥけ輸出の95%がẁ࣎ール類とその他紙 

2016年のྂ紙の輸出ඛをみると、75.9%（369万トン）が中ᅜྥけで、ẁ࣎ール類とその他ྂ紙が95.2%を占

めています。2017 年の輸出量は 463 万トンにῶ少しており、中ᅜྥけが 289 万トンとなっています。EU ᇦ内

の輸出ඛでは、オランࢲ、ドイツ、フランス、中ᅜ以እのアジアྥけの輸出では、インド、インドࢿシア、ベト

 。ム、がከくEUと類ఝしていますࢼ
մⱥᅜは紙・板紙の輸入ᅜ 
紙・板紙のᾘ費量が、生産量を上回っており、紙・板紙の輸入ᅜで2016 年の輸入量は約592 万トンでした。

また、2016年の紙・板紙の一人あたりのᾘ費量は134.1kgとなっており、EU加┕ᅜのᖹᆒ್（141.8kg）を下

回っています。 
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2.1 マテリアルフロー（2016） 

  
  

‘000トン

人ཱྀ: 64,430,428人
一人あたりの紙・板紙ᾘ費量:134.1kg

ྂ紙 ୖ3䞄国

中ᅜ 3,689 (75.9%) 1

オランࢲ 253 (5.2%) 3
インドࢿシア 219 (4.5%) 4

䛭䛾 701 (14.4%)

ྜィ 4,862 (100.0%)

ẁボール ୖ3䞄国

中ᅜ 2,437 (90.4%) 1

インド 71 (2.6%) 3
インドࢿシア 59 (2.2%) 4

䛭䛾 127 (4.7%)

ྜィ 2,694 (100.0%)

上㉁⣔ ୖ3䞄国

ドイツ 70 (32.3%) 1

オランࢲ 62 (28.8%) 2

中ᅜ 27 (12.4%) 5

䛭䛾 57 (26.5%)

ྜィ 215 (100.0%)

新⪺・㞧ㄅ ୖ3䞄国

中ᅜ 150 (39.7%) 1

インド 60 (16.0%) 2
インドࢿシア 40 (10.5%) 4

䛭䛾 127 (33.8%)

ྜィ 377 (100.0%)

その他 ୖ3䞄国

中ᅜ 1,076 (68.3%) 1

#N/A 131 (8.3%) 3
インドࢿシア 120 (7.6%) 2

䛭䛾 249 (15.8%)

ྜィ 1,576 (100.0%)

ᅇ㔞䠇㍺ධ㔞

ᅇ 7,811

㑅ู (MRFs)

㍺ධ 68

7,880 (100.0%)

3,018 4,862
国ෆ（ᇦෆ）

(38.3%)
㍺ฟ

(61.7%)

⏕⏘ 3,676

㍺ධ 5,915

ᾘ㈝ 9,591 (100.0%)

国ෆ（ᇦෆ） ㍺ฟ

8,639 (90.1%) 952 (9.9%)

オランࢲ

ὀ1: ྂ紙の輸入量、輸出量はGlobal Trade Atlas、その他の量(人ཱྀ、一人あたりの紙・板紙

ᾘ費量、ྂ 紙回収量、ᅜ内用量、紙・板紙生産量、紙・板紙輸入量、紙板紙輸出量)はRISI
データを使用しています。 

出: RISIࠗ RISI Annual Review  ࠘
Global Trade Atlas 
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2.1 マテリアルフロー（2016） 

  
  

‘000トン

人ཱྀ: 64,430,428人
一人あたりの紙・板紙ᾘ費量:134.1kg

ྂ紙 ୖ3䞄国

中ᅜ 3,689 (75.9%) 1

オランࢲ 253 (5.2%) 3
インドࢿシア 219 (4.5%) 4

䛭䛾 701 (14.4%)

ྜィ 4,862 (100.0%)

ẁボール ୖ3䞄国

中ᅜ 2,437 (90.4%) 1

インド 71 (2.6%) 3
インドࢿシア 59 (2.2%) 4

䛭䛾 127 (4.7%)

ྜィ 2,694 (100.0%)

上㉁⣔ ୖ3䞄国

ドイツ 70 (32.3%) 1

オランࢲ 62 (28.8%) 2

中ᅜ 27 (12.4%) 5

䛭䛾 57 (26.5%)

ྜィ 215 (100.0%)

新⪺・㞧ㄅ ୖ3䞄国

中ᅜ 150 (39.7%) 1

インド 60 (16.0%) 2
インドࢿシア 40 (10.5%) 4

䛭䛾 127 (33.8%)

ྜィ 377 (100.0%)

その他 ୖ3䞄国

中ᅜ 1,076 (68.3%) 1

#N/A 131 (8.3%) 3
インドࢿシア 120 (7.6%) 2

䛭䛾 249 (15.8%)

ྜィ 1,576 (100.0%)

ᅇ㔞䠇㍺ධ㔞

ᅇ 7,811

㑅ู (MRFs)

㍺ධ 68

7,880 (100.0%)

3,018 4,862
国ෆ（ᇦෆ）

(38.3%)
㍺ฟ

(61.7%)

⏕⏘ 3,676

㍺ධ 5,915

ᾘ㈝ 9,591 (100.0%)

国ෆ（ᇦෆ） ㍺ฟ

8,639 (90.1%) 952 (9.9%)

オランࢲ

ὀ1: ྂ紙の輸入量、輸出量はGlobal Trade Atlas、その他の量(人ཱྀ、一人あたりの紙・板紙

ᾘ費量、ྂ 紙回収量、ᅜ内用量、紙・板紙生産量、紙・板紙輸入量、紙板紙輸出量)はRISI
データを使用しています。 

出: RISIࠗ RISI Annual Review  ࠘
Global Trade Atlas 
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2.2 ྂ紙の輸出量の推移(2008㹼2017) 
 

 
      ༢:トン

ᅜ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
合ィ 4,885,702 4,451,542 4,389,765 4,486,732 4,503,544 4,266,384 4,451,113 4,992,105 4,862,459 4,634,770
中ᅜ 2,651,961 2,765,596 2,672,826 2,845,577 3,130,309 3,047,827 3,229,603 3,633,248 3,689,377 2,890,214
インド 387,871 379,242 281,610 249,314 194,112 240,831 337,454 261,354 214,571 310,070
オラン291,276 263,398 225,782 349,035 ࢲ 207,491 176,957 162,128 307,276 252,706 291,977
インドࢿシア 327,831 422,879 256,262 361,891 328,334 263,422 189,205 162,664 219,040 273,495
ベトࢼム 5,401 1,818 4,001 3,488 1,831 1,450 5,284 2,502 8,508 269,853
ドイツ 183,547 132,915 305,596 221,895 223,216 145,464 133,184 158,709 161,767 188,170
フランス 131,432 92,419 99,144 82,334 78,763 108,090 91,928 84,362 78,431 84,739
ྎ‴ 1,530 8,089 10,407 7,257 457 6,685 12,290 12,039 13,713 74,317
ベルࢠー 65,771 27,139 42,112 44,442 40,086 22,316 43,338 50,073 � � �  37,783
トルコ 4,867 2,235 374 62 1,592 3,002 1,537 158 169 37,676
その他 776,456 393,428 454,035 379,196 297,353 250,340 245,162 319,720 224,177 176,476
Source: Global Trade Atlas 
 
2.3 ẁ࣎ールの輸出量の推移(2008㹼2017) 
 

 
      ༢:トン

ᅜ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
全体ィ 1,994,607 2,309,443 2,213,823 2,387,705 2,379,745 2,407,485 2,462,757 2,756,282 2,694,455 2,681,177
中ᅜ 1,597,925 1,919,665 1,859,346 1,984,839 2,108,159 2,066,939 2,122,787 2,469,827 2,437,018 2,090,259
ベトࢼム 2,614 1,062 2,873 1,119 800 557 2,765 397 4,526 214,683
インド 108,159 145,466 91,199 81,871 49,422 68,390 118,575 94,756 70,893 129,316
インドࢿシア 68,081 123,810 73,216 144,876 64,431 105,298 50,559 23,914 59,086 64,725
オラン32,231 31,495 14,214 51,975 ࢲ 28,951 12,377 14,100 36,544 32,294 49,901
ྎ‴ 1,180 208 700 1,000 50 5,500 11,793 11,165 8,466 31,461
トルコ 0 809 272 18 1,545 2,877 1,397 52 25 25,896
ドイツ 6,279 6,563 20,536 15,208 18,477 13,145 12,559 10,314 12,926 19,142
フランス 16,989 3,897 7,864 11,828 22,546 33,449 28,738 26,965 13,517 12,177
タイ 33,133 18,045 4,367 845 5,905 1,317 546 4,513 7,288 11,426
その他 108,272 75,704 121,955 113,870 79,459 97,636 98,938 77,835 48,416 32,191
Source: Global Trade Atlas 
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2.4 上㉁⣔の輸出量の推移(2008㹼2017) 
 

 
      ༢:トン

ᅜ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
全体ィ 213694 124,246 137,689 192,723 167,607 169,207 128,328 192,858 215,374 212,545
ドイツ 23,652 17,721 20,093 24,861 16,858 38,315 43,921 67,369 69,589 62,765
オラン55,176 24,087 29,674 39,207 ࢲ 48,352 47,429 38,951 48,706 62,051 57,247
フランス 3,589 6,777 10,697 11,921 12,271 10,546 10,112 17,973 18,499 29,180
ベルࢠー 49,079 22,993 35,157 34,485 31,531 11,734 11,304 19,156 25,621 23,377
中ᅜ 62,342 14,141 12,745 15,261 22,213 30,039 8,882 4,961 26,621 9,778
オーストリア 1,833 235 1,288 1,093 1,702 3,382 2,395 2,269 4,397 9,629
ࣔンテࢢࢿロ     634 3,641 8,531
インド 3,115 15,989 8,736 11,898 9,684 13,605 4,705 2,367 1,834 6,279
シコ   0 0࣓࢟ 229 241 380 0 312 1,834
ス࣌イン 374 0 0 12 3,876 3,121 3,630 24,395 1,210 1,639
その他 30,503 16,716 24,886 38,016 20,891 10,795 4,048 5,028 1,599 2,286
Source: Global Trade Atlas 
 
2.5 新⪺・㞧ㄅの輸出量の推移(2008㹼2017) 
 

 
      ༢:トン

ᅜ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
全体ィ 1,560,254 1,006,478 1,040,931 1,006,124 1,025,038 594,490 453,340 641,174 376,923 343,268
中ᅜ 592,540 388,281 394,901 406,841 485,568 274,277 163,844 266,685 149,697 150,345
インド 110,668 78,673 107,108 63,716 52,137 80,020 77,394 51,911 60,343 43,646
ドイツ 22,103 36,649 42,793 84,691 147,925 43,495 26,148 32,567 25,881 38,317
インドࢿシア 199,942 190,740 143,769 146 115,187 47,956 33,244 22,550 39,622 24,309
ス࣌イン 45,413 13,029 37,383 26,613 27,106 18,969 19,063 23,599 12,406 20,517
オラン74,638 70,548 42,179 76,653 ࢲ 44,359 23,842 38,361 169,981 27,594 18,319
ー 16,142 26,115 23,827 32,083࢙࢘ルࣀ 28,057 32,047 27,596 13,511 12,032 10,323
㤶  5,565 4,103 3,252 2,057 826 5,318 634 4,915 2,208 9,316
フランス 94,562 78,315 74,288 54,176 32,758 37,434 20,812 8,724 11,807 6,680
マࣞーシア 54,083 11,590 7,322 17,589 16,569 16,519 12,469 12,843 14,734 6,178
その他 342,583 525,085 135,740 243,574 74,546 14,613 33,775 33,888 20,599 15,318
Source: Global Trade Atlas 
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2.4 上㉁⣔の輸出量の推移(2008㹼2017) 
 

 
      ༢:トン

ᅜ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
全体ィ 213694 124,246 137,689 192,723 167,607 169,207 128,328 192,858 215,374 212,545
ドイツ 23,652 17,721 20,093 24,861 16,858 38,315 43,921 67,369 69,589 62,765
オラン55,176 24,087 29,674 39,207 ࢲ 48,352 47,429 38,951 48,706 62,051 57,247
フランス 3,589 6,777 10,697 11,921 12,271 10,546 10,112 17,973 18,499 29,180
ベルࢠー 49,079 22,993 35,157 34,485 31,531 11,734 11,304 19,156 25,621 23,377
中ᅜ 62,342 14,141 12,745 15,261 22,213 30,039 8,882 4,961 26,621 9,778
オーストリア 1,833 235 1,288 1,093 1,702 3,382 2,395 2,269 4,397 9,629
ࣔンテࢢࢿロ     634 3,641 8,531
インド 3,115 15,989 8,736 11,898 9,684 13,605 4,705 2,367 1,834 6,279
シコ   0 0࣓࢟ 229 241 380 0 312 1,834
ス࣌イン 374 0 0 12 3,876 3,121 3,630 24,395 1,210 1,639
その他 30,503 16,716 24,886 38,016 20,891 10,795 4,048 5,028 1,599 2,286
Source: Global Trade Atlas 
 
2.5 新⪺・㞧ㄅの輸出量の推移(2008㹼2017) 
 

 
      ༢:トン

ᅜ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
全体ィ 1,560,254 1,006,478 1,040,931 1,006,124 1,025,038 594,490 453,340 641,174 376,923 343,268
中ᅜ 592,540 388,281 394,901 406,841 485,568 274,277 163,844 266,685 149,697 150,345
インド 110,668 78,673 107,108 63,716 52,137 80,020 77,394 51,911 60,343 43,646
ドイツ 22,103 36,649 42,793 84,691 147,925 43,495 26,148 32,567 25,881 38,317
インドࢿシア 199,942 190,740 143,769 146 115,187 47,956 33,244 22,550 39,622 24,309
ス࣌イン 45,413 13,029 37,383 26,613 27,106 18,969 19,063 23,599 12,406 20,517
オラン74,638 70,548 42,179 76,653 ࢲ 44,359 23,842 38,361 169,981 27,594 18,319
ー 16,142 26,115 23,827 32,083࢙࢘ルࣀ 28,057 32,047 27,596 13,511 12,032 10,323
㤶  5,565 4,103 3,252 2,057 826 5,318 634 4,915 2,208 9,316
フランス 94,562 78,315 74,288 54,176 32,758 37,434 20,812 8,724 11,807 6,680
マࣞーシア 54,083 11,590 7,322 17,589 16,569 16,519 12,469 12,843 14,734 6,178
その他 342,583 525,085 135,740 243,574 74,546 14,613 33,775 33,888 20,599 15,318
Source: Global Trade Atlas 
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2.6 その他ྂ紙の輸出量の推移(2008㹼2017) 
 

 
      ༢:トン

ᅜ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
全体ィ 1,117,144 1,011,373 997,320 900,178 931,152 1,095,201 1,406,688 1,401,789 1,575,706 1,397,778
中ᅜ 399,153 443,508 405,832 438,635 514,368 676,571 934,088 891,775 1,076,041 639,831
インドࢿシア 57,935 102,594 37,554 69,746 146,742 108,159 105,401 115,924 120,227 184,459
オラン129,230 137,267 139,713 181,199 ࢲ 85,828 93,309 70,715 115,042 130,765 166,508
インド 165,928 139,113 74,565 91,829 82,868 78,814 136,778 112,318 81,500 130,828
ドイツ 131,512 71,980 222,174 97,134 39,955 50,507 50,553 48,458 53,370 67,945
ベトࢼム 0 77 535 1,882 88 334 439 2,065 3,053 53,611
ྎ‴ 200 6,012 7,124 5,237 251 872 496 800 5,217 42,419
フランス 16,291 3,428 6,294 4,408 26,660 26,660 32,265 30,699 34,607 36,701
タイ 9,521 3,130 6,395 6,488 1,403 1,403 5,498 12,853 6,823 23,566
マࣞーシア 3,867 4,540 1,483 4,643 5,459 5,459 15,050 19,576 20,064 11,678
その他 151,538 97,278 98,097 50,946 27,530 53,113 55,405 52,279 44,039 40,232
Source: Global Trade Atlas 
 
2.7 ྂ紙の回収量、用量と紙・板紙生産、ᾘ費量の推移(2008㹼2016) 
 

 
     ༢: ´000トン

༊分 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
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3 ドイツ 

ձྂ紙回収量はᶓばいで推移 
ྂ紙回収量は、ᶓばい≧態で推移しており、2016 年は 1,536 万トンでした。ドイツは EU の資源回収を≌ᘬ

してきたᅜであり、資源回収システムもᡂ⇍していることから、ྂ紙回収量の大ᖜなቑ加には課㢟があるとᛮわ

れます。一᪉、用量はቑ加ഴྥを示しており、2008年の1,549万トンから2016年には1,690万トンにቑ加し

ています。 
ղ2016年のྂ紙のᅜ内用（85.8%）にᑐする輸出ẚ率は14.2% 

2016 年にはྂ紙を 431 万トン輸入しており、回収量と合わせると 1,969 万トンになります。このうࡕ 1,690
万トン（85.8%）がᅜ内用で、279万トン（14.2%）が輸出されています。 
ճ最大の輸出ඛはオランࢲ 
ྂ紙の輸出量推移をみると、2008年から2014年まではῶ少ഴྥを㎺り、そのᚋはቑ加しています。輸出ඛと

しては、EUᇦ内のᅜがከく、オランࢲが40%前ᚋで推移しており、ドイツの最大の輸出ඛとなっています。中

ᅜྥけ輸出量のࣆークは、2009年で24.5%（93万トン）を占めていましたが、2017年には10.5%（30万トン）

までῶ少しています。オランྥࢲけのྂ紙は、オランࢲᅜ内での用ではなく、輸出（ロッテルࢲム ）され

ていると推 されます。 
մ紙・板紙の一人あたりのᾘ費量はⱥᅜの2ಸ 
紙・板紙の生産量がᾘ費量を上回っており、生産量、ᾘ費量ともにࡰᶓばいで推移しています。2016年の一

人あたりの紙・板紙のᾘ費量は250.4kgで、EUのᖹᆒ್を上回っています。 
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3.1 マテリアルフロー（2016） 
 

 
  

‘000トン

人ཱྀ: 80,722,792人
一人あたりの紙・板紙ᾘ費量:250.4kg

ྂ紙 ୖ3䞄国

オランࢲ 1,091 (39.1%) 1

フランス 453 (16.2%) 2
オーストリア 326 (11.7%) 3

䛭䛾 922 (33.0%)

ྜィ 2,791 (100.0%)

ẁボール ୖ3䞄国

中ᅜ 256 (27.0%) 1

オランࢲ 209 (22.1%) 2

フランス 174 (18.4%) 3

䛭䛾 307 (32.5%)

ྜィ 945 (100.0%)

上㉁⣔ ୖ3䞄国

オーストリア 73 (27.9%) 2

オランࢲ 66 (25.4%) 1

フランス 37 (14.2%) 3

䛭䛾 85 (32.5%)

ྜィ 261 (100.0%)

新⪺・㞧ㄅ ୖ3䞄国

オランࢲ 135 (29.9%) 1

スイス 107 (23.7%) 2

フランス 86 (19.1%) 3

䛭䛾 123 (27.3%)

ྜィ 451 (100.0%)

その他 ୖ3䞄国

オランࢲ 681 (60.1%) 1

フランス 155 (13.7%) 2
オーストリア 121 (10.6%) 4

䛭䛾 177 (15.6%)

ྜィ 1,134 (100.0%)

ᅇ㔞䠇㍺ධ㔞

ᅇ 15,364

㑅ู (MRFs)

㍺ධ 4,313

19,688 (100.0%)

16,897 2,791 (14.2%)(85.8%)
国ෆ（ᇦෆ） ㍺ฟ

⏕⏘ 22,633

㍺ධ 11,136

ᾘ㈝ 33,769 (100.0%)

国ෆ（ᇦෆ） ㍺ฟ

20,215 (59.9%) 13,554 (40.1%)

ὀ1: ྂ紙の輸入量、輸出量はGlobal Trade Atlas、その他の量(人ཱྀ、一人あたりの紙・板紙

ᾘ費量、ྂ 紙回収量、ᅜ内用量、紙・板紙生産量、紙・板紙輸入量、紙板紙輸出量)はRISI
データを使用しています。 

出: RISIࠗ RISI Annual Review  ࠘
Global Trade Atlas 
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3.2 ྂ紙の輸出量の推移(2008㹼2017) 
 

 
      ༢:トン

ᅜ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
合ィ 3,661,860 3,793,886 3,221,095 3,492,388 3,087,618 2,788,176 2,475,223 2,655,711 2,791,158 2,817,074
オラン1,521,594 1,484,561 1,583,989 1,500,545 ࢲ 1,372,510 1,153,910 908,195 966,577 1,090,997 1,104,445
フランス 224,552 187,758 199,036 218,385 210,872 208,636 372,299 435,702 452,798 431,037
オーストリア 415,008 404,423 489,373 461,543 374,548 357,625 356,405 326,974 325,684 303,533
中ᅜ 700,184 928,348 467,863 608,207 477,477 419,278 218,528 327,440 315,117 295,726
スイス 74,864 50,355 82,837 180,042 245,828 283,575 248,340 231,987 252,854 260,256
インド 41,238 56,536 13,507 11,082 6,303 16,654 29,621 71,728 60,420 77,813
ベルࢠー 86,481 83,747 74,785 81,327 33,567 66,428 44,503 62,146 60,217 72,692
イタリア 78,787 68,332 68,467 66,141 42,371 46,175 45,052 46,625 43,758 69,011
タイ 87,195 43,398 15,581 23,361 52,906 20,535 19,058 15,927 19,531 47,814
インドࢿシア 107,485 121,882 47,825 38,036 24,857 26,347 65,677 32,274 28,403 31,771
その他 345,521 265,118 277,260 282,670 246,379 189,013 167,545 138,331 141,379 122,976
Source: Global Trade Atlas 
 
3.3 ẁ࣎ールの輸出量の推移(2008㹼2017) 
 

 
      ༢:トン

ᅜ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
全体ィ 1,311,820 1,351,627 1,010,720 1,152,706 1,063,918 955,121 881,328 976,806 945,463 1,023,056
中ᅜ 468,208 637,265 358,692 479,481 390,858 367,199 188,727 279,166 255,725 247,627
オラン315,724 297,436 309,760 282,340 ࢲ 296,010 247,563 181,889 209,854 208,531 230,132
フランス 93,216 68,524 65,177 64,318 61,952 80,447 184,017 185,497 174,366 144,776
オーストリア 52,772 53,216 63,763 67,773 66,472 57,376 71,159 75,410 81,747 114,768
インド 11,923 18,976 5,784 4,391 1,667 482 14,382 51,443 40,114 59,403
タイ 83,240 43,174 14,788 22,880 51,236 19,798 18,829 15,927 19,422 47,194
スイス 13,214 6,657 1,694 20,139 18,793 16,377 27,611 33,980 41,604 44,321
インドࢿシア 71,987 80,022 33,360 31,245 23,482 21,696 65,157 31,596 28,403 31,771
イタリア 12,932 8,084 9,213 10,560 7,339 15,996 14,382 13,552 13,973 27,899
ྎ‴ 88,934 25,992 17,254 11,582 11,328 10,583 10,166 0 19,235 17,094
その他 133,054 99,957 143,559 124,613 134,781 117,604 105,009 80,381 62,343 58,071
Source: Global Trade Atlas 
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3.4 上㉁⣔の輸出量の推移(2008㹼2017) 
 

 
      ༢:トン

ᅜ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
全体ィ 451738 456,029 339,399 339,997 335,901 294,550 262,355 264,721 261,114 232,882
オラン137,650 141,192 203,242 189,854 ࢲ 108,784 85,279 74,974 84,394 66,315 56,319
オーストリア 54,118 49,459 65,074 62,778 69,137 66,848 74,886 70,360 72,919 52,794
フランス 23,480 16,387 16,000 13,622 11,523 25,323 22,642 33,964 36,991 35,923
中ᅜ 61,077 62,588 25,894 17,477 23,280 9,909 7,766 15,517 25,700 24,264
イタリア 45,749 41,333 39,763 30,091 22,536 20,965 19,428 21,561 19,648 23,893
スイス 11,366 11,368 14,768 36,464 70,790 65,207 47,068 26,743 27,653 23,373
ポーランド 0 289 117 0 12 1,363 1,909 454 961 5,625
ベルࢠー 2,221 2,730 1,938 3,865 3,233 2,565 2,546 892 956 3,116
シコ 0 0 400 1,713࣓࢟ 250 940 2,857 293 1,389 2,183
スロベࢽア 16,900 6,655 4,099 2,293 5,150 3,394 2,511 2,445 1,595 1,810
その他 46,973 61,978 30,154 34,044 21,206 12,757 5,768 8,098 6,987 3,582
Source: Global Trade Atlas 
 
3.5 新⪺・㞧ㄅの輸出量の推移(2008㹼2017) 
 

 
      ༢:トン

ᅜ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
全体ィ 625,190 688,651 702,714 772,015 503,773 462,453 462,219 480,220 450,594 405,822
オラン324,089 330,216 282,836 210,867 ࢲ 226,004 211,411 191,724 165,992 134,876 104,366
スイス 4,183 5,026 26,179 75,437 54,601 27,292 83,128 93,743 106,859 93,407
フランス 48,896 58,720 49,296 51,648 31,397 33,581 66,850 93,813 86,039 88,694
オーストリア 204,517 166,822 175,335 164,252 125,458 122,019 61,227 53,058 50,410 49,398
ベルࢠー 17,617 16,639 33,274 47,423 14,276 25,515 19,874 39,031 41,037 43,626
イタリア 14,493 14,004 9,120 10,368 5,157 6,635 8,944 8,783 7,426 8,569
ポーランド 229 17,170 11,010 3,483 1,338 538 2,983 2,135 1,546 5,453
デンマーク 11,181 6,650 5,454 10,505 9,060 2,480 3,295 3,972 3,887 3,695
中ᅜ 34,040 65,109 32,002 47,086 24,512 15,365 8,178 9,461 8,671 2,732
クロアࢳア 65,800    0 0 1 23 1,350 1,440
その他 13,367 55,675 30,828 37,724 11,970 17,617 16,015 10,209 8,493 4,442
Source: Global Trade Atlas 
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3.6 その他ྂ紙の輸出量の推移(2008㹼2017) 
 

 
      ༢:トン

ᅜ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
全体ィ 1,273,110 1,297,577 1,168,261 1,227,669 1,184,024 1,076,051 869,320 933,962 1,133,986 1,155,314
オラン744,129 715,715 788,150 817,484 ࢲ 741,711 609,656 459,607 506,335 681,274 713,627
フランス 58,957 44,126 68,561 88,796 105,999 69,283 98,788 122,425 155,400 161,642
スイス 46,103 27,302 40,195 48,000 101,642 174,696 90,532 77,519 76,737 99,153
オーストリア 103,600 134,925 185,199 166,739 113,480 111,380 149,131 128,145 120,607 86,572
中ᅜ 136,858 163,385 51,274 64,161 38,825 26,803 13,855 23,295 25,018 21,102
インド 12,163 15,501 4,199 4,210 3,929 7,297 9,840 15,573 18,662 17,603
ベルࢠー 36,916 35,054 16,012 13,157 5,023 18,064 9,583 13,132 9,246 11,274
イタリア 5,612 4,908 10,371 15,120 7,338 2,577 2,297 2,728 2,709 8,649
ポーランド 645 1,496 3,680 16,138 10,382 6,767 4,584 6,869 16,892 8,575
スタン 1,619 1,784 3,291 1,476࢟ࣃ 1,168 794 2,681 4,403 4,660 6,899
その他 53,153 80,946 69,764 65,743 54,527 48,734 28,422 33,538 22,781 20,218
Source: Global Trade Atlas 
 
3.7 ྂ紙の回収量、用量と紙・板紙生産、ᾘ費量の推移(2008㹼2016) 
 

 
     ༢: ´000トン

༊分 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
ྂ紙回収量(A) 15,617 15,406 15,388 15,265 15,269 15,359 15,093 15,408 15,364
ྂ紙用量(B) 15,489 14,776 16,273 16,077 16,203 16,489 16,622 16,754 16,897
紙・板紙生産量(C) 22,842 20,867 23,072 22,706 22,603 22,393 22,537 22,601 22,633
紙・板紙ᾘ費量(D) 20,367 18,448 19,792 20,044 19,701 19,525 20,455 20,362 20,215
回収率(A/D) 76.7% 83.5% 77.7% 76.2% 77.5% 78.7% 73.8% 75.7% 76.0%
用率(B/C) 67.8% 70.8% 70.5% 70.8% 71.7% 73.6% 73.8% 74.1% 74.7%

        
༢: ́ 000トン

༊分 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

紙・板紙 
輸入 12,039 10,002 10,972 10,972 10,643 10,291 11,256 11,382 11,136
輸出 14,514 12,421 14,251 13,634 13,545 13,175 13,338 13,425 13,554

Source: RISI  
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3.6 その他ྂ紙の輸出量の推移(2008㹼2017) 
 

 
      ༢:トン

ᅜ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
全体ィ 1,273,110 1,297,577 1,168,261 1,227,669 1,184,024 1,076,051 869,320 933,962 1,133,986 1,155,314
オラン744,129 715,715 788,150 817,484 ࢲ 741,711 609,656 459,607 506,335 681,274 713,627
フランス 58,957 44,126 68,561 88,796 105,999 69,283 98,788 122,425 155,400 161,642
スイス 46,103 27,302 40,195 48,000 101,642 174,696 90,532 77,519 76,737 99,153
オーストリア 103,600 134,925 185,199 166,739 113,480 111,380 149,131 128,145 120,607 86,572
中ᅜ 136,858 163,385 51,274 64,161 38,825 26,803 13,855 23,295 25,018 21,102
インド 12,163 15,501 4,199 4,210 3,929 7,297 9,840 15,573 18,662 17,603
ベルࢠー 36,916 35,054 16,012 13,157 5,023 18,064 9,583 13,132 9,246 11,274
イタリア 5,612 4,908 10,371 15,120 7,338 2,577 2,297 2,728 2,709 8,649
ポーランド 645 1,496 3,680 16,138 10,382 6,767 4,584 6,869 16,892 8,575
スタン 1,619 1,784 3,291 1,476࢟ࣃ 1,168 794 2,681 4,403 4,660 6,899
その他 53,153 80,946 69,764 65,743 54,527 48,734 28,422 33,538 22,781 20,218
Source: Global Trade Atlas 
 
3.7 ྂ紙の回収量、用量と紙・板紙生産、ᾘ費量の推移(2008㹼2016) 
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Source: RISI  
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ཧ⪃1 ⡿ᅜ 

ձ回収率はᶓばい 
2008 年から 2016 年の⡿ᅜのྂ紙回収量は、大きなቑῶはなく、回収率もᶓばい≧態です。2016 年の回収量

は4,737万トンで回収率は66.9%でした。用量と用率にࡘいても同ᵝです。⡿ᅜはᕞによって資源化施⟇に

大きな᱁ᕪがあり、課㢟の一ࡘにあࡆられます。 
ղྂ紙の41.4%が輸出（2016） 
ྂ紙の回収量と輸入量を合わせた量は4,772万トンで、このう2,797ࡕ万トン（58.6%）がᅜ内用、1,975万

トン（41.4%）が輸出に回されています。 
ճインドྥけ輸出量がቑ加 
ྂ紙の輸出量のࣆークは、2011 年の2,100 万トンで、以ᚋῶ少ഴྥにあり、2017 年は1,827 万トンとなって

います。最大の輸出ඛは中ᅜですが、中ᅜの輸出ẚ率は2012年の70.6%をࣆークにῶ少しており、2017年に

は 59.5%までῶ少しています。中ᅜ以እのアジアでは、インドྥけの輸出量のቑ加がὀ目されます。2008 年の

86万トンから2017年には192万トンにቑ加しており、輸出ẚ率も10.5%を占めています。⡿ᅜはインドの最大

の౪⤥ᅜでもあります。インドに⥆く 3 ␒目の輸出ᅜは、࣓࢟シコです。インドと࣓࢟シコで、19.1%（2017）
を占めています。 
մ紙・板紙のᅜ内ᾘ費量はῶ少 
紙・板紙の生産量は、全体としてῶ少ഴྥにあります。ᾘ費量も同ᵝで、10年間で1,000万トンῶ少していま

す。一人あたりの紙・板紙のᾘ費量は、2008年の265.9kgから2016年には218.6kgにῶ少しています。こうし

たᅜ内ᾘ費量のῶ少にあって、ⱥᅜと同ᵝにྂ紙の輸出ඛの確保は㔜要な課㢟と言えます。 
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1.1 マテリアルフロー（2016） 

 

‘000トン

人ཱྀ: 323,995,528人
一人あたりの紙・板紙ᾘ費量:218.6kg

ྂ紙 ୖ3䞄国

中ᅜ 13,190 (66.8%) 1

インド 1,562 (7.9%) 2

シコ࣓࢟ 1,496 (7.6%) 3

䛭䛾 3,499 (17.7%)

ྜィ 19,748 (100.0%)

ẁボール ୖ3䞄国

中ᅜ 7,046 (71.5%) 1

インド 846 (8.6%) 2

シコ࣓࢟ 392 (4.0%) 3

䛭䛾 1,564 (15.9%)

ྜィ 9,848 (100.0%)

上㉁⣔ ୖ3䞄国

シコ࣓࢟ 761 (39.8%) 1

中ᅜ 480 (25.1%) 4

インド 212 (11.1%) 2

䛭䛾 460 (24.1%)

ྜィ 1,913 (100.0%)

新⪺・㞧ㄅ ୖ3䞄国

中ᅜ 3,521 (80.7%) 1

㡑ᅜ 343 (7.9%) 2

シコ࣓࢟ 150 (3.4%) 3

䛭䛾 349 (8.0%)

ྜィ 4,363 (100.0%)

その他 ୖ3䞄国

中ᅜ 2,143 (59.1%) 1

インド 414 (11.4%) 2

㡑ᅜ 310 (8.6%) 3

䛭䛾 757 (20.9%)

ྜィ 3,624 (100.0%)

47,373

(MRFs)

806

ᅇ

㑅ู

㍺ධ

27,973 19,748

㍺ධ

(100.0%)

国ෆ（ᇦෆ）

(58.6%)
㍺ฟ

(41.4%)

⏕⏘ 72,120

47,721ᅇ㔞䠇㍺ධ㔞

70,825 10,990

9,695

ᾘ㈝ 81,815 (100.0%)

(86.6%)
国ෆ（ᇦෆ）

(13.4%)
㍺ฟ

ὀ1: ྂ紙の輸入量、輸出量はGlobal Trade Atlas、その他の量(人ཱྀ、一人あたりの紙・板紙

ᾘ費量、ྂ 紙回収量、ᅜ内用量、紙・板紙生産量、紙・板紙輸入量、紙板紙輸出量)はRISI
データを使用しています。 

出: RISIࠗ RISI Annual Review  ࠘
Global Trade Atlas 
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1.1 マテリアルフロー（2016） 

 

‘000トン

人ཱྀ: 323,995,528人
一人あたりの紙・板紙ᾘ費量:218.6kg
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ὀ1: ྂ紙の輸入量、輸出量はGlobal Trade Atlas、その他の量(人ཱྀ、一人あたりの紙・板紙

ᾘ費量、ྂ 紙回収量、ᅜ内用量、紙・板紙生産量、紙・板紙輸入量、紙板紙輸出量)はRISI
データを使用しています。 

出: RISIࠗ RISI Annual Review  ࠘
Global Trade Atlas 
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1.2 ྂ紙の輸出量の推移(2008㹼2016) 
 

 
      ༢:トン

ᅜ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
合ィ 17,741,511 19,029,266 18,820,353 21,030,799 20,156,707 18,982,409 19,121,268 19,584,031 19,747,609 18,271,557
中ᅜ 10,511,328 12,767,615 11,673,239 14,325,135 14,239,823 13,350,282 12,965,652 13,587,072 13,189,752 10,872,520
インド 857,921 1,193,672 1,177,666 1,365,599 1,386,128 1,380,444 1,585,073 1,511,185 1,561,924 1,924,872
シコ 1,373,685 1,143,718 1,861,903 1,391,394࣓࢟ 1,049,521 1,053,647 1,210,636 1,181,352 1,496,470 1,572,785
㡑ᅜ 817,642 835,846 1,042,334 1,120,595 1,060,087 995,481 1,009,267 1,016,173 1,032,627 883,791
881,329 1,071,610 1,159,684 1,805,172 ࢲࢼ࢝ 712,593 643,398 649,083 596,376 658,631 723,794
インドࢿシア 362,151 330,147 325,676 209,029 255,542 216,763 334,627 289,287 379,594 438,917
ベトࢼム 58,496 88,878 83,850 116,398 104,288 80,592 67,347 100,805 120,673 399,507
タイ 303,409 222,878 208,620 210,942 168,450 162,234 183638 279,846 293,769 282,135
ྎ‴ 290,713 301,166 259,738 266,233 266,590 243,576 233,352 173,356 255,590 280,595
オラン85,792 53,339 51,071 78,024 ࢲ 83,674 100,509 73,235 82,236 80,814 113,166
その他 1,282,970 934,591 1,062,378 1,058,353 830,011 755,483 809,358 766,343 677,765 779,475
Source: Global Trade Atlas 
 
5.3 ẁ࣎ールの輸出量の推移(2008㹼2016) 
 

 
      ༢:トン

ᅜ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
全体ィ 5,755,163 6,261,191 7,340,881 9,361,164 9,731,471 8,948,257 8,849,194 9,759,845 9,847,990 8,980,372
中ᅜ 3,197,689 4,211,974 5,031,459 7,250,431 7,614,317 6,854,586 6,478,676 7,272,875 7,046,093 5,522,098
インド 516,576 619,425 566,951 590,179 661,542 670,270 755,919 733,728 846,258 1,093,763
シコ 320,456 344,498 482,816 415,958࣓࢟ 261,573 331,743 362,690 348,966 391,913 495,019
㡑ᅜ 293,734 239,527 268,929 240,218 288,510 287,181 348,271 474,509 343,507 307,431
194,535 194,552 134,119 247,022 ࢲࢼ࢝ 229,217 204,563 179,946 206,112 264,883 302,865
ベトࢼム 8,611 27,539 40,515 73,864 60,506 47,121 41,614 78,247 101,353 284,856
インドࢿシア 140,335 66,162 91,670 49,436 139,922 113,577 147,844 128,447 205,056 216,685
ྎ‴ 200,186 184,485 173,942 186,943 170,547 139,596 158,934 103,441 194,515 205,342
タイ 179,283 102,660 105,393 88,330 44,297 47,201 54,848 84,932 120,774 104,063
日本 25,461 14,929 11,900 11,282 6,785 13,164 23,085 62,049 71,596 62,077
その他 625,810 315,873 372,754 259,988 254,255 239,255 297,367 266,539 262,042 386,173
Source: Global Trade Atlas 
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1.3 上㉁⣔の輸出量の推移(2008㹼2016) 
 

 
      ༢:トン

ᅜ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
全体ィ 1,752,492 2,419,064 2,397,246 2,571,320 2,031,175 2,025,853 1,853,012 1,476,816 1,912,767 1,665,433
シコ 626,453 371,645 470,511 499,591࣓࢟ 453,004 492,234 563,630 554,022 760,678 801,394
インド 81,943 174,525 175,360 310,234 315,132 288,028 299,931 184,815 212,049 206,787
113,771 160,990 107,008 123,359 ࢲࢼ࢝ 107,368 104,666 155,208 153,994 169,745 177,882
中ᅜ 580,896 1,372,442 1,175,744 1,110,360 752,790 707,125 461,025 260,681 479,582 163,878
㡑ᅜ 51,732 45,667 33,265 35,323 36,301 50,137 29,959 24,736 36,280 64,685
オラン48,381 36,476 22,536 10,722 ࢲ 34,450 44,080 37,415 30,368 40,663 55,486
イタリア 14,500 18,733 39,020 120,201 43,454 50,854 51,177 60,668 43,507 23,946
コロンビア 16,406 15,344 18,791 21,725 29,521 29,915 29,976 27,377 32,185 22,899
日本 16,955 11,459 15,622 28,142 9,263 21,198 19,689 10,915 13,009 22,515
ྎ‴ 32,613 61,071 50,822 44,922 47,475 63,067 36,764 23,163 22,964 19,025
その他 196,913 218,634 220,645 238,670 202,417 174,549 168,238 146,077 102,105 106,936
Source: Global Trade Atlas 
 
1.4 新⪺・㞧ㄅの輸出量の推移(2008㹼2016) 
 

 
      ༢:トン

ᅜ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
全体ィ 4,146,901 3,470,206 4,626,443 4,955,348 4,278,145 4,070,922 4,216,135 4,081,407 4,362,665 4,096,890
中ᅜ 2,321,744 2,114,037 2,896,315 3,660,792 3,334,840 3,295,141 3,370,775 3,281,996 3,521,067 3,373,933
㡑ᅜ 80,499 56,812 141,702 306,425 310,643 270,417 277,750 276,716 342,660 248,925
シコ 276,402 304,700 741,574 296,220࣓࢟ 197,263 136,291 144,709 134,405 150,227 150,708
インド 57,119 83,550 97,112 119,997 56,532 48,372 66,986 105,955 89,947 98,767
359,006 521,099 695,050 1,157,912 ࢲࢼ࢝ 235,721 203,613 183,181 141,360 147,367 89,130
インドࢿシア 100,162 140,372 122,699 37,101 17,261 30,646 71,244 66,765 44,580 43,061
タイ 32,821 5,083 17,572 11,015 26,781 21,176 16,114 9,153 15,560 22,202
ベトࢼム 4,927 2,399 10,113 12,671 3,073 3,581 267 601 1,735 12,873
アテマラ 4,365 2,002 3,495 4,771ࢢ 2,999 2,053 3,368 4,347 3,273 9,644
ドル 9,626 10,849 12,855 16,896ࣂルサル࢚ 5,830 4,467 12,344 15,830 7,770 9,580
その他 101,324 55,352 61,907 130,454 87,202 55,165 69,397 44,279 38,479 38,067
Source: Global Trade Atlas 
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1.3 上㉁⣔の輸出量の推移(2008㹼2016) 
 

 
      ༢:トン

ᅜ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
全体ィ 1,752,492 2,419,064 2,397,246 2,571,320 2,031,175 2,025,853 1,853,012 1,476,816 1,912,767 1,665,433
シコ 626,453 371,645 470,511 499,591࣓࢟ 453,004 492,234 563,630 554,022 760,678 801,394
インド 81,943 174,525 175,360 310,234 315,132 288,028 299,931 184,815 212,049 206,787
113,771 160,990 107,008 123,359 ࢲࢼ࢝ 107,368 104,666 155,208 153,994 169,745 177,882
中ᅜ 580,896 1,372,442 1,175,744 1,110,360 752,790 707,125 461,025 260,681 479,582 163,878
㡑ᅜ 51,732 45,667 33,265 35,323 36,301 50,137 29,959 24,736 36,280 64,685
オラン48,381 36,476 22,536 10,722 ࢲ 34,450 44,080 37,415 30,368 40,663 55,486
イタリア 14,500 18,733 39,020 120,201 43,454 50,854 51,177 60,668 43,507 23,946
コロンビア 16,406 15,344 18,791 21,725 29,521 29,915 29,976 27,377 32,185 22,899
日本 16,955 11,459 15,622 28,142 9,263 21,198 19,689 10,915 13,009 22,515
ྎ‴ 32,613 61,071 50,822 44,922 47,475 63,067 36,764 23,163 22,964 19,025
その他 196,913 218,634 220,645 238,670 202,417 174,549 168,238 146,077 102,105 106,936
Source: Global Trade Atlas 
 
1.4 新⪺・㞧ㄅの輸出量の推移(2008㹼2016) 
 

 
      ༢:トン

ᅜ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
全体ィ 4,146,901 3,470,206 4,626,443 4,955,348 4,278,145 4,070,922 4,216,135 4,081,407 4,362,665 4,096,890
中ᅜ 2,321,744 2,114,037 2,896,315 3,660,792 3,334,840 3,295,141 3,370,775 3,281,996 3,521,067 3,373,933
㡑ᅜ 80,499 56,812 141,702 306,425 310,643 270,417 277,750 276,716 342,660 248,925
シコ 276,402 304,700 741,574 296,220࣓࢟ 197,263 136,291 144,709 134,405 150,227 150,708
インド 57,119 83,550 97,112 119,997 56,532 48,372 66,986 105,955 89,947 98,767
359,006 521,099 695,050 1,157,912 ࢲࢼ࢝ 235,721 203,613 183,181 141,360 147,367 89,130
インドࢿシア 100,162 140,372 122,699 37,101 17,261 30,646 71,244 66,765 44,580 43,061
タイ 32,821 5,083 17,572 11,015 26,781 21,176 16,114 9,153 15,560 22,202
ベトࢼム 4,927 2,399 10,113 12,671 3,073 3,581 267 601 1,735 12,873
アテマラ 4,365 2,002 3,495 4,771ࢢ 2,999 2,053 3,368 4,347 3,273 9,644
ドル 9,626 10,849 12,855 16,896ࣂルサル࢚ 5,830 4,467 12,344 15,830 7,770 9,580
その他 101,324 55,352 61,907 130,454 87,202 55,165 69,397 44,279 38,479 38,067
Source: Global Trade Atlas 
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1.5 その他ྂ紙の輸出量の推移(2008㹼2016) 
 

 
      ༢:トン

ᅜ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
全体ィ 6,086,955 6,878,805 4,455,783 4,142,967 4,115,916 3,937,377 4,202,927 4,265,963 3,624,187 3,528,862
中ᅜ 4,410,999 5,069,162 2,569,721 2,303,552 2,537,876 2,493,430 2,655,176 2,771,520 2,143,010 1,812,551
インド 202,283 316,172 338,243 345,189 352,922 373,774 462,237 486,687 413,670 525,555
㡑ᅜ 391,677 493,840 598,438 538,629 424,633 387,746 35,287 240,212 310,180 262,750
インドࢿシア 109,521 120,900 98,555 113,503 93,917 67,922 101,321 90,350 117,033 164,393
214,017 194,969 223,507 276,879 ࢲࢼ࢝ 140,287 130,556 130,748 94,910 76,636 153,917
タイ 73,896 102,486 79,158 108,681 91,818 90,918 111,089 182,888 151,988 151,535
シコ 150,374 122,875 167,002 179,625࣓࢟ 137,681 93,379 139,607 143,959 193,652 125,664
ベトࢼム 29,688 44,800 23,064 23,654 29,456 18,178 15,692 14,518 12,292 92,811
ྎ‴ 43,166 50,334 33,480 30,897 41,461 35,564 33,676 45,803 35,404 51,954
オラン8,294 2,335 3,651 5,002 ࢲ 12,891 16,950 11,827 26,477 20,074 25,959
その他 393,470 331,078 350,818 276,926 252,974 228,960 506,267 168,639 150,248 161,773
Source: Global Trade Atlas 
 
1.6 ྂ紙の回収量、用量と紙・板紙生産、ᾘ費量の推移(2008㹼2016) 
 

 
     ༢: ´000トン

༊分 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
ྂ紙回収量(A) 47,589 46,755 47,803 47,783 46,260 45,795 46,423 47,305 47,373
ྂ紙用量(B) 28,899 27,992 27,098 27,098 26,301 26,605 27,668 28,000 27,973
紙・板紙生産量(C) 79,951 71,641 75,877 75,084 74,346 73,752 73,205 72,603 72,120
紙・板紙ᾘ費量(D) 81,686 71,732 74,396 72,319 71,787 71,809 71,510 70,818 70,825
回収率(A/D) 58.3% 65.2% 64.3% 66.1% 64.4% 63.8% 64.9% 66.8% 66.9%
用率(B/C) 36.1% 39.1% 35.7% 36.1% 35.4% 36.1% 37.8% 38.6% 38.8%
         ༢: ´000トン

༊分 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

紙・板紙 
輸入 13,272 10,556 10,477 9,933 9,409 9,955 10,256 9,786 9,695
輸出 11,537 10,465 11,958 12,697 11,968 11,898 11,951 11,571 10,990

Source: RISI 
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ཧ⪃2 インド 

ձ一人あたりの紙・板紙のᾘ費量は10.7kg 
2017 年のインドの人ཱྀは、中ᅜにḟࡄୡ界➨ 2 で、13 ൨ 3,900 万人ですが、ᅜ㐃のண では 2029 年には

中ᅜをᢤいて 15 ൨人に㐩する見込みです。一᪉、2016 年のᅜẸ一人あたりの紙・板紙のᾘ費量は、わࡎかに

10.7kgで、新⯆ᅜの中でもపい数್にとどまっています。 
ղ2016年のྂ紙回収量は380万トン 

2016 年のྂ紙回収量は 380 万トンで用量（698 万トン）を大きく下回っており、不㊊分は輸入（318 万ト

ン）で賄われています。ྂ紙回収量の推移をみると、2008 年の 288 万トンから 2016 年までに 100 万トンቑ加

しています。ᑗ᮶的に資源回収システムがᩚഛされれば、ྂ紙の回収量は大きくቑ加するものと推 されます。 
ճ紙・板紙のᾘ費量が生産量を上回る 
紙・板紙の生産量とᾘ費量は、年ࠎቑ加しており、2016年の生産量は1,126万トン、ᾘ費量は1,356万トンで

した。ᾘ費量の不㊊分は、輸入されています。2016年の輸入量は290万トンでした。 
մ最大の輸入ඖは⡿ᅜ 
㐣ཤ10年間にྂ紙の輸入量は、大ᖜにቑ加しています。2008年が177万トンであったのが、2017年には328

万トンにቑ加しています。最大の輸入ඖは⡿ᅜで、輸入⥲量の 40%前ᚋを占めています。⡿ᅜ以እの輸入ඖは、

ࣚーロッࣃと中ᮾㅖᅜに分ᩓしており、ⱥᅜ、アラࣈ㤳㛗ᅜ㐃㑥、サ࢘ジアラビアからの輸入量がẚ㍑的ከくな

っています。 
յ輸入ྂ紙の大༙はその他ྂ紙 
もう一ࡘの≉ᚩは、その他ྂ紙が輸入ྂ紙の大༙を占めていることです。たとえば、2017 年の輸入量 328 万

トンのう327ࡕ万トンがその他ྂ紙でした。 
ն市場ᣑ大のポテンシࣕルが大きい製紙産業 
インドの 2010 年以㝆の⤒῭ᡂ㛗率は、ᖹᆒで 7%を上回っており、⌧≧の紙・板紙のᾘ費量のపさをみると、

ᚋቑ加していくものと推 されます。約500社の中ᑠ規ᶍの製紙会社が紙・板紙市場にཧ入しており、市場ᣑ

大のポテンシࣕルが大きいと言われています。 
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ཧ⪃2 インド 
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2.1 マテリアルフロー（2016） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

‘000トン

人ཱྀ: 1,266,883,598人
一人あたりの紙・板紙ᾘ費量:10.7kg

ྂ紙 ୖ㻝㻜䞄国

⡿ᅜ 1,328 (41.7%) 1
アラࣈ㤳㛗ᅜ㐃㑥 332 (10.4%) 2

スリラン࢝ 257 (8.1%) 3
サ࢘ジアラビア 202 (6.3%)

ⱥᅜ 195 (6.1%)

ク࢙࢘ート 79 (2.5%)

ベルࢠー 64 (2.0%)

オランࢲ 54 (1.7%)
アイルランド 41 (1.3%)

ࢲࢼ࢝ 22 (0.7%) 1

その他 610 (19.2%) 2

3

䈜㍺ධྂ⣬䛾༙䛿䛭䛾ྂ⣬

1

4

ᅇ㔞䠇㍺ධ㔞

ᅇ 3,802

㑅ู (MRFs)

㍺ධ 3,184

6,982 (100.0%)

国ෆ（ᇦෆ） ㍺ฟ

6,982 (100.0%) 0 (0.0%)

⏕⏘ 11,257

㍺ධ 2,903

ᾘ㈝ 14,159 (100.0%)

国ෆ（ᇦෆ） ㍺ฟ

13,560 (95.8%) 599 (4.2%)

ὀ1: ྂ紙の輸入量、輸出量はGlobal Trade Atlas、その他の量(人ཱྀ、一人あたりの紙・板紙

ᾘ費量、ྂ 紙回収量、ᅜ内用量、紙・板紙生産量、紙・板紙輸入量、紙板紙輸出量)はRISI
データを使用しています。 

出: RISIࠗ RISI Annual Review  ࠘
Global Trade Atlas 
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2.2 ྂ紙の輸入量の推移(2008㹼2016) 
 

 
 

          ༢:トン 
ᅜ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

合ィ 1,766,293 2,184,365 1,962,982 2,077,737 2,308,806 2,533,590 3,068,949 3,089,186 3,183,890 3,284,686
⡿ᅜ 594,794 743,958 690,071 841,389 1,095,066 1,148,712 1,303,408 1,224,373 1,327,720 1,292,429
ⱥᅜ 302,996 260,983 218,397 198,702 196,609 190,548 273,858 286,208 194,776 332,854
アラࣈ㤳㛗ᅜ㐃㑥 142,078 169,168 162,757 197,699 197,632 267,421 337,903 358,736 332,191 263,540
サ࢘ジアラビア 44,895 74,467 90,528 88,556 117,352 116,608 138,017 147,114 201,985 203,247
スリラン95,887 78,791 80,425 86,569 ࢝ 118,278 124,992 142,197 156,547 256,657 154,803
アイルランド 20,082 43,411 26,368 25,656 30,089 40,705 64,873 38,606 40,767 82,557
オラン58,616 134,752 292,422 146,244 ࢲ 58,836 60,232 64,250 58,421 54,489 78,736
ベルࢠー 49,164 99,465 81,250 61,020 46,328 73,579 97,210 92,316 63,880 71,090
12,634 15,994 23,238 37,831 ࢲࢼ࢝ 19,455 13,834 19,146 21,652 21,877 62,324
ク࢙࢘ート 8,614 25,756 31,327 49,364 52,468 71,875 90,732 85,255 79,216 60,363
その他 333,026 371,072 432,747 448,214 376,693 425,084 537,355 619,958 610,332 682,743

Source: Global Trade Atlas 
 
2.3 ྂ紙の回収量、用量と紙・板紙生産、ᾘ費量の推移(2008㹼2016) 
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⣬䞉ᯈ⣬⏕⏘㔞㻔㻯㻕 8,405 8,693 9,223 9,655 10,292 10,595 10,866 11,236 11,257
⣬䞉ᯈ⣬ᾘ㈝㔞㻔㻰㻕 9,935 9,864 10,776 11,481 11,763 12,360 12,645 13,102 13,560
ᅇ⋡㻔㻭㻛㻰㻕 29.0 25.5 28.3 25.8 28.9 27.8 26.4 28.5 28.0
⏝⋡㻔㻮㻛㻯㻕 54.1 54.0 54.2 54.7 55.4 56.3 59.0 60.7 62.0
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༊ศ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
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Source: RISI 
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はじめに 

➨Ϫ⦅は、ᖹᡂ 30 年度事業としてᐇ施したᾏእㄪᰝの一部であるᩥ⊩ㄪᰝの内容をまとめたものです。ㄪᰝ

ᑐ㇟ᆅᇦは、EU（Ḣᕞ㐃合）、ⱥᅜ及びドイツです。EUのⓎ㊊は、1952年のࣚーロッࣃ▼Ⅳ㕲㗰共同体（European 
Coal and Steel Community: ECSC）に㐳ります。ドイツは、ཎ加┕ᅜ（ᙜすドイツ）ですが、ⱥᅜの加┕は

1973年です。ドイツは、1980年௦から資源リサイクルに✚ᴟ的で、EUが包装廃棄物ᣦ令（1994）を᥇ᢥする

前に包装廃棄物政令（1991）を公ᕸして生産者㈐௵を導入したᅜです。一᪉ⱥᅜは、EUᣦ令にᚑって法規制を

ᩚഛし、目標್の㐩ᡂにྥけて資源回収システムをᩚഛしてきたᅜです。そのᡂᯝが、2010年௦に入って見えጞ

めたところです。 
2019年2月⌧在、EUは、ⱥᅜを含めて28ࣨᅜでᵓᡂしています。こうした加┕ᅜの市Ẹࡸ企業をᣊ᮰する

EU法には、規 （๎Regulation）、ᣦ令（Directive）、決定（Decision）、່ 告・意見（Recommendation/Opinion）
の4ࡘがあります。資源リサイクルに関㐃する㔜要な⎔ቃ法は、ᣦ令のᙧ態をとっています。ᣦ令は、⤖ᯝにࡘ

いて加┕ᅜをᣊ᮰しますが、その㐩ᡂᡭẁࡸ᪉法は加┕ᅜにጤࡡられています。 
EUᣦ令にみられる資源リサイクル政⟇の≉ᚩの一ࡘは、目標್の設定です。一般廃棄物のリサイクル目標್、

包装廃棄物のリサイクル目標್、有機性一般廃棄物の┤᥋ᇙ立の๐ῶ目標್は、それࡒれのᣦ令で設定されてお

り、加┕ᅜはそうした目標್を㐩ᡂするために、ᅜ内法ࡸ規制をᩚഛしています。加┕ᅜのᅜ内事情を⪃៖して

目標್の㐩ᡂᮇ㝈が⊰ணされることもあります。もう一ࡘの≉ᚩは、生産者㈐௵の導入です。これは、前㏙の通

りドイツが包装廃棄物政令（1991）を導入した㝿に、ྲྀり入れた⪃え᪉ですが、EUも᥇用しており、加┕ᅜに

Ἴ及しています。生産者㈐௵は、生産者の製品にᑐする㈐௵⠊ᅖをᚑ᮶の「生産からᾘ費まで」から「生産から

廃棄まで」にᣑ大させるものです。 
㏆年のEU のືྥをみると、2 ⌮いてᚑ᮶の廃棄物処ࡘは、リサイクルにࡘの大きな流れがみられます。一ࡘ

のᘏ㛗としての資源リサイクルから⤒῭άືの一⎔としての資源⟶⌮とそのᴫᛕがኚ化してきています。2010
年あたりからEUはᚠ⎔ᆺ⤒῭ࡸ資源⟶⌮に関する政⟇ᩥ書を公⾲しており、製紙業界もこうしたືきに㈶同す

る一᪉、ᚠ⎔ᆺ⤒῭をᡂ立させるにはྂ紙の品㉁のྥ上が必要であるとしています。これに関㐃して、中ᅜの未

㑅別ྂ紙の輸入規制ࡘいては、EUㅖᅜでᗈがりࡘࡘあるΰ合回収（comingled）を≌制し、分別回収の導入をᙉ

く提ၐしています。 
もう一ࡘの大きな流れは、デジタル༢一市場（Digital Single Market）のᙧᡂにྥけてのྲྀ組みです1。加┕ᅜ

に᱁ᕪはあるものの、インターࢿットのᬑ及により e コマース（㟁Ꮚၟྲྀᘬ）はᣑ大ഴྥにあります。EU はこ

のeコマースをさらにᚋᢲしすることで⤒῭Ⓨᒎをಁす政⟇を導入しています。こうしたືきにより、情報印刷

紙など紙のᾘ費量がῶ少する一᪉、Ვ包資材としての板紙のᾘ費量はቑ加します。これはEUに㝈ったことでは

なく、⡿ࡸ日本などୡ界的なഴྥとなっています。⌧≧では、e コマースのᲕ包資材として使用されたᚋに、

ྂ紙として出されてリサイクルに回されるẁ࣎ールなどの⤫ィデータが存在しないため、ẁ࣎ールなどの出

量のeコマースのᐤ率をᢕᥱすることはできませんが、ᚋの紙リサイクルのあり᪉を᳨ウする上で㔜要な

データの一ࡘです。 
報告書は、入ᡭしたᩥ⊩を使用して、EU、ⱥᅜ及びドイツにࡘいて、法規制、目標್とᐇ⦼、資源回収システ

ム、容器包装の回収システムを中ᚰにྲྀりまとめました。ྛᅜの法規制は、EU ᣦ令をᅜ内法に置き換えて目標

್の㐩ᡂにྥけて資源リサイクルシステムのᩚഛを義務づけています。目標್とᐇ⦼は、法規制で設定されてい

る目標್及びその㐩ᡂ≧ἣをグ㏙したものです。資源回収システムは、ⱥᅜとドイツでは␗なります。୧ᅜとも

容器包装の生産者㈐௵を導入していますが、ⱥᅜでは⮬体（ཪはጤク業者）が包装廃棄物を回収しますが、ド

イツでは生産者を௦行して生産者㈐௵機関（Producer Responsibility Organization: PROs）が廃棄物処⌮業者な

どにጤクして行います。容器包装の回収システムでは、ⱥᅜとドイツの包装廃棄物の目標್と回収システムをま

とめました。またEU及びⱥᅜにࡘいては、紙・ࣃルࣉ業界のືྥとしてᚠ⎔ᆺ⤒῭、中ᅜの輸入規制、ⱥᅜの

EU㞳⬺にᑐする業界団体の見ゎをグ㏙しました。 
  

                                                  
1 COM(2015)192 final, COM(2017)228 final. 
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➨1❶ EU 

EU の資源リサイクル施⟇は、廃棄物枠組みᣦ令、包装廃棄物ᣦ令及びᇙ立ᣦ令の୕ࡘのᣦ令に㞟約されてい

ます。EU ᣦ令が᥇ᢥされると加┕ᅜは 2 年以内にᣦ令の規定内容を置き換えたᅜ内法ࡸ規制をᩚഛすることが

義務づけられています。これらのᣦ令には、目標್が設定されており、加┕ᅜの資源リサイクルのᣦ標となって

います。 
のᣦ令と目標ࡘ୕ 1  ್
1.1 廃棄物枠組みᣦ令 

EU2が廃棄物規制に関する最初のᣦ令を᥇ᢥしたのは 1975 年のことです。この廃棄物枠組みᣦ令3は、EU の

廃棄物の基本法ともいうきᣦ令です。1975年のᣦ令は、廃棄物のῶ量、用・リサイクル、ࢿ࢚ルࢠー回収

にࡘいて規定していますが、加┕ᅜに数್目標を義務づける規定は設けられていません。 
2008年のᨵ正4で、廃棄物処⌮のඃඛ㡰（Waste Hierarchy）、࢚ンド・オ࢙࢘・ࣈイスト（End of waste）、

ᣑ大生産者㈐௵（Extended Producer Responsibility）に関する規定の他、加┕ᅜに2015年までにྂ紙、金ᒓ、

ック、ガラスを分別回収するシステムをᩚഛし、2020ࢳラスࣉ 年までに㔜量で一般廃棄物の 50%以上の用

及びリサイクル率を㐩ᡂすることを義務づけています。この目標್の設定により、EU ᆅᇦ全体の資源リサイク

ルは大きく前㐍することになります。 
2018 年には、一般廃棄物の用及びリサイクル率の目標್をᨵゞした枠組みᣦ令5が᥇ᢥされています。分

別回収ᑐ㇟品目に⧄⥔を加えるとともに、㔜量で2025年までに55%、2030年までに60%、2035年までに65%
の用及びリサイクル目標್が規定されています（⾲1-1）。 

⾲ 1-1 分別ᑐ㇟品目と用・リサイクル目標  ್
㡯目 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 

分別回収品目（義務） ྂ紙、金ᒓ、 
 ラ、ガラスࣉ

 
⧄⥔   

一般廃棄物用・リサイク

ル目標 (್%)  50 55 60 65 

Source: Directive 2008/98/EC ,Directive (EU) 2018/851 

1.2 包装廃棄物 
生産者㈐௵のཎ๎に基づいて、包装廃棄物の回収とリサイクルに╔ᡭしたドイツ（1991）とフランス（1992）

に⥆いて、1994 年にEU は包装廃棄物ᣦ令6を᥇ᢥし、回収とリサイクルの目標್を設定し、加┕ᅜにその㐩ᡂ

を義務づけています。このᣦ令は、2001 年 6 月までに最ప 50%、最大 60%の包装廃棄物の回収率と最ప 25%、

最㧗45%のリサイクル率の㐩ᡂを加┕ᅜに義務づけています。㐩ᡂ目標್にᖜを設けているのは、加┕ᅜによっ

て資源リサイクル施⟇の㐍ᤖ≧ἣが大きく␗なっていたためです。また、包装廃棄物の素材別のリサイクル目標

್として15%が設定されています。 
2004年のᨵ正7では、2008年までに㐩ᡂすき回収とリサイクルの目標್が規定されています。2008年12月

までの目標್として回収率は60%で、リサイクル率は55㹼80%が設定されています。また、素材別のリサイクル

率も示されています。このᣦ令は2018年にもᨵ正8されており、2025年と2030年のリサイクル率の目標್が示

されています。とくに、紙・板紙（紙製容器包装）のリサイクル率は、2025年が75%、2030年が85%と㧗い目

標್が設定されています（⾲1-2）。 

                                                  
2 1975年ᙜは、ࣚーロࣃ共同体（European Community:EC）でした。 
3 Council Directive of 15 July 1975 on waste（75/442/EEC）. 
4 Directive 2008/98/EC of the European Parliament and of the Council of 19 November 2008 on waste and repealing certain 

Directive. 
5 Directive (EU) 2018/851 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 amending Directive 2008/98/EC on 

waste. 
6 European Parliament and Council Directive 94/62/EC of 20 December 1994 on packaging and packaging waste. 
7 Directive 2004/12/EC of the European parliament and of the Council of 11 February 2004 amending Directive 94/62/EC on 

packaging and packaging waste. 
8 Directive (EU) 2018/852 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 amending Directive 94/62/EC on 

packaging and packaging waste. 
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➨1❶ EU 

EU の資源リサイクル施⟇は、廃棄物枠組みᣦ令、包装廃棄物ᣦ令及びᇙ立ᣦ令の୕ࡘのᣦ令に㞟約されてい
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್として15%が設定されています。 
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率も示されています。このᣦ令は2018年にもᨵ正8されており、2025年と2030年のリサイクル率の目標್が示

されています。とくに、紙・板紙（紙製容器包装）のリサイクル率は、2025年が75%、2030年が85%と㧗い目
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2 1975年ᙜは、ࣚーロࣃ共同体（European Community:EC）でした。 
3 Council Directive of 15 July 1975 on waste（75/442/EEC）. 
4 Directive 2008/98/EC of the European Parliament and of the Council of 19 November 2008 on waste and repealing certain 

Directive. 
5 Directive (EU) 2018/851 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 amending Directive 2008/98/EC on 

waste. 
6 European Parliament and Council Directive 94/62/EC of 20 December 1994 on packaging and packaging waste. 
7 Directive 2004/12/EC of the European parliament and of the Council of 11 February 2004 amending Directive 94/62/EC on 

packaging and packaging waste. 
8 Directive (EU) 2018/852 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 amending Directive 94/62/EC on 

packaging and packaging waste. 
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⾲1-2 包装廃棄物の回収及びリサイクル目標  ್
㡯目 2001年 2008年 2025年 2030年 

回収 全体(%) 50㹼60 60  ̿  ̿
リサイクル 全体(%) 25㹼45 55㹼80 65 70 
 ック(%) 15 22.5 50 55ࢳラスࣉ 
 ᮌ(%) 15 15 25 30 
 㕲 (2008金ᒓ) (%) 15 50 70 80 
 アル࢘ࢽ࣑ム(%)  ̿  ̿ 50 60 
 ガラス(%) 15 60 70 75 
 紙・板紙(%) 15 60 75 85 
Source: European Parliament and Council Directive 94/62/EC, Directive 2004/12/EC, Directive (EU) 2018/852. 

1.3 ᇙ立ᣦ令 
1999 年に᥇ᢥされたᇙ立ᣦ令9は、中間処⌮することなくᇙ立処分される有機性廃棄物の๐ῶを㔜要な目的の

一ࡘとしています。ᇙ立ᣦ令は、基‽年を 1995 年とし、2006 年までに 75%以下、2009 年までに 50%以下、

2016 年までに 35%以下に๐ῶするよう加┕ᅜに義務づけています。こうしたᇙ立処分量の๐ῶは、資源リサイ

クルをᚋᢲしする施⟇です。 
2018 年 5 月のᨵ正10では、2035 年までに 10%以下に๐ῶという新たな目標್が設定されています。2013 年

のⓎ生量の60%以上の廃棄物をᇙ立処分している加┕ᅜは、この目標್の㐩ᡂᮇ㝈を最大で5年間ᘏᮇすること

ができます。たࡔし、2035年までに25%以下に๐ῶするためのᥐ置をとらなければなりません（⾲1-3）。 
⾲1-3 有機性廃棄物のᇙ立๐ῶ目標  ್

㡯目 2006 2009 2016 2035 ഛ⪃ 
有機性一般廃棄物のᇙ立๐

ῶ(㔜量)目標 (್%) 75 50 35 10㹼25 基‽年は1995年。2035年の目標್は5年間ᘏᮇ

ྍ⬟。その場合の目標್は25%。 
Source: Council Directive1999/31/EC, Directive (EU) 2018/850 

 
ᇙ立ᣦ令の目標್を㐩ᡂするために加┕ᅜのከくが᥇用している施⟇が、ᇙ立⛯の導入とᇙ立禁止規制です。

ⱥᅜを含ࡴEU 加┕ᅜ 28 ࣨᅜのう2017、ࡕ 年⌧在 24 ࣨᅜがᇙ立⛯を導入しています。課⛯額は、トンあたり

数ユーロから 100 ユーロ以上と加┕ᅜによって大きく␗なります。また、18 ࣨᅜが一定量の有機ᡂ分（Total 
Organic Carbon: TOC）を含有する廃棄物などをᑐ㇟にᇙ立禁止する規制を᥇用しています（⾲1-4）。 
 

⾲1.4 ᇙ立⛯及びᇙ立禁止規制の導入ᅜ 
ᇙ立⛯ ᇙ立禁止規制 

オーストリア、ベルࢠー、ࣈルガリア、࢙ࢳコ、デンマーク、࢚

ストࢽア、ࢠリシࣕ 1、ス࣌イン、フンランド、フランス、ࣁ

ンガリー、アイルランド、イタリア、リトアࢽア、ルクࢭンࣈル

ク 2、ラトビア、オランࢲ 3、ポーランド、ポルトガル、ルーマ

࢘ルࣀ）、ア、ⱥᅜ࢟ࣂア、スロࢽーデン、スロベ࢙࢘ア、スࢽ

ー、スイス࢙ 4） 

オーストリア、ベルࢠー、デンマーク、クロアࢳア、࢚ストࢽ

ア、フランス、ドイツ、ࣁンガリー、アイルランド、イタリア、

リトアࢽア、ルクࢭンࣈルク、オランࢲ、ポーランド、ス࢙࢘ー

デン、スロベࢽア、スロ࢟ࣂア、ⱥᅜ、（ࣀル࢙࢘ー、スイス 4）

、はࢲルクは、ᅜࣞベルではなく処分場をᡤ有する⮬体が課⛯。3 オランࣈンࢭリシࣕは、2017年に一的に中止。2 ルクࢠ 1

2012年に廃止。4 ࣀル࢙࢘ーとスイスは㠀加┕ᅜ。 
Source: Confederation of European Waste-to-Energy Plants (cewep), Landfill Taxes and Bans, updated 15.12.2017. , Christian 

Fischer, et al. Overview of the use of landfill taxes in Europe, April 2012. 
 
2 リサイクル率の推移 

EU27ࣨᅜ11の一般廃棄物のリサイクル率を見ると、2000年の25.3%から2017年には46.6%となっています。

これにᑐし、ᇙ立率はῶ少ഴྥを㎺り、2000 年の 55.1%から 2016 年には 23.6%までῶ少しており、2016 年の

目標್ 35%を㐩ᡂしています。また↝却率は、リサイクル率と同じように、ᇙ立率がῶ少するにࡘれてቑ加し、

2017年には27.5%となっています（図1-1）。 

                                                  
9 Council Directive1999/31/EC of April 1999 on the landfill of waste. 
10 Directive (EU) 2018/850 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 amending Directive 1999/31/EC on 

the landfill of waste. 
11 クロアࢳアを除く27ࣨᅜ。 

42 43



 

44 
 

 
図1-1 一般廃棄物（MSW）のリサイクル率とᇙ立率の推移 

 
EU28ࣨᅜの包装廃棄物全体の回収率（ࢿ࢚ルࢠー回収を含ࡴ）は、目標್を㐩ᡂしており、2016年度が80.3%

で紙・板紙（紙製容器包装）は 92.5%をグ録しています（図 1-2）。2016 年のリサイクル率は、全体が 67.2%、

紙・板紙が85.0%となっています（図1-3）。 

 
図1-2 包装廃棄物の回収率の推移                         図1-3 包装廃棄物のリサイクル率の推移 
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3 資源回収システム 
EU ㅖᅜの資源回収は、ᡞ別回収とᣐⅬᣢ込の組合せで行われています。ᡞ別回収は、品目ࡈとの分別回収と

ΰ合回収に分けられます。ᣐⅬᣢ込には、ᣐⅬ回収と市Ẹࢭンターでのཷ入があります（⾲1-4）。ᣐⅬ回収の容

器は、公共の㥔㌴場、㥐、公ᅬ、市⾤ᆅなどに設置されており、ྂ紙、びん、⨁など品目ࡈとに投入します。市

Ẹࢭンターは、有人の場合もあり、ྂ紙、ࣉラスࢳック、びん、⨁のか、ᐙᗞ⣔有ᐖ廃棄物、廃㟁ụ、使用

῭み㟁Ꮚ・㟁Ẽ製品、廃⁐、ᘓ設廃材などもཷ入品目となっています12。 
 

⾲ 1-4 EU加┕ᅜの㤳㒔の資源回収 

No. ᅜ 㤳㒔 
ᡞ別回収� ᣐⅬᣢ込�

分別回収 
（separate） 

ΰ合回収 
（co-mingled） 

ᣐⅬ回収 
（Bring points） 

市Ẹࢭンター 
（Civic amenity）

1 オランࢲ アムステルࢲム ● ● ● 

2 ギリシャ アテネ ● ● ● 

3 ドイツ ベルリン ● ● ● ● 

4 スロバキア ブラチスラヴァ   ● ● 

5 ベルギー ブリッセル ● ● ● ● 

6 ルーマニア ブカレスト   ●  
7 ハンガリー ブタペスト ● ● ●  
8 デンマーク コペンハーゲン ● ● ● 

9 アイルランド ダブリン ● ● ● ● 

10 フィンランド ヘルシンキ ●  ● ● 

11 ポルトガル リスボン ●  ● ● 

12 スロベニア リュブリャナ ● ● ● ● 

13 英国 ロンドン ● ● ● ● 

14 ルクセンブルク ルクセンブルク ● ● ● ● 

15 スペイン マドリッド ● ● ● 

16 キプロス ニコシア ● ● ● ● 

17 フランス パリ ● ● ● ● 

18 チェコ プラハ   ● ● 

19 ラトビア リガ ●  ● ● 

20 イタリア ローマ ●  ● 

21 ブルガリア ソフィア ● ● ● ● 

22 スウェーデン ストックホルム ● ● ● 

23 エストニア タリン ● ● ● ● 

24 マルタ バレッタ ● ● ● ● 

25 オーストリア ウィーン ●  ● ● 

26 リトアニア ビリニュス ●  ● ● 

27 ポーランド ワルシャワ ● ●   
28 クロアチア ザグレブ ● ● ● 

Source: Copenhagen Resource Institute, Assessment of separate collection schemes, p.80. 
  

                                                  
12 Copenhagen Resource Institute, Assessment of separate collection schemes, in the 28 capitals of the EU Final Report, 13 

November 2015, p.67. 
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ྂ紙、ࣉラスࢳック、びん、⨁のうࡕ、すての品目が分別回収されるわけではなく、ᅜࡸᆅᇦ（㒔市）によ

って␗なります。同じようにΰ合回収の組合せも、ᅜࡸᆅᇦによって␗なります（⾲1-2, ⾲1-3）。 
ྂ紙の回収᪉法にࡘいては、ࡂࡘの3ࡘに大別されます13。 

 ᡞ別回収で分別回収しているᅜ（14ࣨᅜ） ۓ
オーストリア、ベルࢠー、ࣈルガリア、ࣉ࢟ロス、ドイツ、デンマーク、フンランド、ࣁンガリー、イタリ

ア、ルクࢭンࣈルク、ラトビア、オランࢲ、スロベࢽア、ⱥᅜ 
 2品目ཪは3品目とྂ紙をΰ合回収しているᅜ（4ࣨᅜ） ۓ
ルーマࢽア、マルタ（ࣉラスࢳック及び金ᒓとΰ合） 
アイルランド、ࢠリシࣕ（ࣉラスࢳック、金ᒓ及びガラスとΰ合） 

 ᣐⅬᣢ込回収のみでྂ紙を回収しているᅜ（10ࣨᅜ） ۓ
、ーデン࢙࢘ア、イタリア、ポルトガル、ポーランド、スࢳイン、フランス、クロア࣌ア、スࢽスト࢚、コ࢙ࢳ

スロ࢟ࣂア 
⾲1-2 加┕ᅜのᡞ別回収の༊分 

分別数 ༊分（回収品目） ᅜ 
6分別 ۓ ྂ紙（紙・板紙）、ۓ ⨁（金ᒓ）、ࣉ ۓラスࢳック、ۓ ガラス、ۓ 有

機⣔廃棄物、ۓ 廃棄物 
オランࢲ 1 

5分別 ۓ ྂ紙（紙・板紙）、ۓ 金ᒓ㸩ࣉラスࢳック（ΰ合）、ۓ ガラス、ۓ 有
機⣔廃棄物、ۓ 廃棄物 

ラトビア、スロベࢽア 

4分別 ۓ ྂ紙（紙・板紙）、ۓ 金ᒓ㸩ࣉラスࢳック（ΰ合）、ۓ ガラス、ۓ 廃
棄物 

アࢽルガリア、リトアࣈ 2 

有機⣔ ۓ、ック（ΰ合）ࢳラスࣉ㸩（金ᒓ）⨁ ۓ、紙（紙・板紙）ྂ ۓ 

廃棄物、ۓ 廃棄物 
ドイツ、ベルࢠー、イタリア 

 廃棄物 ラトビア ۓ、ガラス ۓ、ックࢳラスࣉ ۓ、紙（紙・板紙）ྂ ۓ 
 廃棄物 オーストリア ۓ、有機⣔廃棄物 ۓ、ックࢳラスࣉ ۓ、紙（紙・板紙）ྂ ۓ 
廃棄物 デンマーク ۓ、（金ᒓ）⨁ ۓ、ックࢳラスࣉ ۓ、紙（紙・板紙）ྂ ۓ  3 
ンランド廃棄物 フ ۓ、ガラス ۓ、（金ᒓ）⨁ ۓ、紙（紙・板紙）ྂ ۓ  4 
、ック㸩ガラス（ΰ合）ࢳラスࣉ㸩（金ᒓ）⨁ ۓ、紙（紙・板紙）ྂ ۓ 

 廃棄物 ۓ、有機⣔廃棄物 ۓ
ⱥᅜ 5 

3分別 ۓ ྂ紙（紙・板紙）、ۓ ⨁（金ᒓ）㸩ガラス（ΰ合）、ۓ 廃棄物 ࣉ࢟ロス、ࣁンガリー 
アࢽスト࢚ 廃棄物 ۓ、有機⣔廃棄物 ۓ、紙（紙・板紙）ྂ ۓ  6 
 ۓ、ック㸩ガラス（ΰ合）ࢳラスࣉ紙（紙・板紙）㸩⨁（金ᒓ）㸩ྂ ۓ 

有機⣔廃棄物、ۓ 廃棄物 
アイルランド 

、ガラス ۓ、ック（ΰ合）ࢳラスࣉ紙（紙・板紙）㸩⨁（金ᒓ）㸩ྂ ۓ 

 廃棄物 ۓ
マルタ 

2分別 ۓ ⨁（金ᒓ）㸩ࣉラスࢳック（ΰ合）、ۓ 廃棄物 フランス 
 アࢽ廃棄物 ルーマ ۓ、ック（ΰ合）ࢳラスࣉ紙（紙・板紙）㸩⨁（金ᒓ）㸩ྂ ۓ 
 ۓ、ック㸩ガラス（ΰ合）ࢳラスࣉ紙（紙・板紙）㸩⨁（金ᒓ）㸩ྂ ۓ 

廃棄物 
リシࢠ  ࣕ

 コ࢙ࢳ、ーデン࢙࢘廃棄物 ス ۓ、有機⣔廃棄物 ۓ 
未分別 ۓ 廃棄物 スロ࢟ࣂア、ス࣌イン、クロアࢳア、ポル

トガル、ポーランド 7 
1 オランࢲの6༊分は大㒔市のみで、ᆅ᪉での༊分は少ない。 
2 リトアࢽアの4༊分は༢一ୡᖏのఫᏯのみ㐺用で、㞟合ఫᏯでは㐺用されていない。 
3 デンマークの㞟合ఫᏯのガラスの要な回収᪉法はᡞ別回収で、ᣐⅬ回収はḟ的である。༢一ୡᖏఫᏯはその㏫である。 
4 フンランドの༢一ୡᖏのఫᏯにこの分別༊分が㐺用されている。㞟合ఫᏯでは、ྂ紙、ガラス、⨁が分別されている。 
5 ⱥᅜではᆅᇦによって分別༊分にࣂラツ࢟があり、全体ീのᢕᥱは㞴しい。有機⣔廃棄物（པⰰを含ࡴ）は、約50%のୡᖏか

ら回収されている。他の資源化物にࡘいては、ガラスの分別は一般的で、（ྂ紙を含ࡴ）他の資源化物はΰ合回収がከい。 
 。アのᆅ᪉では廃棄物のみがᡞ別収㞟されており、㒔市部では他の品目が回収されているࢽスト࢚ 6
7 ポーランドの㒔市部では廃棄物のみがᡞ別収㞟されており、ᆅ᪉では他の品目が回収されている。 
Source: Copenhagen Resource Institute, Assessment of separate collection schemes, pp.69-71. 

 
 
 
                                                  
13 Ibid., p.72. 
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ྂ紙、ࣉラスࢳック、びん、⨁のうࡕ、すての品目が分別回収されるわけではなく、ᅜࡸᆅᇦ（㒔市）によ

って␗なります。同じようにΰ合回収の組合せも、ᅜࡸᆅᇦによって␗なります（⾲1-2, ⾲1-3）。 
ྂ紙の回収᪉法にࡘいては、ࡂࡘの3ࡘに大別されます13。 

 ᡞ別回収で分別回収しているᅜ（14ࣨᅜ） ۓ
オーストリア、ベルࢠー、ࣈルガリア、ࣉ࢟ロス、ドイツ、デンマーク、フンランド、ࣁンガリー、イタリ

ア、ルクࢭンࣈルク、ラトビア、オランࢲ、スロベࢽア、ⱥᅜ 
 2品目ཪは3品目とྂ紙をΰ合回収しているᅜ（4ࣨᅜ） ۓ
ルーマࢽア、マルタ（ࣉラスࢳック及び金ᒓとΰ合） 
アイルランド、ࢠリシࣕ（ࣉラスࢳック、金ᒓ及びガラスとΰ合） 

 ᣐⅬᣢ込回収のみでྂ紙を回収しているᅜ（10ࣨᅜ） ۓ
、ーデン࢙࢘ア、イタリア、ポルトガル、ポーランド、スࢳイン、フランス、クロア࣌ア、スࢽスト࢚、コ࢙ࢳ

スロ࢟ࣂア 
⾲1-2 加┕ᅜのᡞ別回収の༊分 

分別数 ༊分（回収品目） ᅜ 
6分別 ۓ ྂ紙（紙・板紙）、ۓ ⨁（金ᒓ）、ࣉ ۓラスࢳック、ۓ ガラス、ۓ 有

機⣔廃棄物、ۓ 廃棄物 
オランࢲ 1 

5分別 ۓ ྂ紙（紙・板紙）、ۓ 金ᒓ㸩ࣉラスࢳック（ΰ合）、ۓ ガラス、ۓ 有
機⣔廃棄物、ۓ 廃棄物 

ラトビア、スロベࢽア 

4分別 ۓ ྂ紙（紙・板紙）、ۓ 金ᒓ㸩ࣉラスࢳック（ΰ合）、ۓ ガラス、ۓ 廃
棄物 

アࢽルガリア、リトアࣈ 2 

有機⣔ ۓ、ック（ΰ合）ࢳラスࣉ㸩（金ᒓ）⨁ ۓ、紙（紙・板紙）ྂ ۓ 

廃棄物、ۓ 廃棄物 
ドイツ、ベルࢠー、イタリア 

 廃棄物 ラトビア ۓ、ガラス ۓ、ックࢳラスࣉ ۓ、紙（紙・板紙）ྂ ۓ 
 廃棄物 オーストリア ۓ、有機⣔廃棄物 ۓ、ックࢳラスࣉ ۓ、紙（紙・板紙）ྂ ۓ 
廃棄物 デンマーク ۓ、（金ᒓ）⨁ ۓ、ックࢳラスࣉ ۓ、紙（紙・板紙）ྂ ۓ  3 
ンランド廃棄物 フ ۓ、ガラス ۓ、（金ᒓ）⨁ ۓ、紙（紙・板紙）ྂ ۓ  4 
、ック㸩ガラス（ΰ合）ࢳラスࣉ㸩（金ᒓ）⨁ ۓ、紙（紙・板紙）ྂ ۓ 

 廃棄物 ۓ、有機⣔廃棄物 ۓ
ⱥᅜ 5 

3分別 ۓ ྂ紙（紙・板紙）、ۓ ⨁（金ᒓ）㸩ガラス（ΰ合）、ۓ 廃棄物 ࣉ࢟ロス、ࣁンガリー 
アࢽスト࢚ 廃棄物 ۓ、有機⣔廃棄物 ۓ、紙（紙・板紙）ྂ ۓ  6 
 ۓ、ック㸩ガラス（ΰ合）ࢳラスࣉ紙（紙・板紙）㸩⨁（金ᒓ）㸩ྂ ۓ 

有機⣔廃棄物、ۓ 廃棄物 
アイルランド 

、ガラス ۓ、ック（ΰ合）ࢳラスࣉ紙（紙・板紙）㸩⨁（金ᒓ）㸩ྂ ۓ 

 廃棄物 ۓ
マルタ 

2分別 ۓ ⨁（金ᒓ）㸩ࣉラスࢳック（ΰ合）、ۓ 廃棄物 フランス 
 アࢽ廃棄物 ルーマ ۓ、ック（ΰ合）ࢳラスࣉ紙（紙・板紙）㸩⨁（金ᒓ）㸩ྂ ۓ 
 ۓ、ック㸩ガラス（ΰ合）ࢳラスࣉ紙（紙・板紙）㸩⨁（金ᒓ）㸩ྂ ۓ 

廃棄物 
リシࢠ  ࣕ

 コ࢙ࢳ、ーデン࢙࢘廃棄物 ス ۓ、有機⣔廃棄物 ۓ 
未分別 ۓ 廃棄物 スロ࢟ࣂア、ス࣌イン、クロアࢳア、ポル

トガル、ポーランド 7 
1 オランࢲの6༊分は大㒔市のみで、ᆅ᪉での༊分は少ない。 
2 リトアࢽアの4༊分は༢一ୡᖏのఫᏯのみ㐺用で、㞟合ఫᏯでは㐺用されていない。 
3 デンマークの㞟合ఫᏯのガラスの要な回収᪉法はᡞ別回収で、ᣐⅬ回収はḟ的である。༢一ୡᖏఫᏯはその㏫である。 
4 フンランドの༢一ୡᖏのఫᏯにこの分別༊分が㐺用されている。㞟合ఫᏯでは、ྂ紙、ガラス、⨁が分別されている。 
5 ⱥᅜではᆅᇦによって分別༊分にࣂラツ࢟があり、全体ീのᢕᥱは㞴しい。有機⣔廃棄物（པⰰを含ࡴ）は、約50%のୡᖏか

ら回収されている。他の資源化物にࡘいては、ガラスの分別は一般的で、（ྂ紙を含ࡴ）他の資源化物はΰ合回収がከい。 
 。アのᆅ᪉では廃棄物のみがᡞ別収㞟されており、㒔市部では他の品目が回収されているࢽスト࢚ 6
7 ポーランドの㒔市部では廃棄物のみがᡞ別収㞟されており、ᆅ᪉では他の品目が回収されている。 
Source: Copenhagen Resource Institute, Assessment of separate collection schemes, pp.69-71. 

 
 
 
                                                  
13 Ibid., p.72. 
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⾲1-3 加┕ᅜのᣐⅬᣢ込のཷ入品目 
༊分 ྂ紙 ガラス ࣉラスࢳック ⨁（金ᒓ） 有機⣔ 

ᣐⅬ回収 ࢙ࢳコ、࢚ストࢽ

ア、ス࣌イン、フラ

ンス、クロアࢳア、

リトアࢽア、ポルト

ガル、ポーランド、

ス࢙࢘ーデン、スロ

 ア࢟ࣂ

オーストリア、ベルࢠー、デンマー

ク、ࣉ࢟ロス、࢙ࢳコ、ドイツ、࢚

ストࢽア、ス࣌イン、フランス、ク

ロアࢳア、イタリア、ࣁンガリー、

リトアࢽア、ポルトガル、ポーラン

ド、ルーマࢽア、ス࢙࢘ーデン、ス

ロ࢟ࣂア 

ス࢙࢘ーデン オーストリア、࢚ス

トࢽア、ス࢙࢘ーデ

ン 

ス࣌イン 

ス࣌イン、クロアࢳア、リトアࢽア、ポ

ルトガル、ポーランド 
（一ࡘの容器にࣉラスࢳックと金ᒓ） 

市Ẹࢭンター 要回収品目: ࢙ࢳコ（金ᒓ）、スロ࢟ࣂア（金ᒓ及び有機⣔）、ラトビア（金ᒓ） 
全ての種類の廃棄物: すての加┕ᅜ 
ポーランド: 市Ẹࢭンターの設置はとんどない。 

Source: Copenhagen Resource Institute, Assessment of separate collection schemes, p.72. 

4 紙・ࣃルࣉ業界のື  ྥ
4.1 ᚠ⎔ᆺ⤒῭の推㐍 

21 ୡ⣖を㏄える㡭から EU の資源リサイクル政⟇は、資源のຠ率的⟶⌮というどⅬを加えたᚠ⎔ᆺ⤒῭の推

㐍という⪃え᪉にኚ容しています。2011 年には、2050 年にྥけてのຠ率的な資源⟶⌮のロードマッࣉを公⾲し

ています。このロードマッࣉは、2020年までに資源の分別回収のᾐ透を図り廃棄物を資源として⟶⌮することを

目標としています14。⩣年の2012年には、EUは生ྍ⬟な生物資源（biological resources）の製品の㌿換に

関するᚠ⎔ᆺࣂイオ࢚コ࣑ࣀーᡓ␎を᥇ᢥしました15。このࣂイオ࢚コ࣑ࣀーᡓ␎は、2018年10月11日に、ࣃ

リ協定16、2030年のアジ࢙ンࢲ及びᣢ⥆ྍ⬟なⓎᒎの目標にྥけてࣂイオ࢚コ࣑ࣀー産業の規ᶍをᣑ大し、ᆅᇦ

ࣞベルにᗈࡆるようその内容が᭦新されています17。また 2015 年、ᚠ⎔ᆺ⤒῭にྥけてのアクシࣙン・ࣉラン

（行ືィ⏬）が公⾲されています。2018年5月にᨵ正された廃棄物枠組みᣦ令、廃棄物ᇙ立ᣦ令、包装廃棄物ᣦ

令を含4ࡴᣦ令は、こうしたEUのᚠ⎔ᆺ⤒῭の法規制をᙉ化したものです18。 
こうしたEUのືきにᑐ応して、Ḣᕞ製紙産業㐃合（the Confederation of European Paper Industries: CEPI）

19は5月15日でᚠ⎔ᆺࣂイオ࢚コ࣑ࣀーに関するポジシࣙン・࣌ーࣃー（ኌ明ᩥ）をⓎ⾲しています。CEPI
は、このポジシࣙン・࣌ーࣃーで、EU のᚠ⎔ᆺ⤒῭のಁ㐍にྥけての᪉㔪ྲྀࡸ組みを全㠃的にᨭᣢするととも

に製紙業界として資源のᚠ⎔を推㐍していく意ྥを⾲明しています。紙・板紙を含ࡴ生分ゎ性の廃棄物の分別回

収及びリサイクルが、ࣚーロッࣃでの標‽としてᬑ及し、ḟཎ料として用されるྂ紙が量的にቑ加し、㉁的

にもྥ上することがEUのᚠ⎔ᆺ⤒῭にᐤすることになるとしています20。 
4.2 中ᅜのྂ紙輸入規制 

CEPI は、分別回収による品㉁の確保というどⅬで中ᅜのྂ紙輸入規制にᑐする公ᘧ見ゎをⓎ⾲しています。

これまでࣚーロッࣃは、╔ᐇに紙リサイクルを推㐍してきました。ᚋも製紙業界は、リサイクルのための紙・

板紙ࣚーロッࣃ標‽分類⾲（EN643）の品㉁を満たす回収システムで回収されるྂ紙のリサイクルを⥅⥆し、ྂ

紙の用量をቑ加させていく意ྥです。そのためには、ྂ紙の品㉁をྥ上させていくことが㔜要であり、資源回

収システムをΰ合回収から分別回収にኚ᭦しいていく必要があります21。 
㐣ཤ 10 年間にわたり、中ᅜは⮬ᅜの製紙ᕤ場の㟂要にᑐ応するためྂ紙の輸入量をቑ加させてきました。こ

れは、輸出製品用の包装資材の㟂要ቑ加に応えたものでした。こうした中ᅜのືྥに応し、ࣚーロッࣃㅖᅜも

                                                  
14 COM（2011）571 final. 
15 European Commission, Innovating for Sustainable Growth: A Bioeconomy for Europe, 2012. 
16 ᅜ㐃Ẽೃኚື枠組み᮲約➨21回⥾約ᅜ会㆟ (COP21)が、2020年度以㝆のᆅ⌫ ᬮ化ᑐ⟇の枠組みをྲྀり決めた協定。 
17 EU News 233/2018 Press Release, A new bioeconomy strategy for a sustainable Europe., 

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/52053/new-bioeconomy-strategy-sustainable-europe_en 
18 もう一ࡘのᣦ令は、廃⮬ື㌴、㟁ụ・㟁ụ、㟁Ẽ・㟁Ꮚ製品に関するᣦ令のᨵ正です。, European Parliament, Circular 

economy package: four legislative proposals on waste, Briefing, EU Legislation in Progress, July 2018. 
19 CEPIは、ྛᅜを௦⾲する紙・ࣃルࣉの業界団体の上団体で、2019年⌧在の会ဨ数は、オーストリア、ベルࢠー、࢙ࢳコ、フ

ࣂア、スロࢽー、ポーランド、ポルトガル、ルーマ࢙࢘ルࣀ、ࢲンガリー、イタリア、オランࣁ、ンランド、フランス、ドイツ

 .ージ࣌ーム࣍ ーデン、ⱥᅜの18団体です。, CEPI࢙࢘イン、ス࣌ア、スࢽア、スロベ࢟
20 CEPI, Position Paper, “CEPI position on the update of a Circular Bioeconomy Strategy,” 15 May 2018. 
21 CEPI, Statement, “CEPI statement on the context of the Chinese waste import ban: Separate collection ensures the highest 

level of circularity.” 
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資源のΰ合回収システムを導入し、ྂ紙回収量をቑ加させてきました。その⤖ᯝ、ྂ紙の品㉁はప下し、ࣚーロ

ッࣃの製紙ᕤ場で使用できる品㉁ࣞベルを満たすものではありませんでした。こうしたప品㉁のྂ紙は、ᮾアジ

ア、≉に中ᅜに輸出されていきました。㏆年、中ᅜはྂ紙ࡔけではありませんがప品㉁の資源物の輸入を制㝈す

るᥐ置を公⾲しました。中ᅜの輸入規制の᪉㔪のⓎ⾲からᐇ施までのᮇ間に資源回収システムをΰ合回収から分

別回収にኚ᭦することができないため、ΰ合回収されたྂ紙はഛか、他の᪉法で処⌮することになります。ࣚ

ーロッࣃで回収されるྂ紙の 5%⛬度が中ᅜの輸入規制のᙳ㡪をཷけると推定されています。こうした中ᅜのື

きが示၀しているようにΰ合回収で回収されたప㉁ྂ紙は、ᣢ⥆ྍ⬟な᪉法でリサイクルできないことを示して

います。ΰ合回収されるྂ紙は、ᣢ⥆ྍ⬟性にとってᢏ⾡的、⤒῭的、⎔ቃ的、社会的な㜼ᐖ要ᅉとなります22。 
 
 。まなၥ㢟がⓎ生しますࡊᢏ⾡的: ␗物のΰ入量がከいことから、ྂ紙の用ᕤ⛬でさま ۓ
 。的: ྂ紙の回収、㑅別、用というᕤ⛬において、分別回収とẚ㍑してΰ合回収は㠀ຠ率です῭⤒ ۓ
ቃ的: 分別回収とẚ㍑してΰ合回収ではṧさのⓎ生量がྛẁにከくなり、そのṧさの処⌮がవィな⎔ቃ負⎔ ۓ

Ⲵをもたらします。 
 。社会的: ΰ合回収は、資源のຠ率的な用とᣢ⥆ྍ⬟な生άにᑐするఫẸの意㆑の㌿換にᐤしません ۓ

ࣚーロッࣃの製紙業界は、これまでΰ合回収の導入にᑐしてきました。それは、ࣚーロッࣃが目ᣦす㧗品㉁

のリサイクルにするからです。製紙業界はࣚーロッࣃの基‽である EN643 を満たす分別回収で回収されるྂ

紙用を前提に紙リサイクルを⥅⥆する意ྥです23。 
4.3 ྂ紙の回収率とリサイクル率 
図 1-4 は、CEPI が公⾲している⤫ィデータのうࡕ、紙・板紙のᾘ費量、ྂ紙の回収量、用量、ྂ紙回収率

とリサイクル率（用量）をまとめて示したものです。紙・板紙のᾘ費量は、2007年の9,200万トンをࣆークに

ῶ少ഴྥにあり、2017年は7,770万トンとなっています。2003年からのྂ紙回収率は、ቑ加ഴྥを⥔ᣢしてお

り、57.3%から2017年には73.1%までቑ加しています。またリサイクル率（用率）も、2012年には60%を上

回り、2017年は62.1%をグ録しています。 

 
図1-4 ྂ紙の回収率とリサイクル率 

  

                                                  
22 Ibid., CEPI, Press Release, “European paper industry stands ready to defend Circular Economy in the context of Chinese 

waste import ban,” 29 March 2017. 
23 CEPI, Statement. 
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4.4 ẁ࣎ールᕤ場と出Ⲵ量 
ࣚーロッࣃẁ࣎ール生産者㐃┕（The European Federation of Corrugated Board Manufacturers: FEFCO）

は、1952年に設立されたࣚーロッ24ࣨࣃᅜの業界団体（National Associations）及び関㐃団体でᵓᡂするẁ࣎

ール業界の上団体です。FEFCO はẁ࣎ール業界の┈を௦ᘚすることを目的としており、毎年ࣚーロッࣃの

ẁ࣎ール࣓ー࢝ー数、ᕤ場数及び出Ⲵ量などのデータを㞟ィした⤫ィ資料を公⾲しています24。 
1998 年から 2017 年までの 20 年間に、࣓ー࢝ー数は 502 社から 384 社、ᕤ場数は 727 ᕤ場から 648 ᕤ場に

ῶ少しています（⾲1-5）25。 

 
図1-5 ࣓ー࢝ー数とᕤ場数の推移 

ẁ࣎ールの出Ⲵ量の推移を見ると、1998 年の 1,816 万トンから 2017 年には 525 万トンቑ加し 2,341 万トン

となっています（図1-6）26。 
 

 
図1-6 ẁ࣎ールの出Ⲵ量の推移 

 
 
 
  

                                                  
24 ⤫ィのᑐ㇟ᅜは、オーストリア、クロアࢳア、࢙ࢳコ、フランス、ドイツ、イタリア、ࣀル࢙࢘ー、ポーランド、ルーマࢽア、

ス࣌イン、ス࢙࢘ーデン、スイス、トルコ、ⱥᅜの14ࣨᅜで、2017年の࣓ー࢝ー数は384社でした。384社にはFEFCOの㠀

会ဨも含まれます。,FEFCO Annual Statistics 2017. 
25 FEFCO Annual Statistics 
26 Ibid. 
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➨2❶ ⱥᅜ 

1 ᴫ要 
ⱥᅜがᇙ立中ᚰの廃棄物処⌮から⬺却し、資源リサイクルに本⭜を入れጞめたのは 2010 年௦に入ってからの

ことで、EUᣦ令の目標್が資源リサイクルのᣦ標となっています。ⱥᅜの≉ᚩは、インࢢランド、࢙࢘ールࢬ、

スコットランド、アイルランドの4ࡘのᆅᇦでᵓᡂしており、それࡒれが⮬政ᗓによって⤫されているこ

とです。4 ᆅᇦの法規制の規定内容は類ఝしていますが、┦㐪もみられます。4 ᆅᇦが⊂⮬の法規制と政⟇をᐇ

施することによりⱥᅜ全体としてEUᣦ令の目標を㐩ᡂすることになります。 
EU廃棄物枠組みᣦ令（2008）は2015年までにྂ紙、ࣉラスࢳック、金ᒓ（⨁）、ガラスびんの分別回収を導

入し、2020 年までに一般廃棄物のリサイクル率 50%を㐩ᡂするよう義務づけています。この目標್の㐩ᡂにྥ

けてⱥᅜの4ᆅᇦは、廃棄物規๎（Waste Regulation）を制定し、⮬体に分別回収を義務づけています。ⱥᅜ

の 2016 年のリサイクル率は 44.3%で、EU の目標್に㏕っています。包装廃棄物のリサイクル率は、全体では

64.7%、紙・板紙は82.0%をグ録しており、EUの2025年の紙・板紙の目標 （್75%）はすでに上回っています。

全体の目標್（50%）にࡘいても、㐩ᡂされる見込みです。また有機性一般廃棄物のᇙ立率は、21.7%をグ録し

ており、2016年のEU目標್35%を大きく上回っています。 
⮬体が行う資源回収は、ᡞ別回収が流です。回収᪉法は、品目によって分別回収ཪはΰ合回収ですが、ᆅ

ᇦによって組合せは␗なります。ᣐⅬ回収ࡸ市Ẹࢭンターのᣢ込み回収もᩚഛされています。包装廃棄物の回

収とリサイクルは、生産者㈐௵が᥇用されていますが、生産者がリサイクル義務量に┦ᙜする費用を負担する制

度でᐇ㝿の回収は⮬体が行います。ᇙ立量の๐ῶ施⟇としては、2004 年にᇙ立チ容ス࢟ーム（the Landfill 
Allowance Scheme: LAS）が᥇用されています。このス࢟ームは、⮬体にᇙ立チ容量をりᙜてて、それを下

回るᇙ立量を㐩ᡂした⮬体はవ分を市場ྲྀᘬ（売㈙）できる制度です。こうした市場ྲྀᘬは、2003年に制定

された廃棄物及び出ᶒྲྀᘬ法（the Waste and Emission Trading Act of 2003）に基づいています。包装廃棄物

にࡘいても、市場ྲྀᘬ制度が導入されています。 
ᇙ立⛯は、1996年に導入されており、有機性廃棄物と↓機性廃棄物に␗なる課⛯額が課せられています。有機

性廃棄物の課⛯額は、制度が導入された 1996 年から 1999 年までは㺿7/トンでしたが、年ࠎቑ加し、2018 年に

は㺿88.95/トン、2020には㺿94.15/トンになるண定です（1㺿(ポンド)は、約145）。有機性廃棄物のᇙ立量は、

基‽年の1995年にᑐし2001年の80%から2016年には21.7%まで๐ῶされています。 
2000 年にインࢢランド及び࢙࢘ールࢬ政ᗓによってᣢ⥆ྍ⬟な廃棄物処⌮をಁ㐍する公┈団体としてWRAP

（Waste & Resources Action Programme）が設立されました。WRAPのάືは、ᅜ内ࡔけでなくEUも㧗くホ

౯しており、インࢢランド政ᗓ、࢙࢘ールࢬ政ᗓ、EU からのຓᡂを財源として、市Ẹ、行政、事業者の㐃ᦠに

よりᣢ⥆ྍ⬟なᚠ⎔ᆺ社会のᐇ⌧にྥけてάືしています。WRAPの௦⾲的なάືの一ࡘは、事業者の⮬合意

による廃棄物の๐ῶとリサイクルのコーデࢿートです。 
ᚋのⱥᅜの資源リサイクルは、EU 㞳⬺によってኚわるྍ⬟性があります。スイスのように、EU ᣦ令と政

⟇に基づいて資源リサイクルを推㐍していくこともྍ⬟ですが、⌧Ⅼでは不確定要素にあࡆられています。ⱥ

ᅜ製紙協会（Confederation of Paper Industries: CPI）は、EU27ࣨᅜとの┦౫存関ಀを基に協ຊ関ಀを⥔ᣢ

していくことがⱥᅜの製紙業界のᡂ㛗にとって不ྍḞであり、ルールなき㞳⬺はΰをもたらすことになると㆙

告しています。また中ᅜのྂ紙輸入規制にࡘいては、CEPI の見ゎと同ᵝに品㉁の確保が㔜要であり、ΰ合回収

から分別回収のኚ᭦の必要性をᣦしています。 
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 یBox1 ⱥᅜのᆅ᪉⮬ی

ⱥᅜの正ᘧ名⛠は、ࣞࢢートࣈリテン及びアイルランド㐃合⋤ᅜ（United Kingdom of Great Britain and Northern 
Ireland）で、インࢢランド、スコットランド、࢙࢘ールࢬ、アイルランドの4ᆅᇦでᵓᡂする立᠇ྩᅜです。4ࡘ
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行います。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source: 一般財団法人⮬体ᅜ㝿化協会, ⱥᅜのᆅ᪉⮬（ᴫ要∧） 2̿017年ᨵゞ∧  ̿
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㠀大㒔市ᅪ 

デストリクト（201） 
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 リッシュࣃ
（少数） 

 リッシュࣃ
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࠙インࢢランド  ࠚ

࠙スコットランド  ࠚ

⮬政ᗓ ⮬体（ᗈᇦ・基♏） ᑠ規ᶍ⮬体 

スコットランド政ᗓ 

ࢬール࢙࢘࠙  ࠚ

ユࢽタリー・オーࢯリテ（32） 

 （22）リテࢯタリー・オーࢽ政ᗓ ユࢬール࢙࢘

コ࣑ュࢽテ 
（1,200以上） 

コ࣑ュࢽテ（735） 

࠙アイルランド  ࠚ アイルランド政ᗓ デストリクト（11） 
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2 法規制 
ⱥᅜでは、廃棄物規制法は、インࢢランド、࢙࢘ールࢬ、スコットランド、アイルランドがそれࡒれಶ別に

制定しており、全体としてEUᣦ令にᑐ応しています。インࢢランドと࢙࢘ールࢬの廃棄物規制（2011）は、ᢏ

⾡的、⎔ቃ的、⤒῭的にᐇ施ྍ⬟である㝈り、2015年までにྂ紙、ࣉラスࢳック、ガラス、金ᒓの分別回収シス

テムの導入を義務づけています。2011 年の廃棄物規制は、2012 年にᨵ正されています。同じようにスコットラ

ンドの廃棄物規制（2012）は、2011年のඖࠎの規制及び1990年の⎔ቃ保ㆤ法（the Environmental Protection 
Act）をᨵ正し、2014年1月1日までに資源回収システムの導入を義務づける規定が┒り込まれています。また

2011 年のアイルランドの廃棄物規制は、資源の分別回収と EU 廃棄物枠組みᣦ令を㑂Ᏺする規定が含まれて

います。 
EUの廃棄物枠組ᣦ令（2008）で規定されている分別回収を義務づけた法規制及び分別回収規定は⾲2-1及び

⾲2-2のとおりです。 
 

⾲2-1 ⱥᅜ4ᆅᇦの分別回収を義務づけた法規制 
ᆅᇦ 法規制 制定年及び␎⛠ 

インࢢランド・࢘

 ࢬール࢙
廃棄物（インࢢランド及び࢙࢘ールࢬ）規制2011 
The Waste (England and Wales) Regulations 2011 
廃棄物（インࢢランド及び࢙࢘ールࢬ）（ᨵ正）規制2012 
The Waste (England and Wales) (Amendment) Regulations 2012 

㹙UK England and Wales  
No. 988 2011㹛 
㹙UK England and Wales  
No. 1889 2012㹛 

スコットランド 廃棄物（スコットランド）規制2012 
The Waste (Scotland) Regulations 2012 

㹙UK Scotland No.146 2012㹛 

アイルランド 廃棄物規制（アイルランド）2011  
UKアイルランド No. 241 2013によりᨵ正 
The Waste Regulations (Northern Ireland) 2011 as amended by UK 
Northern Ireland No. 241 2013 

㹙UK Northern Ireland  
No. 127 2011㹛 

Source: European Commission, National factsheet on separate collection, United Kingdom 
 

⾲2-2 ⱥᅜ4ᆅᇦの分別回収規定 
廃棄物枠組規制➨11᮲(1) 廃棄物（インࢢランド及び࢙࢘ールࢬ）規制2011及び2012 

2015 年までに少なくともྂ紙、金

ᒓ、ࣉラスࢳックཪはガラスの分別

回収をᩚഛしなければならない。 

➨13᮲ 
(1) 2015年1月1日よりこの規制を㐺用する。 
(2) ྂ紙、金ᒓ、ࣉラスࢳックཪはガラスを収㞟する事業者は分別収㞟しなければならない。

(3) ྂ紙、金ᒓ、ࣉラスࢳックཪはガラスの収㞟をᩚഛするとき、廃棄物収㞟ᙜᒁは、分別

収㞟ができるようにしなければならない。 
 廃棄物（スコットランド）規制2011 
 ➨2᮲ 

5(2) ᙜᒁは、2014年1月1日より、資源化できる廃棄物（dry recyclable waste）を分別

回収できる容器をୡᖏにᨭ⤥しなければならない。 
➨2᮲ 
(7A) 「資源化できる廃棄物」とは、規制廃棄物 (s)ガラス、(b)金ᒓ、(c)ࣉラスࢳック、(d)

ྂ紙ཪは(e) 板紙をいう。 
 廃棄物規制（アイルランド）2011 
 ➨18᮲ 

(1) ⮬体は、ྂ紙、金ᒓ、ࣉラスࢳックཪはガラスを収㞟するとき、2015 年1 月1 日よ

り、以下の᮲௳を満たす場合、分別して収㞟ができるあらࡺるᥐ置をとらなければなら

ない。 
(a) ᢏ⾡的、⎔ቃ的、⤒῭的にᐇ施ྍ⬟である。 
(b) 関㐃するリサイクル業界の品㉁基‽を満たすのに㐺ษである。 

(2) ⮬体は、ྂ紙、金ᒓ、ࣉラスࢳックཪはガラスの収㞟をᩚഛするとき、2015 年 1 月

1日より分別回収できるようにしなければならない。 
Source: European Commission, National factsheet on separate collection, United Kingdom 
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ない。 
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3 目標್とᐇ⦼ 
ⱥᅜの一般廃棄物のリサイクル率は、2000年から日にかけて㡰ㄪにቑ加しています。2000年のリサイクル

率はわࡎかに 11.1%でしたが、EU 廃棄物枠組み

ᣦ令が᥇ᢥされた2008年には36.4%、2016年に

は 44.3%をグ録しています。2020 年の EU の目

標್が50%ですから、㐩ᡂྍ⬟な数್になってい

ます（図2-1）。 
4 ᆅᇦは、それࡒれの廃棄物ᡓ␎（Waste 

Strategy）ࡸ廃棄物ࢮロィ⏬（Zero Waste Plan）
などでල体的なリサイクル目標್を設定してい

ます。2007年のインࢢランドの廃棄物ᡓ␎27は、

EU ᣦ令と同じリサイクル目標್ 2020 年の 50%
を᥇用しており、中間目標として2010年の40%、

2015年の45%を設定しています。 
スコットランド（Zero Waste Plan）及び࢙࢘ー

ルࢬ（Towards Zero Waste）の廃棄物ࢮロィ⏬は、

EU 廃棄物枠組みᣦ令の目標್（2020 年までに 50%の用及びリサイクル率）を上回る目標್として、2025
年までにリサイクル率 75%（用、リサイクル及びコンポスト）及びᇙ立率 5%の目標್を設定しています。

またスコットランドのィ⏬は、2020 年までの中間目標としてᐙᗞ廃棄物（Household Waste）のリサイクル率

60%を設定しています。࢙࢘ールࢬのィ⏬は、2015/16年までに⮬体が収㞟する一般廃棄物の58%及び事業⣔

廃棄物の57%のリサイクルを中間目標としています。2024/25年までに分別回収された資源物の最ప80%以上を

リサイクルするという目標もᥖࡆています。 
アイルランドの廃棄物⟶⌮ᡓ␎（Waste Management Strategy）は、スコットランド࢙࢘ࡸールࢬとは␗な

る目標を᥇用しています。ᡓ␎は、2015 年までの中間目標としてᐙᗞ廃棄物の 45%のリサイクル（用及び

リサイクル）を設定し、2020年までに⮬体が収㞟する一般廃棄物の60%のリサイクルを目標としています。 
図2-2は、4ᆅᇦの一般廃棄物のリサイクル率の推移を示したものです。 

 
図2-2  4ᆅᇦの一般廃棄物のリサイクル率の推移（2010㹼2016）  

                                                  
27 Defra, Waste Strategy for England 2007, p. 11. 

Source: Waste Data Interrogator, Defra Statistics
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4 ᇙ立チ容（ྲྀᘬ）ス࢟ームとᇙ立⛯ 
EU のᇙ立処分量の๐ῶ目標を㐩ᡂするため、ⱥᅜでは 2 ランドࢢの⤒῭的ᡭ法が᥇用されています。インࡘ

と࢙࢘ールࢬは 2004 年、スコットランドとアイルランドは 2005 年までに、ᇙ立チ容ス࢟ームという施⟇を

導入しています。これは、ྛ⮬体（waste disposal authorities）にEUのᇙ立目標を㐩ᡂできるᇙ立処分量の

チ容量をり、（࢙࢘ールࢬを除く）ᆅᇦの⮬体はチ容量のవ分をྲྀᘬできる仕組みです。リサイクル施設

却施設のᩚഛに✚ᴟ的な⮬体では、チ容量のవができるので、その分を他の⮬体と売㈙ྲྀᘬできるス↝ࡸ

、ランドが廃止しࢢームです。2010年に入ると、この施⟇のຠᯝがၥどされるようになり、2013年にはイン࢟

スコットランドもこれに⥆いています28。 
もう一ࡘは、1996 年 10 月に導入されたᇙ立⛯です。2010 年に入ると、ᇙ立⛯はᇙ立チ容ス࢟ームに௦わる

施⟇としてὀ目されるようになっています。有機性廃棄物と↓機性廃棄物に課⛯ᑐ㇟を分けて、有機性廃棄物の

課⛯額はᛴ㏿に್上ࡆされています。1996年の有機性廃棄物の課⛯額は㺿7/トン、↓機性廃棄物は㺿2/トンでし

た。2012 年までに、有機性廃棄物は㺿64/トンに್上ࡆされているのにᑐし、↓機性廃棄物はインフࣞ率に合わ

せてわࡎかに㺿2.50/トンの್上ࡆでした。2020 年の⛯額は、有機性廃棄物が㺿94.15/トン、↓機性廃棄物が

㺿3.00/トンとなっています（1㺿(ポンド)は、約145）（図2-3）29。 

 
図2-3 有機性廃棄物と↓機性廃棄物の課⛯額の推移 

 
 ⱥᅜは、EUᇙ立ᣦ令の目標್にࡘいて4年

間の⊰ணがえられていました30。ᇙ立⛯の導

入と⛯額の推移を⫼ᬒにᇙ立率๐ῶ基‽年

（1995）にᑐするⱥᅜ全体のᇙ立率の推移をみ

ると、2016 年には EU ᇙ立ᣦ令の目標್であ

る35%を大きく下回っています（図2-4）。ᆅᇦ

別では、スコットランドが30.1%で㧗く、࢙࢘

ールࢬが15.5%でపく、こうしたᆅᇦᕪはみら

れるものの、いࡎれのᆅᇦでも35%を下回って

います（図 2-5）。⤖ᯝ的に、4 年間の⊰ணな

しに目標が㐩ᡂされています（図2-5）31。 

                                                  
28 インࢢランドでは、ᇙ立チ容ྲྀᘬス࢟ーム（the Landfill Allowance Trading Scheme: LATS）とばれています。, European 

Environment Agency, Country fact sheet, Municipal waste management: United Kingdom, October 2016, p.9. 
29 Ibid., p.11. 
30 Ibid., p.8. 
31 Ibid. 
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4 ᇙ立チ容（ྲྀᘬ）ス࢟ームとᇙ立⛯ 
EU のᇙ立処分量の๐ῶ目標を㐩ᡂするため、ⱥᅜでは 2 ランドࢢの⤒῭的ᡭ法が᥇用されています。インࡘ

と࢙࢘ールࢬは 2004 年、スコットランドとアイルランドは 2005 年までに、ᇙ立チ容ス࢟ームという施⟇を
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却施設のᩚഛに✚ᴟ的な⮬体では、チ容量のవができるので、その分を他の⮬体と売㈙ྲྀᘬできるス↝ࡸ

、ランドが廃止しࢢームです。2010年に入ると、この施⟇のຠᯝがၥどされるようになり、2013年にはイン࢟

スコットランドもこれに⥆いています28。 
もう一ࡘは、1996 年 10 月に導入されたᇙ立⛯です。2010 年に入ると、ᇙ立⛯はᇙ立チ容ス࢟ームに௦わる

施⟇としてὀ目されるようになっています。有機性廃棄物と↓機性廃棄物に課⛯ᑐ㇟を分けて、有機性廃棄物の

課⛯額はᛴ㏿に್上ࡆされています。1996年の有機性廃棄物の課⛯額は㺿7/トン、↓機性廃棄物は㺿2/トンでし

た。2012 年までに、有機性廃棄物は㺿64/トンに್上ࡆされているのにᑐし、↓機性廃棄物はインフࣞ率に合わ

せてわࡎかに㺿2.50/トンの್上ࡆでした。2020 年の⛯額は、有機性廃棄物が㺿94.15/トン、↓機性廃棄物が

㺿3.00/トンとなっています（1㺿(ポンド)は、約145）（図2-3）29。 

 
図2-3 有機性廃棄物と↓機性廃棄物の課⛯額の推移 

 
 ⱥᅜは、EUᇙ立ᣦ令の目標್にࡘいて4年

間の⊰ணがえられていました30。ᇙ立⛯の導

入と⛯額の推移を⫼ᬒにᇙ立率๐ῶ基‽年

（1995）にᑐするⱥᅜ全体のᇙ立率の推移をみ

ると、2016 年には EU ᇙ立ᣦ令の目標್であ

る35%を大きく下回っています（図2-4）。ᆅᇦ

別では、スコットランドが30.1%で㧗く、࢙࢘

ールࢬが15.5%でపく、こうしたᆅᇦᕪはみら

れるものの、いࡎれのᆅᇦでも35%を下回って

います（図 2-5）。⤖ᯝ的に、4 年間の⊰ணな

しに目標が㐩ᡂされています（図2-5）31。 

                                                  
28 インࢢランドでは、ᇙ立チ容ྲྀᘬス࢟ーム（the Landfill Allowance Trading Scheme: LATS）とばれています。, European 

Environment Agency, Country fact sheet, Municipal waste management: United Kingdom, October 2016, p.9. 
29 Ibid., p.11. 
30 Ibid., p.8. 
31 Ibid. 
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Source: Waste Data Interrogator, Defra Statistics 

図2-5 ๐ῶ基‽年（1995）にᑐするᆅᇦ別のᇙ立率の推移 
 
 

 یBox2 ⱥᅜのᇙ立๐ῶ目標್ی

ⱥᅜは、2010 年にᚑ᮶の一般廃棄物の定義をಟ正し、事業⣔廃棄物を含めて算出することとしました。このಟ正に

より、ᇙ立処分される有機⣔一般廃棄物の量が大ᖜにቑ加し、目標್にもᙳ㡪を及ࡰしています。 
 

MSWの定義 1995年のBMW 
のⓎ生量 

2010年の目標  ್
（1995年の75%） 

2013年の目標  ್
（1995年の50%） 

2020年の目標  ್
（1995年の35%） 

BMWのᪧ定義での目

標  ್ ‘000トン 18,260 13,695 9,130 6,301 

BMWのᨵゞ定義での

目標  ್ ‘000トン 35,688 26,766 17,844 12,491 

ᐇ⦼ ‘000トン  ̿ 12,982 
（36.4%） 

9,326 
（26.1%）  ̿

ὀ):BMW: Biological Municipal Waste (有機性廃棄物) 
Source: Municipal Waste Management, p.8, UK Statistics on Waste, p.3. 
 
 

 یBox3 リサイクル率とᇙ立率ی

本ᩥのᇙ立率の推移は、ⱥᅜをᵓᡂする4ᆅᇦの≧ἣを示すためDefra Statistics（⎔ቃ┬）を使用していますが、

以下はEurostatのデータを使用した有機性一般廃棄物のᇙ立率、リサイクル率、↝却率の推移を示したものです。リ

サイクル率とᇙ立率のᕪ年は2011年となっています。ᇙ立率がῶ少するとリサイクル率ࡔけではなく↝却率もቑ加

することを示しています。➨1❶EU及び➨3❶ドイツのᇙ立率の推移は、Eurostatのデータを使用しています。 
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5 資源回収システム 
ⱥᅜの資源回収は、ྂ紙（紙・板紙）、ガラス、ࣉラスࢳック、金ᒓ（⨁）、有機性廃棄物をᑐ㇟としたᡞ別回

収（࢝ーࣈサイド）が基本で、ᣐⅬ回収ࡸ市Ẹࢭンターでのཷ入もᩚഛされています。ᡞ別回収は、⮬体の┤

Ⴀཪはጤクで行われています。廃棄物規制は、分別回収と同等の品㉁が確保されることを᮲௳にΰ合回収をㄆめ

ていますが、ガラスのΰ入はとくにྂ紙の品㉁のప下にࡘながるためྂ紙、ࣉラスࢳック、金ᒓ(⨁)とΰࡎࡐに回

収するよう推ዡされています32。 
ロンドン市は、シテ・オࣈ・ロンドンと32の行政༊でᵓᡂしています。33の行政༊のう12、ࡕ༊は廃棄物

と資源の収㞟と処⌮の୧᪉を担っており、12༊のう4ࡕ༊は共同処⌮を組⧊しています。また21༊は収㞟のみ

を行っており、処⌮は4༊の共同処⌮施設によって賄われています。大༙の行政༊は、資源のΰ合回収を᥇用し

ており、一部の行政༊では≉定の資源物は分別回収されています（⾲2-3）33。 
 

⾲2-3 ロンドン市の資源回収のᴫ要 
分別回収 回収品目 紙・板紙、ガラス、有機⣔廃棄物、ࣉラスࢳック 

回収㢖度 紙・板紙:  
ガラス:  
有機⣔廃棄物(㣗品): 
有機⣔廃棄物 (ᗞᮌくࡎ): 
  :ックࢳラスࣉ

毎㐌ཪは㝸㐌 
毎㐌ཪは㝸㐌 
毎㐌 
毎㐌ཪは㝸㐌 
毎㐌 

 ー率ࣂ࢝
（ୡᖏ） 

紙・板紙: 
ガラス: 
有機⣔廃棄物(㣗品ṧ )́: 
 :ックࢳラスࣉ

26% 
8% 
33% 
19% 

財源 ⛯金 

市Ẹ負担 紙・板紙は↓料。ᗞᮌくࡎは、年間料金（Μ69⛬度）ཪは1⿄料金（Μ2/⿄ཪは容器） 
（1Μ(ユーロ)は、約125） 

ΰ合回収 回収品目 紙・板紙、ガラス、ࣉラスࢳック、金ᒓ（⨁）（回収品目は行政༊によって␗なる。） 

回収㢖度 紙・板紙: 
ガラス: 
 :ックࢳラスࣉ
金ᒓ:（⨁） 

 
  

 ー率ࣂ࢝
（ୡᖏ） 

紙・板紙 
ガラス 
 ックࢳラスࣉ
金ᒓ（⨁） 

 
 

財源 ⛯金 
市Ẹ負担 ↓料 

                                                  
32 European Commission, National factsheet on separate collection, United Kingdom, p.13. 
33 European Commission, Capital factsheet on separate collection: London, pp.1-4 

81.1

18.8

11.1

44.3

7.3

34.6

0

20

40

60

80

100

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16

ᇙ立率 リサイクル率 ↝却率

%

年

Source: Eurostat

毎㐌ཪは㝸㐌 

94% 

56 57



 

56 
 

 
 
5 資源回収システム 
ⱥᅜの資源回収は、ྂ紙（紙・板紙）、ガラス、ࣉラスࢳック、金ᒓ（⨁）、有機性廃棄物をᑐ㇟としたᡞ別回

収（࢝ーࣈサイド）が基本で、ᣐⅬ回収ࡸ市Ẹࢭンターでのཷ入もᩚഛされています。ᡞ別回収は、⮬体の┤

Ⴀཪはጤクで行われています。廃棄物規制は、分別回収と同等の品㉁が確保されることを᮲௳にΰ合回収をㄆめ

ていますが、ガラスのΰ入はとくにྂ紙の品㉁のప下にࡘながるためྂ紙、ࣉラスࢳック、金ᒓ(⨁)とΰࡎࡐに回

収するよう推ዡされています32。 
ロンドン市は、シテ・オࣈ・ロンドンと32の行政༊でᵓᡂしています。33の行政༊のう12、ࡕ༊は廃棄物

と資源の収㞟と処⌮の୧᪉を担っており、12༊のう4ࡕ༊は共同処⌮を組⧊しています。また21༊は収㞟のみ

を行っており、処⌮は4༊の共同処⌮施設によって賄われています。大༙の行政༊は、資源のΰ合回収を᥇用し

ており、一部の行政༊では≉定の資源物は分別回収されています（⾲2-3）33。 
 

⾲2-3 ロンドン市の資源回収のᴫ要 
分別回収 回収品目 紙・板紙、ガラス、有機⣔廃棄物、ࣉラスࢳック 

回収㢖度 紙・板紙:  
ガラス:  
有機⣔廃棄物(㣗品): 
有機⣔廃棄物 (ᗞᮌくࡎ): 
  :ックࢳラスࣉ

毎㐌ཪは㝸㐌 
毎㐌ཪは㝸㐌 
毎㐌 
毎㐌ཪは㝸㐌 
毎㐌 

 ー率ࣂ࢝
（ୡᖏ） 

紙・板紙: 
ガラス: 
有機⣔廃棄物(㣗品ṧ )́: 
 :ックࢳラスࣉ

26% 
8% 
33% 
19% 

財源 ⛯金 

市Ẹ負担 紙・板紙は↓料。ᗞᮌくࡎは、年間料金（Μ69⛬度）ཪは1⿄料金（Μ2/⿄ཪは容器） 
（1Μ(ユーロ)は、約125） 

ΰ合回収 回収品目 紙・板紙、ガラス、ࣉラスࢳック、金ᒓ（⨁）（回収品目は行政༊によって␗なる。） 

回収㢖度 紙・板紙: 
ガラス: 
 :ックࢳラスࣉ
金ᒓ:（⨁） 

 
  

 ー率ࣂ࢝
（ୡᖏ） 

紙・板紙 
ガラス 
 ックࢳラスࣉ
金ᒓ（⨁） 

 
 

財源 ⛯金 
市Ẹ負担 ↓料 

                                                  
32 European Commission, National factsheet on separate collection, United Kingdom, p.13. 
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ᣐⅬ回収 回収品目 紙・板紙、ガラス、ࣉラスࢳック、金ᒓ（⨁）（㸩⧄⥔） 
ᣐⅬ数 1,657ࣨᡤ 
財源 廃棄物ண算 
市Ẹ負担 ↓料 

市Ẹࢭンター 回収品目 紙・板紙、ガラス、ࣉラスࢳック、金ᒓ（⨁）、有機⣔廃棄物 
ᣐⅬ数 35ࣨᡤ 
財源 廃棄物ண算㸩料金 
市Ẹ負担 ↓料ཪはΜ10㹼70/㌴୧（料金は市Ẹࢭンターの場ᡤ、㌴୧のサイࢬ、廃棄物の種類により␗なる。）

Source: Capital factsheet on separate collection 

 
シテ・オࣈ・ロンドンは、ロンドン市の中ᚰ部に置する行政༊で、ࣂービ࢝ン・࢚ステート（Barbican Estate）、

 ステート（Mansell Street࢚・ル・ストリートࢭステート（Golden Lane Estate）、マン࢚・ールデン・ࣞーンࢦ
Estate）、࣑ドルࢭックス・ストリート・࢚ステート（Middlesex Street Estate）の4ᆅ༊に分けられます。これ

らのᆅ༊の資源回収は、ΰ合回収です34。シテ・オࣈ・ロンドンは、事業⣔の資源回収は行っておらࡎ、事業ᡤ

はチྍ業者と契約を⤖んで回収してもらいます。 
 

 
Source: City of London, Waste Strategy 

図2-6 ࢝ーࣈサイド（ᡞ別回収）とリサイクル容器（設置） 
 
ックの資源⿄及びࢳラスࣉステートでは、㐌5日のᡞ別収㞟が行われています。ఫẸは透明の࢚・ン࢝ービࣂ

㣗品廃棄物用の容器（kitchen caddy liner）に資源を入れて出します。ఫẸは、資源⿄ࡸ容器を出するࡈと

に⿄と容器がᨭ⤥されます。㥔㌴場などに設置してあるリサイクル容器に⧄⥔、㟁Ꮚ・㟁Ẽ廃棄物（WEEE）、㟁

ụをᣢࡕ込ࡴこともできます35。 
 

                                                  
34 City of London, Waste Strategy 2013-2020, January 2014, p.60. 
35 Ibid. 
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࢚・ックス・ストリートࢭドル࣑ステート及び࢚・ル・ストリートࢭステート、マン࢚・ールデン・ࣞーンࢦ

ステートと同じように、資源⿄及び㣗品廃棄物用の容器が࢚・ン࢝ービࣂ。ックスは、㐌2回のᡞ別収㞟ですࢭ

使用されています。⿄と容器は、6 ࣨ月ࡈとにまとめてᨭ⤥されます。また、ᆅᇦ内にリサイクル容器（⧄⥔、

㟁Ꮚ・㟁Ẽ廃棄物、㟁ụ）が設置されています36。 
㞟合ఫᏯには、資源容器が設置されていないఫᏯと設置されているఫᏯがあります。資源容器が設置されてい

ない㞟合ఫᏯのఫẸは、資源⿄に資源を入れて࢝ーࣈサイドに出します。ኪ間収㞟で㐌5日回収されます。資

源容器が設置されているఫᏯでは、ᖖこのリサイクル容器に資源をᣢࡕ込ࡴことができます。また、資源⿄も

ᨭ⤥されるので、ఫẸはこれを使用して࢝ーࣈサイドに出することもできます37。 
 
6 容器包装の回収とリサイクル 

EUの容器包装ᣦ令（94/62/EC）にᑐ応して、ⱥᅜは、ドイツࡸフランスとは全く␗なるス࢟ームの包装廃棄

物の回収とリサイクルシステムを᥇用しています。1997年にインࢢランド、スコットランド及び࢙࢘ールࢬで㐺

用される生産者㈐௵規 （๎容器包装廃棄物）38（以下、「容器包装規制」という。）が公ᕸされています。この規๎

は、EUᣦ令のᨵ正に合わせて目標್をಟ正・᭦新するなど度ࠎᨵ正されており、2017年のᨵ正で2020年まで

のリサイクル目標್が示されています。 
容器包装規制の規制ᑐ㇟は、容器包装のྲྀᢅ量が年間 50 トン以上で、年間売上㧗が 200 万ポンド以上の企業

です。こうした規制ᑐ㇟企業には、容器包装を製㐀するためのཎ料を生産する素材࣓ー࢝ー、ཎ材料を使用して

容器包装を生産する࣓ー࢝ー、容器包装にၟ品をሸする中㌟࣓ー࢝ー、包装されたၟ品のᑠ売業者、輸入業者、

容器包装を౪⤥するサービス業者が含まれます。容器包装のྲྀᢅ企業は、そのྲྀᢅ量に応じて容器包装回収ド書

（Packaging Recovery Notes: PRN）ཪは容器包装輸出回収ド書（Packaging Export Recovery Notes: PERN）

の㉎入が義務づけられており、毎年これらのド書を㉎入することにより、容器包装廃棄物の回収とリサイクル義

務をᯝたしていることをド明します。⌧在、ド書は㟁Ꮚ的にྲྀᢅわれていることから、ePRNs 及び ePERNs と
ばれています。 

1997年の容器包装規制は、回収及びリサイクル率39にࡘいて全体の目標್のみを示しており、素材別の目標್

は示していません。回収・リサイクル目標್（全体）は⾲2-4のとおりです。2006年以㝆は、全体の回収・リサ

イクル、素材別のリサイクル目標್が示されています（⾲2-5）40。 
 

⾲2-4  1997年の容器包装規๎の目標್（%） 
年 1998 1999 2000 2001以㝆 

回収率 38.0 38.0 43.0 52.0 
リサイクル率 7.0 7.0 11.0 16.0 
Source: The Producer Responsibility Obligation (Packaging Waste) Regulations 1997 

  

                                                  
36 Ibid. 
37 Ibid. 
38 The Producer Responsibility Obligations (Packaging Waste) Regulations 1997., アイルランドは、⊂⮬に制定。 
39 ここでの回収は、↝却ࢿ࢚ルࢠー回収及びマテリアルリサイクルを含みます。またリサイクルは、↝却ࢿ࢚ルࢠー回収を除くマ

テリアルリサイクル及び有機⣔リサイクルをᣦします。またガラスにࡘいては、2013年から⁐⼥の目標್が設定されていま

す。2013年から2015年までが63.0%、2016年及び2017年が64.0%となっています。 
40 これらの回収目標್とリサイクル目標್は、規制ᑐ㇟企業に㐺用される目標್であり、インࢢランド、スコットランド、࢙࢘ー

ルࢬ全体の目標್ではありません。 
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使用されています。⿄と容器は、6 ࣨ月ࡈとにまとめてᨭ⤥されます。また、ᆅᇦ内にリサイクル容器（⧄⥔、

㟁Ꮚ・㟁Ẽ廃棄物、㟁ụ）が設置されています36。 
㞟合ఫᏯには、資源容器が設置されていないఫᏯと設置されているఫᏯがあります。資源容器が設置されてい

ない㞟合ఫᏯのఫẸは、資源⿄に資源を入れて࢝ーࣈサイドに出します。ኪ間収㞟で㐌5日回収されます。資

源容器が設置されているఫᏯでは、ᖖこのリサイクル容器に資源をᣢࡕ込ࡴことができます。また、資源⿄も

ᨭ⤥されるので、ఫẸはこれを使用して࢝ーࣈサイドに出することもできます37。 
 
6 容器包装の回収とリサイクル 

EUの容器包装ᣦ令（94/62/EC）にᑐ応して、ⱥᅜは、ドイツࡸフランスとは全く␗なるス࢟ームの包装廃棄

物の回収とリサイクルシステムを᥇用しています。1997年にインࢢランド、スコットランド及び࢙࢘ールࢬで㐺

用される生産者㈐௵規 （๎容器包装廃棄物）38（以下、「容器包装規制」という。）が公ᕸされています。この規๎

は、EUᣦ令のᨵ正に合わせて目標್をಟ正・᭦新するなど度ࠎᨵ正されており、2017年のᨵ正で2020年まで

のリサイクル目標್が示されています。 
容器包装規制の規制ᑐ㇟は、容器包装のྲྀᢅ量が年間 50 トン以上で、年間売上㧗が 200 万ポンド以上の企業

です。こうした規制ᑐ㇟企業には、容器包装を製㐀するためのཎ料を生産する素材࣓ー࢝ー、ཎ材料を使用して

容器包装を生産する࣓ー࢝ー、容器包装にၟ品をሸする中㌟࣓ー࢝ー、包装されたၟ品のᑠ売業者、輸入業者、

容器包装を౪⤥するサービス業者が含まれます。容器包装のྲྀᢅ企業は、そのྲྀᢅ量に応じて容器包装回収ド書

（Packaging Recovery Notes: PRN）ཪは容器包装輸出回収ド書（Packaging Export Recovery Notes: PERN）

の㉎入が義務づけられており、毎年これらのド書を㉎入することにより、容器包装廃棄物の回収とリサイクル義

務をᯝたしていることをド明します。⌧在、ド書は㟁Ꮚ的にྲྀᢅわれていることから、ePRNs 及び ePERNs と
ばれています。 

1997年の容器包装規制は、回収及びリサイクル率39にࡘいて全体の目標್のみを示しており、素材別の目標್

は示していません。回収・リサイクル目標್（全体）は⾲2-4のとおりです。2006年以㝆は、全体の回収・リサ

イクル、素材別のリサイクル目標್が示されています（⾲2-5）40。 
 

⾲2-4  1997年の容器包装規๎の目標್（%） 
年 1998 1999 2000 2001以㝆 

回収率 38.0 38.0 43.0 52.0 
リサイクル率 7.0 7.0 11.0 16.0 
Source: The Producer Responsibility Obligation (Packaging Waste) Regulations 1997 

  

                                                  
36 Ibid. 
37 Ibid. 
38 The Producer Responsibility Obligations (Packaging Waste) Regulations 1997., アイルランドは、⊂⮬に制定。 
39 ここでの回収は、↝却ࢿ࢚ルࢠー回収及びマテリアルリサイクルを含みます。またリサイクルは、↝却ࢿ࢚ルࢠー回収を除くマ

テリアルリサイクル及び有機⣔リサイクルをᣦします。またガラスにࡘいては、2013年から⁐⼥の目標್が設定されていま

す。2013年から2015年までが63.0%、2016年及び2017年が64.0%となっています。 
40 これらの回収目標್とリサイクル目標್は、規制ᑐ㇟企業に㐺用される目標್であり、インࢢランド、スコットランド、࢙࢘ー

ルࢬ全体の目標್ではありません。 
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⾲2-5 容器包装廃棄物回収・リサイクル目標್の推移（%） 

年 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
全体                
 回収 66.0 67.0 68.0 69.0 74.0 74.0 74.0 75.0 76.0 77.0 78.0 79.0 80.0 81.0 82.0
 リサイクル 60.7 61.6 62.6 63.5 68.1 68.1 68.1 69.0 69.9 70.8 71.8 72.7 73.6 74.5 75.4
素材別                
 ガラス 65.0 69.5 73.5 74.0 81.0 81.0 81.0 81.0 81.0 81.0 77.0 77.0 78.0 79.0 80.0
 アル࢘ࢽ࣑ム 29.0 31.0 32.5 33.0 40.0 40.0 40.0 43.0 46.0 49.0 49.0 51.0 53.0 55.0 57.0
 スࢳール 56.0 57.5 58.5 59.0 69.0 71.0 71.0 72.0 73.0 74.0 52.0 55.0 58.0 61.0 64.0
 紙・板紙 66.5 67.0 67.5 68.0 69.5 69.5 69.5 69.5 69.5 69.5 75.0 76.0 79.0 82.0 85.0
ック 23.0 24.0ࢳラスࣉ  24.5 25.0 29.0 32.0 32.0 37.0 42.0 47.0 69.5 69.5 71.0 73.0 75.0
 ᮌ 19.5 20.0 20.5 21.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 38.0 43.0 48.0
Source: The Producer Responsibility Obligation (Packaging Waste) Regulations 2007 Schedule 2 Recovery and Recycling 

Obligations, 2010年ᨵ正 Amendment of Schedule 2 (Recovery and Recycling Obligations), 2012年ᨵ正 Amendment of 
Schedule 2 (Recovery and Recycling Obligations), 2017年ᨵ正 Amendment of Schedule 2 (Recovery and Recycling 
Obligations). 

 
容器包装規制は、生産者のクラス（業種）により㈐௵を分

担しており、回収及びリサイクル義務量を算出するための分

担ẚ率が設定されています（⾲2-6）。回収及びリサイクル義

務量はࡂࡘのように算出されます。 
࠙回収義務量（Zࠚ）  
前年度の容器包装のྲྀᢅ量（P）� 生産者クラス（業種）別

分担ẚ率（C）�ᙜヱ年の回収目標率（X） 
࠙リサイクル義務量（Qࠚ）  
前年度の容器包装のリサイクルྍ⬟量（M）� 生産者クラス

（業種）別分担ẚ率（C）�ᙜヱ年のリサイクル目標率（Y） 
ⱥᅜの生産者㑂Ᏺス࢟ームは、企業が包装廃棄物を⮬ら回収、リサイクルするのではなく、政ᗓのㄆド

（accredited）をཷけたリサイクル業者ࡸ輸出業者が行います。企業は、回収及びリサイクル義務量に┦ᙜする

ePRNs ࡸ ePERNs を㉎入することでリサイクルド明を行う仕組みです。ePRNs 及び ePERNs は、ㄆドリサイ

クル業者ࡸ輸出業者がᨭ⤥します。 
1ᯛのePRN及びePERNが、1トンの包装廃棄物の回収ཪはリサイクルド明になり、材㉁別に㉎入できます。

ePRNs 及び ePERNs は、ཎ料としての包装廃棄物の㟂⤥≧ἣ（市ἣ）により౯᱁がኚືします。目標を㐩ᡂし

た企業は、వ分のePRNs及びePERNsを販売することができる市場ྲྀᘬシステムが導入されており、ᅜᐙ包

装廃棄物データベース（The National Packaging Waste Database: NPWD）を通じて売㈙されています。企業

は、義務をᯝたすため⊂⮬にᙜᒁ41に登録ཪは生産者㑂Ᏺス࢟ーム（組⧊）に加入するかを㑅ᢥすることができ

ます。⊂⮬登録する場合は、NPWDを通じて毎年4月7日までに⎔ቃᗇཪは⎔ቃ保ㆤᗇに登録します（図2-7）。 
  

                                                  
41 インࢢランド、࢙࢘ールࢬ、アイルランドは、⎔ቃᗇ、スコットランドは、⎔ቃ保ㆤᗇ。 

⾲2-6 生産者クラス（業種）別分担ẚ率 
クラス（業種） ẚ率 

ཎ材料製㐀者 (manufacturer) 6%
容器包装製㐀者 (convertor) 9%
中㌟࣓ー࢝ー (packer/filler) 37%
ᑠ売業者 (seller) 48%
ḟ包装提౪者 (secondary provider) 85%
サービス提౪者 (service provider) 85%

Source: The Producer Responsibility Obligation (Packaging 
Waste) Regulations 2007 
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図2-7 生産者㑂Ᏺス࢟ームと容器包装廃棄物の回収リサイクル 
 
 
包装廃棄物の回収率とリサイクル率のᐇ⦼をみると、2014年にᛴⴠしますが、そのᚋはቑ加ഴྥにᡠっていま

す。2008年のEUᣦ令の目標್は、全体の回収率が60%、紙・板紙のリサイクル率は60%ですが、ⱥᅜはいࡎ

れも㐩ᡂしています。2016 年の全体のリサイクル率は 64.7%、紙・板紙のリサイクル率は 82.0%となっていま

す。年（2018）ᨵ正されたEUᣦ令では新たに2025年の全体のリサイクル目標್65%、紙・板紙のリサイク

ル目標್75%が設定されていますが、ⱥᅜの紙・板紙の2016年のリサイクル率はこれを上回っています（図2-
8、図2-9）。 
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図2-8 包装廃棄物の回収率の推移㹼全体と紙・板紙㹼 図2-9包装廃棄物のリサイクル率の推移㹼全体と紙・板紙㹼 
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7 紙・ࣃルࣉ業界のື  ྥ
7.1 ⱥᅜのEU㞳⬺（Brexit） 
ⱥᅜのEU 㞳⬺は紙・ࣃルࣉ業界にとっても事業のあり᪉をᕥྑする大きな関ᚰ事の一ࡘです。EU は༢一市

場を基本⌮ᛕとしており、ᇦ内（加┕ᅜ間）での「人・物・資本・サービス」の移ືはཎ๎⮬⏤です。CPI は、

2017年5月にⱥᅜのEU㞳⬺に関するポジシࣙン・࣌ーࣃーを公⾲し、その見ゎを㏙ています42。ⱥᅜの製紙

業界はEU のサࣉライ࢙ࢳーンに౫存してᡂ立しており、EU 㞳⬺にあたってそうした⤒῭的な┦౫存関ಀを

ጉࡆるような事態は回㑊すきであるとしています。ල体的には、ࡂࡘのような≧ἣをᠱᛕしています。 
 ⱥᅜとEU間のྲྀᘬき（㈠᫆）における㠀関⛯㞀ቨ ۓ
 ⱥᅜのၟ品にᑐする不明░な関⛯ᡭ⥆き ۓ
 WTO（ୡ界㈠᫆機関）の加┕ᅜとして正ᘧなᆅを確保できない≧態 ۓ

ⱥᅜ政ᗓは、EU㞳⬺をEUが提ၐしているᚠ⎔ᆺࣂイオ࢚コ࣑ࣀー（the circular bioeconomy）を推㐍する

機会としてᤊえるきで、㈗㔜な紙⧄⥔がコンポストࡸᅛᙧ⇞料（RDF）に用される前にྍ⬟な㝈り製紙業界

内で用すきです。また政ᗓは、紙・板紙のᾘ費ᚋに回収されるྂ紙の量ではなく品㉁を㔜どすきです。こ

れに関㐃して、製紙業界はこれまでと同じようにEU法をᅜ内法に置き換えてEUㅖᅜとのᩚ合性を⥔ᣢすき

という見ゎです。ࡘまり、スイスࣀࡸル࢙࢘ーのように、EU 加┕ᅜでないものの加┕ᅜに‽じたᆅの確保が

㔜要という⪃えです。CPI は年ḟ報告書でも、製紙産業はỗࣚーロッࣃ的（Pan-European）な産業であり、

要な製紙࣓ー࢝ーのうࡕ、ⱥᅜに本社がある製紙࣓ー࢝ーはわࡎかに1社であり、それ以እの意ᛮ決定はⱥᅜ以

እのEUㅖᅜで行われるとして、ᇦ内での「物」の⮬⏤移ືの㔜要性をㄝ明しています43。 
7.2 中ᅜྂ紙輸入規制 
中ᅜのྂ紙の輸入規制は、もう一ࡘの㔜要な関ᚰ事です。ⱥᅜはྂ紙の輸出ᅜであり、ከい年は500万トン㏆

くのྂ紙がアジアㅖᅜに輸出されています。中でも、中ᅜྥけが70%を占めています。ྂ 紙の輸出➇தຊを⥔ᣢ

するためには、ྂ 紙回収システムを通じて品㉁を確保することがᴟめて㔜要です。ⱥᅜ内の製紙産業においても、

ྂ紙の用率を⥔ᣢし㧗めࡘࡘ市場での➇தຊを保ࡘためにも、品㉁の確保が不ྍḞです。CPIは、これまでも

EUの廃棄物枠組みᣦ令（2008）に言及して、品㉁の確保には資源のΰ合回収でなく分別回収をඃඛすきであ

ることを⧞り返し㏙てきました。こうした⤒⦋と⫼ᬒを㋃まえて、CPIは紙リサイクルにࡘいてࡂࡘのような

あり᪉を提ၐしています44。 
 。EUの廃棄物枠組みᣦ令で示された廃棄物処⌮のඃඛ㡰にᚑったྂ紙回収及び㑅別を行う ۓ
 。製紙ᕤ場での使用に㐺さない≧態にさせないため、ྂ紙は廃棄物と一⥴に回収しない ۓ
 。きであるEUの廃棄物枠組みᣦ令の目的を満たすという意味で他の資源物、≉にガラスと分けて回収す ۓ
てΰ合回収した場合は、透明性が確保され品㉁⟶⌮のための┘ᰝが行われ、リサイクル業界の基ࡐ他の資源物とΰ ۓ

‽を満たしている㑅別施設でのみ㑅別する。 
CEPI ۓ の㈐௵あるⓎ生源と品㉁⟶⌮に関するガイドライン（Guidelines on Responsible Sourcing and Quality 

Control）にᚑった㑅別ᕤ⛬で処⌮する。 
 。ー回収に使用するࢠルࢿ࢚紙のཎ料として使用できない場合は、ライフサイクルの最⤊ẁ㝵で ۓ
 。ーの⿵ຓのᑐ㇟としないࢠルࢿ࢚⬟ー回収に使用する場合は、生ྍࢠルࢿ࢚ ۓ
 。標‽品目分類⾲: EN643の要ồ事㡯を満たすࣃリサイクルのためのࣚーロッ ۓ
廃棄物規制 ۓ 2007 の㉺ቃのための出Ⲵ（TFS）及び輸出ඛの輸入規制（e.g. 中ᅜの CCIC/ASQIQ）の要ồ事㡯を

満たさない㝈り輸出をしない。 
 。製紙ཎ料としてのみ使用する ۓ
 。TFSの要ồ事㡯及び㠀要ồ事㡯の公⾲を含めTFSのᇳ行を㔜どする ۓ
体がデータを提出する⮬ ۓ WasteDataFlow において㑅別業者が処分した␗物の㔜量を算出するための࣓ࢬࢽ࢝

ムを導入する。 
ͤWasteDataFlow:ⱥᅜで᥇用されている⮬体が廃棄物の種類ࡸ量などを⎔ቃ┬に報告するシステム 
サイトで公⾲することにより透明性を確保ࣈ࢙࢘他の資源物が輸㏦される最⤊目的ᆅをࡸ体は回収したྂ紙⮬ ۓ

                                                  
42 CPI, Position Paper “Brexit,” May 2017. 
43 CPI, Annual Review 2017/18, p.3. 
44 CPI, Position Paper “Paper for Recycling,” April 2017. 
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する。 
政ᗓは⮬体が㑅別とᲕ包施設で処⌮されるྂ紙の品㉁を最大㝈ᨵၿするためのᩍ⫱（ၨⓎ）ண算を確保すること ۓ

をዡບする。 
 。法規制を見┤すࡸ⟇紙がリサイクルされることを㜼ᐖする製品関㐃の政 ۓ
 。政ᗓはライフサイクルをᛕ㢌に置いた廃棄物政⟇を推㐍する ۓ

7.3 ẁ࣎ールᕤ場と出Ⲵ量の推移 
ⱥᅜの1998年から2017年までのẁ࣎ール製㐀࣓ー࢝ー及びᕤ場数の推移を見ると、1998年には࣓ー࢝ー数

が 42 社であったのにᑐし、2017 年には 28 社にῶ少しています。またᕤ場数は、92 ᕤ場から 68 ᕤ場にῶ少し

ています（⾲2-10）45。 
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➨3❶ ドイツ 
1 ᴫ要 
ドイツでは、廃棄物処⌮と資源リサイクルは、㐃㑥政ᗓとᕞ政ᗓが㈐௵を分担して行われています。㐃㑥

政ᗓは、政⟇のඃඛ㡰の決定、法規制の制定、ィ⏬の┘╩、処⌮施設のᒚ行義務の⟇定などに㈐௵を有し

ています。ᕞ政ᗓは、㐃㑥法を⿵完する目的で⊂⮬に廃棄物処⌮法を制定し、ᆅᇦのルールを⟇定します。

ドイツには、㐃㑥ࣞベルの廃棄物処⌮ィ⏬はなく、ᕞ政ᗓがィ⏬を⟇定しᐇ施しています。一般廃棄物のリ

サイクルは、基♏⮬体の㈐務とされています47。 
資源リサイクルは、資源をḟཎ料としてᚠ⎔させる⤒῭άືの一部と⪃えられています。いわࡺるᚠ⎔

ᆺ⤒῭のᙧᡂを目標としたものです。その目標を㐩ᡂするための法的枠組みが、2012 年に制定されたᚠ⎔

⤒῭法（the Circular Economy Act）です。ᚠ⎔⤒῭法は、⮬体に紙・板紙、⨁、びん、ࣉラスࢳックなど

の分別回収システムの導入を義務づけるとともに、2020年までの一般廃棄物のリサイクル率の目標್65%
を設定しています。ドイツの一般廃棄物のリサイクル率は2000年に52.5%に㐩しておりEUの2020年の目標

್である 50%は㐩ᡂ῭みです。また有機性一般廃棄物のᇙ立率にࡘいても、2000 年には EU の 2016 年の目標

್（35%）を上回る 26.0%をグ録しています。EU 加┕ᅜのከくは、ᇙ立量を๐ῶするためᇙ立⛯を導入してい

ますが、ドイツはこの政⟇を᥇用していません。ᇙ立⛯に௦わり、ᇙ立禁止が㔜要な政⟇となっています。 
ドイツは、1991年に容器包装48の回収とリサイクルを目的とした包装廃棄物政令（the Packaging Ordinance）

を公ᕸし生産者㈐௵という⪃え᪉を導入した最初のEU加┕ᅜです。日では、この生産者㈐௵はᣑ大生産者㈐

௵（Extended Producer Responsibility: EPR）というᴫᛕでᬑ及していますが、もともと⤒῭協ຊ開Ⓨ機ᵓ

（Organization for Economic Co-operation and Development: OECD）が提ၐしたᴫᛕと言われています。ᣑ大

生産者㈐௵は、ᚑ᮶の「生産からᾘ費までの㈐௵」から「生産から廃棄までの㈐௵」に生産者の㈐௵の⠊ᅖをᣑ

大したᴫᛕです。1994年には、EUが包装廃棄物ᣦ令を᥇ᢥし、包装廃棄物の回収とリサイクル目標್を設定し、

加┕ᅜに回収システムのᩚഛと目標್の㐩ᡂを義務づけました。これをཷけて、ドイツは 1998 年にEU ᣦ令と

のᩚ合性を図るため包装廃棄物政令をᨵ正しています。そのᚋ、この包装廃棄物政令は、EU ᣦ令のᨵ正にᑐ応

するとともに新規の目標್の設定などᗄ度かᨵ正されています49。2017年には包装廃棄物政令を置き換えた包装

廃棄物法（the Packaging Act）が制定され、2019年1月1日に施行されました50。包装廃棄物法は、素材ࡈと

にリサイクル率の目標್を設定しており、2022年の紙製容器包装（紙・板紙）の目標್は90%となっています。 
生産者㈐௵による包装廃棄物の回収とリサイクルが制度化されて以᮶、ドイツの資源回収システムはいわࡺる

デュアル・システムとばれています。これは、⮬体による資源回収と PROs（生産者㈐௵機関㸸容器包装の

生産者に௦わり包装廃棄物の回収を廃棄物処⌮業者などにጤクして行っている機関）による容器包装の回収が୪

行して行われるためです。新⪺ࡸ㞧ㄅなど容器包装以እの紙・板紙の回収義務は生産者にはなく、⮬体の㈐務

で回収されることになっています。ᐇ㝿には、PROs が設置する紙製容器包装の回収容器に新⪺ࡸ㞧ㄅなどが投

入されることもከく見られ課㢟の一ࡘにあࡆられていました。こうした課㢟のᑐ応⟇としてPROsに回収㈐務

がある容器包装に加えて同じ素材の資源物を一ࡘの容器でΰ合回収する᪉法が㆟ㄽされてきました。紙製容器包

装を含ྂࡴ紙（紙・板紙）とびんは、別ࠎの容器で回収されますが、⨁ࣉࡸラスࢳックなどの㍍量容器包装は、

一ࡘの容器でΰ合回収されます。こうした㍍量容器包装の回収容器に同種の素材の資源物を投入してΰ合回収す

る⮬体も見られるようになっています。資源物のΰ合回収の容器は、「資源容器」とばれています。 
 
  

                                                  
47 European Environmental Agency, Municipal waste management in Germany, February 2013, p.5. 
48 容器包装は、一般廃棄物中の容量で約60%、㔜量で約25%を占めると言われています。 
49 Umwelt Bundesamt, Packaging, 20.07.2015. 
50 Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety, Waste Management in Germany, pp.20-21., 

Jurgen Resch, Packaging Waste Management in Germany: Expectations, Results, and Lessons learned, Deutsche 
Umwelthilfe, Sacramento, April 24 2009 (Presentation slide). 
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 یBox4 ドイツのᆅ᪉⮬ی

ドイツは、13 㐃㑥ᕞと 3 㒔市ᕞからなる㐃㑥制の共ᅜで、正ᘧ名⛠はドイツ㐃㑥共ᅜ（Bundesrepublik 
Deutschland）です。㐃㑥ࣞベルの⎔ቃ行政は、1986年に設立された㐃㑥⎔ቃ┬がᡤ⟶しています。正ᘧ名⛠は、ドイ

ツ㐃㑥⎔ቃ・⮬↛保ㆤ・ཎᏊຊ施設Ᏻ全┬（Bundiesministerium fur Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit; 
BMU）です。㐃㑥⎔ቃ┬の下に、㐃㑥⎔ቃᗇ（Umweltbundesamt）、㐃㑥⮬↛保ㆤᗇ（Bundesamt fur Naturschutz）、
㐃㑥ᨺᑕ⥺保ㆤᗇ（Bundesamt fur Strahlenschutz）があります。資源リサイクルは、1974年に設立された㐃㑥⎔ቃ

ᗇがᡤ⟶しています。 

ྛᕞは、それࡒれがᶒを有し、⊂⮬の᠇法、政ᗓ及びุᡤをᣢࡘᅜᐙです。㐃㑥とᕞのᶒ㝈の㓄分にࡘいては、

ドイツ基本法（以下、「基本法」という。）に「ᅜのᶒ㝈の行使およびᅜᐙの௵務の㐙行は、この基本法に別ẁの定めが

ない㝈り、ᕞのᶒ㝈にᒓする」（➨30᮲）と規定されており、ᕞに㐃㑥にされていない分㔝の立法ᶒ㝈をえる一

᪉、ᕞ法にᑐする㐃㑥法のඃ（➨31᮲）が規定されています。また基本法（➨28᮲）は、市⏫ᮧ及び市⏫ᮧ㐃合の

⮬ᶒをㄆめており、⮬体の業務ࡸᶒ㝈にࡘいてはᕞによって␗な

ります。市⏫ᮧ数は、約12,000にのࡰります。 

㐃㑥ᕞ（Bundesland）には、㒆（Kreise）と市⏫ᮧ（Gemeinde）51の

ᒙ制と㒆から⊂立した⊂立市（Kreisfreie Stadt）の一ᒙ制があります。

㒆はᕞの出ඛ機関と⮬体としての性᱁をేせᣢった行政機関です。

市⏫ᮧは、基♏⮬体に┦ᙜします。⊂立市は、基♏⮬体であると

同に㒆の事務も行います。 

市⏫ᮧ㐃合（Kommunalverbände）は、ᕞ法によりㄆめられたᗈᇦ行

政組⧊です。㒆もᗈᇦ市⏫ᮧ㐃合の一ࡘにあたり、基♏⮬体である

市⏫ᮧにᑐし⿵完的なᙺをᣢっています。市⏫ᮧ㐃合には、ձ市⏫

ᮧᑠ㐃合（engerer Gemeindeverband）、ղ目的組合（Zweckverband）、
ճᗈᇦ㐃合（hohere Kommunalverbande）の3ࡘがあります。市⏫

ᮧᑠ㐃合は、㒆より⊃い༊ᇦ内の市⏫ᮧでᵓᡂする㐃合組⧊をᣦしま

す。㒆と市⏫ᮧの中間にあって、ɔ ᡂ市⏫ᮧの行政事務の㐙行を⿵完・

௦行します。目的組合は、事務を共同で処⌮した᪉がຠ率的な場合に

関ಀ市⏫ᮧにより組⧊されるもので、日本の一部事務組合に┦ᙜしま

す。ᆺ的には、資源回収を含ࡴ廃棄物処⌮、上下Ỉ㐨、ᾘ㜵などの

事務があࡆられます。ᗈᇦ㐃合は、㒆より༊ᇦのᗈいᆅᇦの市⏫ᮧで

ᵓᡂする㐃合組⧊です。 

ドイツの㤳㒔であるベルリン、ࣁンࣈルク、ࣈルー࣓ンの3㒔市は、

基♏⮬体であるとともに㒔市ᕞ（Stadtstaat）としてㄆめられており、

下の行政༊分として༊（Stadtbezirk）があります。 
 

Source: 一般財団法人⮬体ᅜ㝿化協会, ドイツのᆅ᪉⮬（ᴫ要∧） 2̿011年ᨵゞ∧  ̿
 
 
 
  

                                                  
51 ᐇ㝿には、市・⏫・ᮧという༊分はなく、一定の人ཱྀを有する基♏⮬体をstadt（市）とばれています。 

㐃㑥（Bund） 
㐃㑥ᕞ 13 㒔市ᕞ 3 

㒆 

⊂立市 ༊ （市⏫ᮧ㐃合） 
 

市⏫ᮧ 

no ᕞ名 
 ーデン㸻ࣦュルテンベルクࣂ 1
 ルン࢚イࣂ 2
3 ベルリン 
 ルクࣈランデンࣈ 4
  ー࣓ンࣞࣈ 5
  ルクࣈンࣁ 6
 ンࢭッ࣊ 7
8 ࣓クࣞンࣈルク㸻フ࢛アポン࣓ルン 
 ンࢭクࢨーࢲーࢽ 9

 ーࣞンストフ࢙ルトライン㸻ࣦࣀ 10
11 ラインラント㸻ࣉフルツ 
 ールラントࢨ 12
 ンࢭクࢨ 13
 ルトࣁン㸻アンࢭクࢨ 14
15 シュࣞースࣦࣄ㸻࣍ルシュタイン 
16 テューリンࢤン 
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2 法規制 
ドイツの廃棄物処⌮は、1970年௦から日にかけて「㐺正処⌮」から「資源リサイクル」、そしてᚠ⎔ᆺ社会

のᙧᡂにྥけての「資源⟶⌮」と大きなኚ㑄を㐙ࡆています。こうしたኚ㑄は、௦⾲的な2ࡘの法規制にみて

とることができます。1972年に制定された廃棄物処分法（the Waste Disposal Act）は、⎔ቃ・⾨生ၥ㢟をゎ決

することを目的とした法ᚊで、廃棄物の㐺正処分中ᚰの内容でした。この法ᚊが制定された⤖ᯝ、全ᅜに約5万

ࣨᡤあったとされるᇙ立処分場は、┦ḟいで㛢㙐され、439ࣨᡤにῶ少しました。1980年௦に入るとᚑ᮶のၥ㢟

に加えて、容器包装のቑ加など新たなၥ㢟が㢧在化してきました。こうした≧ἣにᑐ処するために制定されたの
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図3-1 基本ᴫᛕと法規制のኚ㑄 
 
  

                                                  
52 Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen Bewirtschaftung von Abfällen 

(Kreislaufwirtschaftsgesetz - KrWG) 
53 ᚠ⎔⤒῭法が廃棄物の基本法ですが、それを⿵完する目的で包装廃棄物をはじめ廃Ἔ、廃⮬ື㌴、廃㟁ụなど製品廃棄物ࡈと

に政令が公ᕸされています。, European Commission, National factsheet on separate collection: Germany,p.6 
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3 リサイクル率とᇙ立率 
1991年の包装廃棄物政令1994ࡸ年の資源ᚠ⎔・廃棄物法の制定に見られるように、ドイツは1990年௦から

✚ᴟ的に資源リサイクル施⟇をᐇ施しており、その⤖ᯝは 2000 年の一般廃棄物のリサイクル率にあらわれてい

ます。2000 年には、リサイクル率は 52.5%に㐩しており 2008 年の EU 廃棄物枠組みᣦ令の 2020 年の目標್

（50%）を上回っています（図3-2）。 
EU 加┕ᅜのከくは、ᇙ立量を๐ῶするためᇙ立⛯を導入していますが、ドイツはこの政⟇を᥇用していませ

ん。ᇙ立⛯に௦わり、ᇙ立禁止が㔜要な政⟇となっています。1993年に中間処⌮（↝却など）を⤒ࡎに有機性の

一般廃棄物をᇙめ立てることを禁止する規制を公ᕸしています。これは、ᇙ立処分できる一般廃棄物を全有機Ⅳ

素（total organic carbon）が3%以下の廃棄物に㝈定するものです。2001年と2002年にはࡂࡘの内容の2ࡘの

政令を公ᕸし、1993年の規制を⿵完しています54。 
 2005年6月1日以㝆: ┤᥋ᇙ立する廃棄物のⅣ素含有率が最大5% ۓ
機Ე的・生物Ꮫ的に前処⌮した一般廃棄物: Ⅳ素の含有率が最大で18%及びຎ化テスト（degradation tests）で 定 ۓ

した廃棄物中の生分ゎ性の有機Ⅳ素の含有率がᴟめてపい（very low）廃棄物 

2006 年のᇙ立率は 1%以下となっており、2018 年にᨵ正されたᇙ立ᣦ令の 2035 年の目標್ 10%を㐩ᡂして

います。2005年の前処⌮の義務づけが、ᇙ立量に大きなᙳ㡪があったと推 できます。1999年、ドイツは2020
年までに一般廃棄物の全量回収（マテリアルリサイクル及びࢿ࢚ルࢠー回収）する目標を決定しており、これが

ᐇ⌧すれば有機性ࡔけではなくすての一般廃棄物のᇙ立処分が不要になります55。 
 

 
図3-2ᇙ立率リサイクル率、↝却率の推移 

 
 
 
  

                                                  
54 European Environmental Agency, Municipal waste management in Germany, February 2013, p.9. 
55 Ibid., p.15 
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54 European Environmental Agency, Municipal waste management in Germany, February 2013, p.9. 
55 Ibid., p.15 
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4 資源回収システム 
前㏙の通り、ᚠ⎔⤒῭法は基♏⮬体に2015 年 1 月 1 日までにྂ紙、金ᒓ、ࣉラスࢳック、ガラス及び有機

性廃棄物の分別回収システムをᩚഛすることを義務づけています。2020 年までの一般廃棄物のリサイクル目標

್65%は明グされていますが、分別回収の目標್（人ཱྀのࣂ࢝ー率など）は規定されていません。たࡔし、包装

廃棄物にࡘいては、包装廃棄物法が素材ࡈとに回収とリサイクル目標್を設定しています56。 
公共が関する資源回収の᪉法は、ᡞ別回収、ᣐⅬ回収、市Ẹࢭンターでのཷ入の3ࡘですが、ᕞࡸᆅᇦと品

目によって流の᪉法は␗なります。ྂ紙のᡞ別回収では、㟷の容器ࡸ⿄（ཪは⤖᮰）を使用した分別回収が

流で、他の品目とのΰ合回収は⛥な᪉法です。ᣐⅬ回収はḟ的な回収᪉法となっています。ྂ紙は市Ẹࢭンタ

ーのᣢ込み品目の一ࡘです57。またẸ間団体ࡸ業者による回収ࡸ㈙ྲྀᣐ

Ⅼᣢ込ࡴ回収ルートもあります（⾲3-1）。 
2013年1月、ベルリン市は㍍量容器包装と容器包装以እの類ఝの資源

物を黄色ཪはオࣞンジの容器（資源容器）に入れてΰ合回収する᪉法を᥇

用しました（図 3-3）。㍍量容器包装には、⨁（スࢳール及びアル࢘ࢽ࣑

ム）、飲料ࣃック、ࣉラスࢳック製容器包装（࣎トル、࢝ッࣉ、フルム

など）、複合材でできた容器包装が含まれます。類ఝの資源物としては、

たとえば、Ỉᕪし⨁、フラ࣡ーポット、ࣉラスࢳックの࢘࣎ル（どんࡪり）、

⋵ල、ポット、フライࣃン、ᕤල、㣗༟用金物などです。ྂ紙（新⪺、㞧

ㄅ、࢝タロࢢ類、オフス࣌ーࣃー、紙製容器包装など）は、㟷の容器、

ガラスは⥳及びⲔの容器、有機性廃棄物はⲔの容器を使用します58。 
 
 

⾲3-1 ベルリン市の資源回収のᴫ要 
分別回収 回収品目 紙・板紙（㟷の㌴㍯き容器） 

ガラス（⥳とⲔの㌴㍯き容器で、通ᖖ透明びんと色びんの2種類を分別回収） 
有機⣔廃棄物（BIOGUTとばれるⲔ色の㌴きの容器） 

回収㢖度 紙・板紙:  
ᒃఫ用ఫᏯ（120/240ε容器） 
事業ᡤ（240/660/1100ε容器、 

⛥に2500/4500ε容器）  

 
4㐌ཪは8㐌の1回（⏦込み制） 
毎㐌、㝸㐌、4㐌に1回（⏦込み制） 
 

 ガラス:  
事業ᡤ（240/360/660/1100ε容器） 
ᒃఫ用ఫᏯ 

 
4㐌に1回 
㝸㐌（⏦込み制） 

 有機性廃棄物:（㣗品ṧ´） 
ᒃఫ用ఫᏯ（60/120/240ε） 

 
毎㐌（ኟ場のみ）、通ᖖ㝸㐌 

 :ー率 紙・板紙ࣂ࢝
ᒃఫ用ఫᏯ 
事業ᡤ 

 
 100%ࡰ
100% 

 ガラス: 4契約ᆅ༊のうࡕ 
3ᆅ༊はᡞ別回収;71%、ᣐⅬ回収;29% 
1ᆅ༊はᡞ別回収;45%、ᣐⅬ回収;55%（2013年まではᡞ

別回収が59%） 
 有機性廃棄物（㣗品ṧ´）: 

ᒃఫ用ఫᏯ 
事業ᡤ 

 
80%（㒔ᚰ） 
No data 
ᑠ規ᶍ事業ᡤは、一般的な有機性廃棄物用の容器を使用。

財源 収㞟料金とその他サービス料金 
市は PAYT を᥇用。たとえば、廃棄物用の 60ε容器の収㞟料金: Μ55、有機性廃棄物用の容器: Μ
25.06、資源容器:↓料、⅊色の⿄を㏣加する場合は㏣加料金をᚩ収。（1Μ(ユーロ)は、約125）

ͤベルリン市の廃棄物収㞟と資源回収は、1951 年に市が設立した BSR（the Berliner 
Stadtreinigungsbetriebe）が行っています。 

                                                  
56 European Commission, National factsheet on separate collection: Germany, pp.6-7. 
57 Ibid., p.8. 
58 European Commission, Capital factsheet on separate collection: Berlin, p.2., Michael Resch, Waste Management in Berlin 

Part One, 23 October, 2013, p.5. 

Source: Municipal Waste 
Management in Berlin, p.43. 
図3-3 資源容器（ベルリン） 
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市Ẹ負担 紙・板紙: 
包装廃棄物はデュアル・システム（生産者㈐௵）が負担します。紙製容器包装以እのྂ紙は市Ẹ

負担がཎ๎です。たࡔし売却┈などで↓料の場合もあります。 
  ガラス: 

包装廃棄物はデュアル・システム（生産者㈐௵）が負担します。 
  有機性廃棄物（㣗品廃棄物） 

Ⲕ色の容器の料金（収㞟㢖度: 毎㐌） 
60ε/Μ26.06; 120ε/Μ26.10; 240ε/Μ29.23; 660ε/Μ64.73; 1100ε/Μ78.30 
ⴠࡕⴥ用の⿄を㏣加する場合はΜ 4/回 

ΰ合回収 回収品目 ㍍量容器包装（⨁及びࣉラスࢳック包装）及び類ఝの資源物（資源容器及び資源⿄） 
回収㢖度 毎㐌ཪは㝸㐌  
 ー率 ᒃఫ用ఫᏯࣂ࢝

 
事業ᡤ 

100%（資源容器ཪは資源⿄） 
資源⿄の使用率は7㹼18%（≉に༢一ୡᖏ） 
100%（黄色の容器ཪは⿄を使用。容器包装以እの類ఝの

資源物は事業⣔廃棄物に༊分されるため処⌮㈐௵は事業

者にあります。そのため、BSRࡸDSDの回収ᑐ㇟እにな

ります。） 
財源 資源容器で回収される包装廃棄物はデュアル・システム（生産者㈐௵）が負担します。 

資源容器で回収される包装廃棄物以እの類ఝの資源物は、売却┈などで賄われます。 
市Ẹ負担 ↓料 

ᣐⅬ回収 回収品目 ガラス 
ᣐⅬ数 6,000ࣨᡤ（透明、⥳、Ⲕ色の3容器） 
財源 デュアル・システム（生産者㈐௵） 
市Ẹ負担 ↓料 

市Ẹࢭンター 回収品目 20種類の資源化物及び30種類の有ᐖ廃棄物 
ᣐⅬ数 15 
財源 66%は廃棄物収㞟料金、35%は売却┈ 
市Ẹ負担 ↓料ཪはΜ10㹼70/㌴୧（料金は市Ẹࢭンターの場ᡤ、㌴୧のサイࢬ、廃棄物の種類により␗なり

ます。） 
Source: Capital factsheet on separate collection 

 
5 印刷情報紙の回収とリサイクル 

1994年9月26日、ドイツ㐃㑥⎔ቃ┬のⓎとᣦ導により、製紙産業、輸入業者、༺売業者、印刷業界、出∧

業界の業界団体が共同で設立した印刷情報㐃合会（Arbeitsgemeinschaft Graphische. Papiere: AGRAPA）は、

2000 年までに印刷情報紙の回収率を 60%までቑ加させることを宣言しました。情報印刷紙は、オフスࡸ行政

機関などで使用される印刷物ࡸコࣆー用紙のことです。このྲྀり組みは㡰ㄪに推移し、2000年には1994年の目

標をᨵゞし、回収率80%（s3%）を⥅⥆的に⥔ᣢするという目標にಟ正しました。この目標は、日まで⥔ᣢさ

れています（図3-4）59。 
 

                                                  
59 Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety, Closed-loop waste management, pp.18-19., 

Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety,  Waste Management in Germany 2018, 
March 2018, pp.18-19. 
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59 Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety, Closed-loop waste management, pp.18-19., 

Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety,  Waste Management in Germany 2018, 
March 2018, pp.18-19. 
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図3-4 印刷情報紙の回収量と回収率の推移 
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包装廃棄物法に基づく容器包装の回収システムを示したものです62。 
 
 
 

                                                  
60 Verpackkungsgesetz-Verpack G auf dem neuesten Stand, Information Platform for Manufacturers and Distributors 

regarding the Packaging Law. 
61 LUCIDは、透明性（transparency）という意味です。市場投入量がガラス80トン未満、紙・板紙50トン未満、その他素材30

トン未満の場合はこの「宣言書」の提出義務は免除されます。,Der Grune Punkt, The new German Packaging Act is here – 
and it’s particularly important for online retailers., Ixtenso (Magazine for Retailer), New Packaging Act in Germany: Online 
retailers must register, Zentrale Stelle, How To Guide to the Packaging Act for Manufacturers, Elisabeth Skoda, Getting 
Ready for the German Packaging Law , Packaging Europe, 14 December 2018., Ixtenso (Magazine for Retailer). 

62 ドイツでは、容器包装のデュアル・システムとは別枠で、飲料容器のデポジット返却システムが導入されており、回収目標率は

70%となっています。Verpackkungsgesetz-Verpack G auf dem neuesten Stand. 
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図3-5 容器包装の回収システム 

 
回収ᑐ㇟となる容器包装は、最⤊ᾘ費者に販売されてᾘ費ᚋに出される容器包装です。ここでの最⤊ᾘ費者

には、一般ᾘ費者に加えてࣞストラン、࣍テル、

社ဨ㣗ᇽ、行政機関、㝔なども含まれます。

まり、一般廃棄物として出される容器包装ࡘ

ということになります。容器包装の種類として

は、紙・板紙（ẁ࣎ールを含ࡴ紙製容器包装）、

ガラス（ⓑ・Ⲕ・⥳）、㍍量容器包装です。した

がって、分別༊分も、紙・板紙、ガラス、㍍量

容器包装の3༊分になります。 
2019 年 1 月に施行された包装廃棄物法のリ

サイクル目標್は⾲ 3-2 のとおりです63。なお

リサイクル率は、生産者等がPROsに⏦告した

「販売目的で市場に出された容器包装の量」に

ᑐするMRF（Material Recovery Facility）で

㑅別されて、「ḟཎ料としてリサイクル施設

にᦙ入された容器包装の量」の合で示されま

す。 
 
 
 
 
 

2005年からの回収率の推移は、全体では2007年以㝆90%を上回り2016年には97.2%に㐩しています。紙・

板紙は、さらに㧗い回収率で推移しており、2016 年には 99.8%となっています（図 3-6）。リサイクル率は、製

紙ཎ料としての用率を意味します。全体のリサイクル率は、2008年以㝆は2015年を除いて70%を上回って推

移しています。紙・板紙は、2005年には80%を上回っており、2008年以㝆は90%前ᚋで推移し2016年は88.7%
をグ録しています（図3-7）。 

                                                  
63 Zentrale Stelle, p.5, Verpackkungsgesetz-Verpack G auf dem neuesten Stand. 
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7 ẁ࣎ールᕤ場と出Ⲵ量の推移 
ドイツのẁ࣎ール製㐀࣓ー࢝ー数は、1998 年が43社でしたが、2003 年から2011 年までは39 社、そのᚋቑ

加し 2017 年には 45 社にቑ加しています。ᕤ場数は、1998 年が 113 ᕤ場で 2003 年と 2004 年には 110 ᕤ場ま

でῶ少しますが、そのᚋቑ加し2017年には125ᕤ場となっています（図3-8）64。 

 
図3-8 ࣓ー࢝ー数とᕤ場数の推移（ドイツ） 

 
ẁ࣎ールの出Ⲵ量は、㐣ཤ 20 年間で大ᖜにቑ加しています。1998 年の出Ⲵ量は 340 万トンでしたが、2005

年には400万トン、2017年には530万トンにቑ加しています（図3-9）65。 
 

 
図3-9 ẁ࣎ールの出Ⲵ量の推移（ドイツ） 

                                                  
64 FEFCO Annual Statistics 
65 Ibid. 
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 یBox5 ドイツ製紙㐃合会（VDP）の製紙⤫ィی

ྂ紙用率（Utilization rate）とリサイル率（Recycling rate）の推移 (%)   
㡯目 2000 2010 2015 2016 2017          紙・板紙の生産量  （‘000トン） 

用率 1 60 70 74 74 75  㡯目 2016 2017 
 印刷情報紙 2 37 47 52 53 52  印刷情報紙 2 8,355 8,154

包装用紙（紙・板紙） 95 101 100 100 99  包装用紙（紙・板紙） 11,390 11,815
ᐙᗞ紙 74 53 48 46 46  ᐙᗞ紙 1,507 1,514
その他紙・板紙 41 42 43 43 43  その他紙・板紙 1,378 1,435

リサイクル率 3 72 77 75 74 75     
1 用率: 紙・板紙の生産量にᑐするྂ紙の用量。 
2 情報印刷紙は、新⪺用紙を含ࡴ。 
3 リサイクル率: 紙・板紙の⥲ᾘ費量にᑐするリサイクル目的のྂ紙の見け回収量。 
Source: Verband Deutscher Papierfabriken e.V., Facts about Paper, 2018 
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おわりに 

これまでEUが᥇用してきたᡓ␎は、ᇙ立を回㑊させることで、リサイクルと㏣い込み、資源をᚠ⎔させる

ことです。有機性一般廃棄物のᇙ立率をపくᢲさえると、必↛的にリサイクル率と↝却率が㧗くなります。EU加

┕ᅜの中で、一般廃棄物のリサイル率と↝却率が㧗いᅜは、ドイツに加えてス࢙࢘ーデン、ベルࢠー、デンマー

ク、オランࢲ、そして EU 加┕ᅜではありませんがスイスです66。これらのᅜのᇙ立率は、10%以下です。こう

したᅜは、資源リサイクルのඛ㐍ᅜと言えるでしࡻうが、紙リサイクルというどⅬでは、ᚋྂ紙の品㉁のᨵၿ

と⥔ᣢにྥけてどのような㑅ᢥをしていくのかがὀ目されます。ⱥᅜは、フランスࡸイタリアとともに➨ࢢル

ーࣉにᒓしています。ⱥᅜはEU㞳⬺ᚋも、回収システムにࡘいては大きなኚ᭦はないとᛮわれますが、目標್

も含めてEUの資源リサイクル施⟇とのᩚ合性を⥔ᣢしていくのかどうかがポイントの一ࡘになるでしࡻう。ま

たྂ紙の輸出ᅜであるⱥᅜが、中ᅜの輸入規制にどのようにᑐ応していくのかはもう一ࡘの課㢟としてあࡆられ

ます。 
資源回収システムはᡞ別回収とᣐⅬ回収の組合せが基本です。EU 全体としては、ᣐⅬ回収の容器の設置数を

ቑࡸす᪉ྥにあります。ᡞ別回収では、ΰ合回収がቑ加するഴྥにあるようですが、2 分別ࡸ 3 分別を᥇用する

ᆅᇦも見られます。ドイツの包装廃棄物の回収༊分は、ྂ 紙（紙製容器包装）、びん、㍍量化容器包装（⨁及びࣉ

ラスࢳックなど）の3༊分となっています。ᣐⅬ回収は、通ᖖ品目ࡈとにಶ別の容器が使用されていますが、ΰ

合回収する容器を設置するᆅᇦもみられます。 
ᡞ別回収ࡸᣐⅬ回収を通じて回収される資源物は、MRF で㑅別されてリサイクル施設にᦙ入されます。ࣚー

ロッࣃでは、MRFは資源回収システムにとって必要なインフラ施設であるというㄆ㆑が定╔しており67、資源物

の品㉁の確保には㑅別装置のᢏ⾡㠉新が㔜要であると言われています。たとえば、ගᏛ㑅別装置（optical sorting）
はその一です。MRF の㑅別の⢭度が、ྂ紙の品㉁にとって㔜要であるにしても、CEPI ⱥᅜのCPIࡸ がᣦ

するようにΰ合回収は、品㉁ప下の要ᅉであることは容᫆にീできます。EU が推㐍しようとしているᚠ⎔ᆺ

 。ーには、回収量と品㉁の୧᪉を満たす回収システムが必要です࣑ࣀコ࢚イオࣂ
⡿ᅜとEUㅖᅜの資源回収をẚ㍑的どⅬでみると類ఝⅬと┦㐪Ⅼがあります。EUはEU法（ᣦ令）を᥇ᢥし

て加┕ᅜの資源リサイクルのあり᪉を᪉ྥづけていますが、⡿ᅜの㐃㑥政ᗓは資源リサイクルを規制する㐃㑥法

を制定することはありません。⡿ᅜでは、資源リサイクルはᕞ政ᗓࡸ⮬体が行うきことと⪃えられています。

EU の加┕ᅜによって資源リサイクルの㐍ᤖ≧ἣࡸᐇ⦼に᱁ᕪがみられるように、⡿ᅜにおいてもᕞによって大

きく␗なります。たࡔし、EU の場合は加┕ᅜ共通の目標್が設定されていることから、ᑗ᮶的には᱁ᕪが⦰ᑠ

するྍ⬟性があるのにᑐし、⡿ᅜはᅜとしてのල体的な共通目標を設けていないため、そのྍ⬟性はపいとᛮわ

れます。回収᪉法では、前㏙のとおり、⥲じてEUㅖᅜはᣐⅬ回収をᣑさせるഴྥがみられますが、⡿ᅜはᡞ

別回収を㔜どする᪉ྥにあります。୧者の類ఝⅬとしては、MRF が資源回収システムの㔜要な置を占めてい

ることがあࡆられます。ᚋḢ⡿ㅖᅜの資源リサイクルの≧ἣをᩚ⌮していくにあたっては、こうした類ఝⅬと

┦㐪Ⅼをど㔝に入れて行うことも㔜要とᛮわれます。⾲4-1はEUと⡿ᅜの類ఝⅬと┦㐪Ⅼをᩚ⌮したものです。 
 

  

                                                  
66 日本と同じようにスイスは、資源リサイクルがᾐ透する1970年௦から↝却౫存度が㧗いᅜでした。 
67 このⅬは、⡿ᅜも同ᵝです。 
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⾲4-1 EUと⡿ᅜの類ఝⅬと┦㐪Ⅼ 

㡯目 EU ⡿ᅜ 
法規制 EU が加┕ᅜをᣊ᮰する EU 法を᥇ᢥします。資

源リサイクル関㐃では、ᣦ令（Directive）を᥇ᢥ

し、加┕ᅜがその規定内容をᅜ内法に置き換えま

す。ᣦ令は、᪉㔪ࡸ目標にࡘいて規定しています

が、その㐩ᡂ᪉法は加┕ᅜにጤࡡられています。

㐃㑥ࣞベルで廃棄物を規制する要な法ᚊは、資

源保全回収法（RCRA）です。RCRAは、↓ᐖ廃

棄物（サࣈタイトル D）と有ᐖ廃棄物（サࣈタイ

トル C）のチㄆྍࡸ処⌮᪉法にࡘいて規定してい

ます。資源リサイクルに関する規定はありません。

目標  ್ EU はᣦ令で目標್を設定しています。一般廃棄

物のリサイクル目標率、有機性一般廃棄物のᇙ立

率、包装廃棄物の素材別リサイクル率にࡘいて目

標್が設定されています。EUの目標್は、加┕ᅜ

の目標್でもありますが、それを上回る⊂⮬の目

標್を設定する加┕ᅜもあります。 

㐃㑥ࣞベルでの目標್の設定はありません。ᕞࡸ

㒆ࡸ市は、⊂⮬の目標್を設定しています。࢝リ

フ࢛ルࢽアᕞࢽࡸューࣚークᕞなどリベラルで⎔

ቃリサイクルに✚ᴟ的なᕞは、㧗い目標್を設定

しています。 

ᣦ標 EUでは、回収率、リサイクル率、↝却率、ᇙ立率

がᣦ標となっています。 
⡿ᅜでは、㌿換率（Diversion  rate）というᣦ標

がᬑ及しています。 
処⌮ィ⏬ 大༙の加┕ᅜはᅜࣞベルの処⌮ィ⏬を⟇定してい

ます。加┕ᅜは、ᕞࡸᆅᇦࣞベルでも、ィ⏬を⟇定

しています。 

㐃㑥ࣞベルの処⌮ィ⏬はなく、ᕞ政ᗓが㒆ࡸ市に

処⌮ィ⏬の⟇定を義務づけている場合がከいで

す。 
資源回収の᪉法 ᡞ別回収とᣐⅬ回収が基本ですが、全体としてᣐ

Ⅼ回収がᣑഴྥにあります。 
ᡞ別回収とᣐⅬ回収が基本ですが、ᡞ別回収を㔜

どするഴྥにあります。 
容器包装 EU は包装廃棄物の回収とリサイクルを義務づけ

るᣦ令を᥇ᢥしています。すての加┕ᅜで、包

装廃棄物回収・リサイクルシステムがᩚഛされて

います。また、ドイツ、Ḣ3ࣨᅜ、デンマーク、

オランࢲなど飲料容器のデポジット返却システム

を導入している加┕ᅜもあります。 

容器包装廃棄物を回収リサイクルする目的の㐃㑥

ࣞベル法規制ࡸ制度はありません。࣡ シントンᕞ、

オࣞࢦンᕞ、࢝リフ࢛ルࢽアᕞ、ࢽューࣚークᕞ、

マサࢳューࢭッツᕞ、࣡ࣁイᕞなど10ᕞとࢢム

で飲料容器のデポジット返却システムが導入され

ています。 
分別vs.ΰ合回収 廃棄物枠組みᣦ令は、ྍ ⬟な㝈りྂ紙（紙・板紙）、

びん、⨁、ࣉラスࢳックを分別回収するよう規定

しています。分別の༊分は、ᅜࡸᆅᇦよってかな

り␗なります。⌧≧では、品目によって分別回収

とΰ合回収がΰ在しています。 

RCRAは、分別回収を規定していません。資源回

収の分別༊分は、ᆅᇦにጤࡡられていますが、ΰ

合回収を᥇用するᆅᇦがቑ加（70㹼80%）してい

ます。一部のᆅᇦでは、廃棄物と資源をΰ合回収

する᪉法が᥇用されています。 
資源回収施設（MRF） MRFは、資源回収システムの㔜要な要素となって

います。㏆年では、施設の規ᶍがᣑ大しており、㑅

別処⌮量も大ᖜにቑ加しています。㑅別ᢏ⾡の㠉

新が㐍んでおり、ᡭ㑅別ᕤ⛬がῶ少しています。

MRFは、資源回収システムの㔜要な要素となって

います。MRFは資源物の㑅別が一般的ですが、廃

棄物とΰ合で回収された資源を㑅別回収する施設

（MWPF）も導入されています。 
ᣑ大生産者㈐௵（EPR） 1991 年にドイツが包装廃棄物政令を公ᕸし生産

者に容器包装の回収とリサイクルを義務づけたの

が最初です。1994年にEUが容器包装廃棄物ᣦ令

を᥇ᢥし、加┕ᅜに容器包装の回収とリサイクル

を義務づけたことから、日では EPR は EU ㅖ

ᅜの資源リサイクル施⟇の一ࡘとなっています。

⡿ᅜでは、EPR のᴫᛕはスࢳュ࣡ードシッࣉ

（stewardship）という用ㄒで▱られていますが、

EU ✚どᬑ及していません。資源リサイクルに

ᴟ的なᕞは、処⌮ィ⏬にスࢳュ࣡ードシッࣉの導

入を含めています。⡿ᅜでのᬑ及は、㝈定的と⪃

えられます。 
⤫ィデータ 目標್が設定されていることもあり、EU は加┕

ᅜに廃棄物処⌮と資源リサイクルに関㐃するデー

タの報告を義務づけています。データベースは、

EUROSTAT とばれています。加┕ᅜࡈとに

務ᐁᗇなどがデータを収㞟しています。 

㐃㑥⎔ቃ保ㆤᗇ（EPA）が全⡿の廃棄物処⌮及び

資源リサイクルに関するデータをྛᕞから収㞟

し、⦅㞟（公⾲）しています。ᕞࣞベルでは、⎔ቃ

リサイクルの務ᐁᗇがデータを収㞟・⦅㞟して

います。 
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